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開会 午前９時 30分 

 

○委員長（才脇明美君） 

  皆様おはようございます。 

  昨日、５月 11 日の本会議におきまして、

予算特別委員会が設置され、３月定例会議と

同じく、委員にはこの６名が選任され、また、

委員長、副委員長も変わらず、私、才脇が委

員長に秋元委員が副委員長に選任されました。 

  今回もどうぞよろしくお願いいたします。 

  私は３月に続いて委員長に選任されました

が、まだ慣れておりません。しかし、審査を

円滑に進めていきたいと思っておりますので、

皆様の御協力をお願いいたします。 

  昨日は、深夜遅くまで、資料作りで励まれ

たと聞いております。御苦労さまでございま

した。 

  さて、本委員会に付託されました補正予算

３件は、投資・臨時事業の予算で、令和５年

度の当初予算の肉付け予算と聞いております。 

  非常に厳しい財政状況の中で取捨選択され

た事業を計上されたものと思います。 

  したがいまして、議会としましても十分に

審査を行い、住民の皆様に御了解いただける

予算としなければなりません。 

  限られた審査期間でありますので、効率的

に運営していただけるよう、委員各位の御理

解と御協力をお願いいたします。 

  それでは座らせていただきます。 

  ただいまの出席委員は６名であります。 

  定足数に達しておりますので、予算特別委

員会を開会いたします。 

  傍聴につきましては、第１会議室にて、音

声傍聴の形をとらせていただきます。御了承

願います。 

  委員会の開会に当たりまして、町長より挨

拶がございます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  皆さん、おはようございます。 

  本日の予算特別委員会では、先ほど委員長

がおっしゃいましたように、３月定例会議の

ですね、閉会の折にも申し上げておりました

が、令和５年度の肉付け予算につきましても、

補正予算として御提案をさせていただいてお

ります。 

  議員の皆様方にはですね、御承知のとおり、

厳しい財政状況で限られた予算ではございま

すが、その中におきましてもですね、子育て

環境の充実など将来への持続可能なまちづく

りに向けました取組を進めてまいるための予

算編成をさせていただいたところでございま

す。 

  詳細に審査いただきまして、議員の皆様方

に御理解を賜りたいと存じますので、どうか

よろしくお願いいたします。 

  簡単ではございますが、開会に当たりまし

ての御挨拶とさせていただきます。 

  本日は何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（才脇明美君） 

  ありがとうございました。 

  審査は、第 25 号議案から第 27 号議案まで、

議案番号順に１議事１処理で質疑、討論、採

決をしていきます。 

  第 25 号議案は、補正予算書の歳出のペー

ジ番号順かつ部単位で進め、繰越明許費、債

務負担行為、地方債の各補正、また、歳入に

ついても、歳出の各事業とあわせて審査しま

すので、説明される理事者の皆様は、その点

よろしくお願いいたします。 

  第 26 号議案と第 27 号議案の説明は、通常

の補正予算のように説明いただければ結構で

す。 

  それから、予算審査の区切表をつけており

ますので確認をしてください。その区切りご

とに、暫時休憩を入れながら進めていきます。 

  委員は教えてくださいとか、要望や予算に

関係のない質疑、一般質問のような質疑は控
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えてください。 

  理事者の答弁も簡潔明快にお願いいたしま

す。 

  委員会は本日５月 12 日に開催し、５月 16

日が予備日です。 

  以上のように進めていきたいと思いますが、

御意見、御質問はございますか。 

  ないようですので、円滑な議事進行に御協

力をよろしくお願いいたします。 

  それでは、第 25 号議案、令和５年度豊能

町一般会計補正予算（第１回）の件から始め

ます。 

  審査の区切りは、補正予算書の目単位で申

し上げますので、よろしくお願いいたします。 

  初めに、３ページと 19 ページの議会費か

ら 22 ページの防災諸費まで、それから 34 ペ

ージの非常備消防費、消防施設費について審

査しますので、所属職員以外の方は退出し、

自席で待機をお願いいたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の審査日程は御手元の配付のとおりで

ございます。 

  第 25 号議案、令和５年度豊能町一般会計

補正予算（第１回）の件を議題といたします。 

  ３ページと 19 ページの議会費から 22 ペー

ジの防災諸費まで、それから 34 ページの非

常備消防費、消防施設費について、順次御説

明願います。 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  おはようございます。行財政課山内です。

よろしくお願いいたします。 

  それでは、第 25 号議案、令和５年度豊能

町一般会計補正予算の件につきまして、提案

理由の御説明を申し上げます。 

  本会議フォルダーの令和５年５月会議の第

25 号議案、一般会計補正予算書をごらんく

ださい。 

  それでは着座にて説明いたします。 

  御手元の補正予算書の７ページをごらんく

ださい。 

  第２表、繰越明許費でございます。 

  庁舎等修繕事業につきましては、この補正

予算に計上している事業でございますが、本

庁舎の屋上に設置しているキュービクルの更

新について、年度内に事業が完了する見込み

がないため、繰越しするものでございます。 

  続いて９ページをごらんください。 

  第４表、地方債補正（追加）でございます。 

  ６．道路舗装事業債につきましては、道路

舗装事業にかかる地方債を新たに発行するも

のでございます。 

  ７．緑地擁壁改修事業債につきましては、

ときわ台１丁目の擁壁改修事業にかかる地方

債を新たに発行するものでございます。 

  ８．小学校施設整備事業債につきましては、

光風台小学校改修にかかる地方債を新たに発

行するものでございます。 

  ９．西公民館改修事業債につきましては、

非常用自家発電設備の更新とモジュールチラ

ーの部品取替えにかかる地方債を新たに発行

するものでございます。 

  10．体育施設整備事業債につきましては、

スポーツセンターシートスのキュービクルの

更新にかかる地方債を新たに発行するもので

ございます。 

  それでは、今回の歳入歳出予算の補正内容

につきまして御説明申し上げます。 

  最初に、歳出について御説明申し上げます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、平田議会事務局。 

○議会事務局主幹（平田 旬君） 

  議会事務局、平田です。おはようございま

す。よろしくお願いいたします。 

  それでは、議会事務局分につきまして御説

明させていただきます。 

  補正予算書の 19 ページをごらんください。 

  款１．議会費、項１．議会費、目１．議会



3 

費の２．議会運営事業でございますが、本庁

舎新館の各階にですね、Wi－Fi スポットを

増設し、Wi－Fi 受信環境の改善を図るもの

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  おはようございます。秘書人事課、池田で

す。よろしくお願いいたします。 

  そうしましたら、同じく補正予算書の 19

ページをごらんください。 

  総務費、総務管理費、一般管理費の２．人

事給与管理事業でございますが、会計年度任

用職員の登録が少ない職種につきまして、人

材を確保する観点から、人材紹介会社とシス

テムの利用契約を締結いたしまして、求人広

告を掲載させていただきます。 

  求人広告を掲載したあとですね、閲覧した

方と町との間で雇用契約が成立した場合に、

人材紹介会社に紹介料を支払うために補正す

るものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

 行財政課、山内です。 

  20ページをごらんください。 

  目３．財政管理費の２．契約事務事業でご

ざいますが、紙媒体で行っていた入札参加資

格審査申請を電子化しペーパーレス化を行う

ものでございます。 

  次に、目５．財産管理費の１．庁舎等管理

事業でございますが、本庁舎の屋上に設置し

ているキュービクルの更新を行うもの、公共

施設の多目的トイレにサニタリーボックスの

設置を行うもの、リユースＥＶ車の活用検証

を行うための費用でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい、おはようございます。まちづくり創

造課の田中です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、同じく補正予算書 20 ページ、

お願いいたします。 

  款２．総務費、項１．総務管理費、目６．

企画費の２．政策推進事業でございます。 

  この事業の主な内容でございますが、公民

連携の取組として、池田泉州銀行光風台出張

所内にリビングラボを設置し、未就学児の親

子が気軽に集える憩いのスペースを子育てひ

ろば『だんでらいおん』としまして、その運

営にかかる業務委託料としまして 440 万

3,000円、また、西地区における AIオンデマ

ンド交通の実証実験運行の準備を行うための

３者協議会の負担金といたしまして 615 万円

を計上しております。 

  次に、補正予算書 21 ページをお願いいた

します。 

  ４の地域活性化事業でございます。 

  この事業の主な内容でございますが、移住

促進と空き家の流動化を促進するために、売

りたい貸したい、そういった希望者が空き家

の家財道具の撤去を行う場合に、その撤去費

に対しての補助金といたしまして 50 万円、

また、地域住民や団体が主体となりまして、

町内における町の活性化につながる取組に対

しての補助金としまして 50 万円を計上いた

しております。  

  次に、５の地域公共交通促進事業でござい

ます。 

  この事業の主な内容でございますが、利便

性の高い公共交通ネットワークの構築を目指

すために、地域公共交通会議にかかる経費と

いたしまして 59 万 7,000 円、また、快適に

路線バスを待てる空間をつくるために、停留

所にベンチを設置する経費といたしまして

19万 8,000円を計上いたしております。 
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○委員長（才脇明美君） 

  寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

  総務課、寺倉です。よろしくお願いいたし

ます。 

  それでは、同じく補正予算書 21 ページ目

をごらんください。 

  同じく目６．企画費の９．指定管理者選定

事業でございますが、こちらは高山のコミュ

ニティセンターの指定管理者選定にかかるも

のでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  髙田吉川支所長。 

○吉川支所長（髙田浩史君） 

  はい、吉川支所の髙田でございます。 

  同じく 21 ページ、支所費について御説明

いたします。 

  ２．支所庁舎管理事業について御説明いた

します。 

  まずこのうち、修繕料につきましては、耐

用年数経過に伴う吉川支所庁舎受変電設備改

修に要する費用でございます。同じく、業務

委託料につきましては、吉川支所庁舎の電気

系統絶縁不良箇所調査に関する費用でござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

  はい。総務課、寺倉です。 

  それでは 22ページ目をごらんください。 

  目９．電子計算費の３．住民情報化推進事

業でございますが、こちらは国の標準化法に

より義務付けられました令和７年度末を期限

とする基幹系システム、いわゆる電算システ

ムの標準化に向けての対応作業にかかる業務

委託料でございます。 

  続きまして、目 10．防災諸費の２．防災

対策事業でございますが、こちらはまず 10．

消耗品費の 100 万円は、大規模な災害発生時

等に備えまして、必要な備蓄品を整備するも

のでございます。 

   12 の業務委託料につきましては、平成 29

年３月作成しました、豊能町総合防災マップ

の改訂にかかる費用でございます。 

  14．工事請負費および 17 の機械器具費に

つきましては、戸別受信機の貸与希望者宅に

戸別受信機を設置するものでございます。 

  18．補助金 80 万円につきましては、自治

会館等の自主避難所に対しまして、防災資機

材等の環境整備を行った場合に助成金を交付

するものでございます。 

  続きまして 34ページをごらんください。 

  款９．消防費、項１．消防費、目２．非常

備消防費の１．消防団活動事業でございます

が、こちらは非常勤報酬、消耗品費、高速道

路通行料といったものにつきましては、消防

団小型ポンプ操法の大阪大会に豊能地区支部

代表として出場に要する費用でございます。 

  17．機械器具費につきましては、寺田分団

消防車両積載の発電機の更新にかかる費用で

ございます。 

  続きまして、目３．消防施設費の１．消防

施設維持管理事業でございますが、こちら川

尻分団詰所の外階段から踊場が経年劣化して

おりますので、修繕するものでございます。 

  歳出は以上となります。 

  続きまして、歳入について御説明申し上げ

ます。 

  15ページをごらんください。 

  款 16．国庫支出金、項２．国庫補助金、

目５．総務費国庫補助金、節１．電子計算費

国庫補助金の１．デジタル基盤改革支援国庫

補助金 1,705 万円でございますが、歳出で御

説明いたしました基幹系システムの標準化に

対する国庫補助金でございます。 

  続きまして、節２．防災諸費国庫補助金の

１．社会資本整備総合交付金 198 万円でござ
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いますが、こちらも同じく豊能町総合防災マ

ップの改訂にかかる国庫補助金でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  はい。行財政課、山内です。 

  16ページをごらんください。 

  款 20．繰入金、項１．基金繰入金、目１．

財政調整基金繰入金でございますが、今回の

補正による財源調整として２億 1,504 万円を

増額するものでございます。 

  目２．ふるさとづくり基金繰入金でござい

ますが、ふるさと起業家支援事業に充当する

ものでございます。 

  目３．旧吉川財産区基金繰入金でございま

すが、吉川地区上杉池の改修事業、町負担分

に充当するものでございます。 

  目４．森林環境譲与税基金繰入金でござい

ますが、森林環境事業森林整備事業に充当す

るものでございます。 

  続いて 17ページをごらんください。 

  款 23．町債でございますが、９ページの

第４表、地方債補正（追加）で申し上げたと

おりでございます。 

  説明は以上でございます。 

  よろしく御審議いただき、御決定賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  これより質疑を行います。 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  おはようございます。中川です。 

  よろしくお願いします。 

  今ですね、説明いただいた中で防災関係か

ら行かしてもらいましょうか。説明資料で行

きますとこの２項目目になりますかね、防災

マップの改訂というふうなお話がございまし

たけれども、何年か２年か３年前に私、一般

質問で取上げたことがあって、マイタイムラ

インといいますか、要はいろんな大雨が降っ

たときに、あらかじめレベルが変わっていき

ますけども、１、２、３、４、５やったっけ

ね。途中であるレベルになったら、避難行動

しましょうかねみたいな、そういうふうなこ

とをあらかじめ各家庭とかいう各個人でそう

いうものを計画して、実際そのような大雨の

ような状況になったときには、自分が想定し

たレベルになったらもう避難するとか、おじ

いちゃんおばあちゃんを先に避難所に連れて

いくとか、いうようなそういうふうな計画を

あらかじめ立てときましょうというような取

組が各地域で今ね、どんどん行われつつある

んで、豊能町もやったどないやみたいなこと

言わせてもらったら、次また、防災マップつ

くるときにちょっと検討しますみたいな、そ

のような回答をいただいたことがあったんで

すけども、そういった意味で今回ちょうどい

いチャンスかなと思ったんやけども、マップ

の改訂をされるいうことなんでその辺りは反

映されるのかどうか、ちょっとお伺いいたし

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

  寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

  総務課、寺倉です。 

  議員おっしゃってましたマイタイムライン

ですね、防災マップが今の現行なんですけれ

ども、実際のハザードマップであったりとか

避難所とかは当然載ってるんですけれども、

その前段階で様々防災意識の啓発であったり

とか、というところもページ数として予定し

ておりますので、その中でまたマイタイムラ

イン等も盛り込んでいくように検討していき

たいというふうに考えてございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  あと、防災マップの改訂ということで、こ
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れも一般質問で提案をさせてもらったんです

けども、いわゆる雨の降り方っていうのが、

昔と違って異常に降るような最近時代になっ

てきて、川の増水といいますか、もともと

100 年に１回の大雨とか 200 年に１回の大雨

を想定して、そんだけの雨が降ったら川が氾

濫してこのあたりまで水浸かるやろうみたい

な、そういうふうなマップが昔のマップやっ

たんやけども、あれ何年か前かな、信州、長

野県のほうでごっつう雨が降って新幹線の長

野新幹線の基地が水浸しになって全部車両が

アウトになったいうことがニュースでありま

したけども、あのような事象をとらえて、あ

の頃かな、100 年に一度ではあかんと、

1,000 年に一度の大雨を想定したそういうふ

うな川の氾濫、そういったことも想定に入れ

てこれからはマップをつくっていかなあかん

みたいな、そのような流れにねなってきてお

ったので、そういったことも一般質問で取上

げて話をさしてもらったんですけどもね。 

  そうしましたら、川自体も大阪府が管理し

てるんやったかな、そういったのは大阪府が

1,000 年に一度の大雨を想定した何かね、取

組をやってくれたらそれに応じてマップに反

映していきますというふうな回答をいただい

たと私記憶してまして、その辺りはどうなん

すか、川、余野川とかありますけども、その

辺りはどうなんですかね。 

○委員長（才脇明美君） 

  寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

  総務課、寺倉です。 

  先ほど紹介しました現行の防災マップにつ

きましては、委員おっしゃるとおり 100 年に

一度の大雨を想定しております。ただやはり、

委員おっしゃったように 100 年に一度ではや

っぱり短過ぎるというところございますので、

そこは大阪府等とも調整しまして、もっと長

いスパンで大雨を想定したそういうふうにさ

せていただきたいと思います。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございません。 

  吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

  おはようございます。吉田でございます。 

  防災の関連でお尋ねするんですけども、改

訂ということはレッドゾーンとかイエローゾ

ーンが変わってるところがあるのでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

  寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

  総務課、寺倉です。 

  前回つくりましたのが平成 28 年度でござ

います。全体的に言いますとイエローゾーン

が約今 410 箇所ございます。レッドゾーン、

そのうちの中で 376 か所なんですけども、こ

れをつくりましたときに比べると若干ちょっ

と変わっております。それをもちろん反映さ

せた形で、新しく改訂させていただきたいと

いうふうに思ってございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

  改訂したことがわかるように住民の皆様に

も御理解できるような書き方を、申し訳ない

けど‥ 

○委員長（才脇明美君） 

  要望ですか。 

○委員（吉田正子君） 

  要望です。はい。 

  それと、このごろ豊能町は高齢化になって

るので‥ 

○委員長（才脇明美君） 

  要望はお控えください。 

○委員（吉田正子君） 

  高齢化になってますので、字はなるべくわ

かりやすく、そして大切なところはやっぱし

注目を与えるようにちゃんと書いていただく
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ことと、それからもう本当に避難できなかっ

た場合ありますので、防災の備蓄に関しても

わかりやすく、これだけは前は３日間ぐらい

だったけど、中の部分もこれだけはというの

はちゃんとやっぱし明示をお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  要望ですか。要望ですね。 

  ほかにございませんか。 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  次にですね、その前に議会のほうから話が

あった Wi－Fi 設置しますというお話でした

けども、ごめんなさい、今現在、私たちが使

っているこのタブレットは当然電波入るんか

なと思いますけども、一般的に個人の持って

るこういうスマホでも電波拾えるというそう

いうふうに考えておったらいいのかどうかそ

の辺りどうなんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

  平田議会事務局主幹。 

○議会事務局主幹（平田 旬君） 

  議会事務局、平田です。 

  委員おっしゃっておりますフリーの Wi－

Fi のようなイメージのことをおっしゃって

おるのかと思うんですが、こちらのほうで整

備してますネットワークにつきましては、ID、

パスワードで管理をした特定の者だけが使う

ものに、今度増設するものもそういう形にな

ります。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  そしたらまた別な項目行かしてもらいます。 

  次、この説明資料の４項目目になりますか

ね、EV 車、リユースの EV 車両購入事業とい

うところの内容で質問させてもらいますが、

まず１点目、この EV 車っていうのは何台ぐ

らい想定されているのかお伺いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  はい。行財政課、山内です。 

  リユース EV 車のリースについては２台を

予定しております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  私も実は電気自動車乗ってましてね、三菱、

軽のね、電気自動車ですけども、非常に結構

いいですねということを言いたかったのと、

その２台をどんなふうに使いはるのか、その

辺りもちょっと説明いうかね、ちょっとお願

いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  今回のリユース EV につきましては、EV 車

の活用の可能性の検証というところで、購入

ではなくガソリン車と比べてどういったぐら

いのメリットがあるのかとか、あと中古リユ

ースの EV 車になりますので、走行距離であ

るとか、電池の劣化具合をちょっと調べるっ

ていうところで検証の作業に入りたいと思っ

ております。 

  利用状況なんですけれども、豊能町の今の

公用車の利用をリユース EV 車に置き換えた

場合どうなるかというところも検証の中に入

っておりますので、出張で大阪府庁往復まで

乗れるのかとか、電池がそれでどれだけ持っ

ているのかっていうところとか、あとは町内、

１回の充電でどれぐらいの走行ができるのか

っていうところを検証していけたらなと思っ

ております。 

  以上です。 
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○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ほんで電気自動車のやっぱり充電、ガソリ

ン車はガソリンスタンド行って充電すればい

いんやろうけども、電気自動車というたらガ

ソリンスタンドよりも出る充電スポットは非

常に少ないかな、まだまだね。そういった意

味でその２台の電気自動車、どこで充電しは

る、出先で充電もありかもわからん急速充電

でね。この役場とかねの施設で充電するって

いうのもあるんかもわからんけども、その辺

りはどんなふうに考えておられますか。 

○委員長（才脇明美君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  このリユース EV 車の充電場所につきまし

ては、今公用車を保管しております車庫のと

ころに充電器の設置工事をしまして、そこで

充電をしようと思っております。 

  充電の種類につきましては、高圧充電では

なくて普通の電圧で充電できるようなものに

なってますので、業務を終わって５時半以降

充電をして一晩ずっと充電しておいて朝には

フル充電になるような充電速度が遅いものに

なりますので、一般的には使えない、使えな

いと言いますか、急速充電ですとまた工事費

が高額になったりとかしますので、今回は検

証というところで余りお金をかけないで検証

作業していきたいと思っておりますので、今

公用車をメインに公用車の車庫のところで充

電できるように考えております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  そしたら、役場から出かけて帰って来てか

ら充電ってなると、やはり満充電で走れる往

復の距離っていうのがやっぱり非常に大事に

なってきますけどもね。その車のいわゆる、

積載しているバッテリーの容量といいますか

ね、私ので 10.5 キロワット、一番ちっちゃ

いタイプですけどもね。これでも大体大阪市

内行って帰って来るぐらいはぎりぎりいける

かなと思いますけども、どれぐらいの実際の

積載量のことを考え、そこまで考えておられ

ないんかなまだ。 

○委員長（才脇明美君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  リースする車種にもよるかと思うんですけ

れども、今予定してるのが決まってる車種に

ついては、日産のリーフという車種をリース

できればと考えておりまして、それがフル充

電で新車であれば 150 キロぐらい走行距離が

あるとは聞いてるんですけれども、リユース

になりますと、フル充電してどれぐらい走れ

るのかというところもちょっと今わからない

状態なんですが、府庁往復できるぐらいの走

行ができればいいかなと思っておりますし、

実際に EV 車を乗る職員の何ていうんですか

ね、EV 車とガソリン車で、ガソリン車であ

ればガソリンの残量がわかりながら、出張前

に少なければガソリンスタンドによって満タ

ンにしてから余裕を持って運転できるんです

けれども、EV 車であればフル充電でも府庁

行って帰って来れるっていうちょっと不安も

あったりだとか、あとリユースってなるとフ

ル充電でもあっという間に３分の１、３分の

２とか半分とかっていう充電の状況も変わっ

たりするとも聞いてますので、そういうとこ

ろもリユースの検証のところでしていけたら

なと考えております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 
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○委員（中川敦司君） 

  万が一のことを考えて充電カードみたいな、

私も当然持ってますんでね、どっか出かけた

ときにファミリーマートにある急速充電器と

か、いろんなとこにありますが、そういうと

ころを活用して途中で充電して、また移動す

るまた帰って来るようなこともやっています

んで、そういったものは当然持っといたほう

がいいと思いますが、その辺りはちゃんと充

電カードを用意しますか。 

○委員長（才脇明美君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  今はそこまでは考えておりませんで、町の

ところでフル充電をして近いところで走行距

離幾らぐらい走れるのかというのがわかって

から、遠出といいますか府庁までの出張で利

用できるとか、そういうところも検証で調べ

ていけれたらと思っております。 

  充電カードを作成するのにも多分お金がか

かったり、充電スポットによっては高速充電

であると料金がガソリン代より高くなるって

いう場合もあるかもしれないので、それのと

ころも調べながら必要であれば作成できたら

なと思っております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  安いですよ電気代、ガソリンよりも。私、

もう５年６年７年ぐらい乗ってるかな。はる

かに安い。これはもう言うときます。 

  ちなみに私の軽の 10 キロ、10.5 キロワッ

トでいきますと、私の家、東ときわ台から役

場まで大体４往復ぐらいは私はできてます、

今のところね順調にね。それも一応ね、参考

にお伝えさせていただきます。 

  以上でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  高尾です。おはようございます。 

  今の件で、私も充電スポットということを

一般質問で要求してまいりましたけれども、

能勢町もやってるようにですね、今回の検証

で、今後は住民サービスということでの充電

スポットなんかもお考えなるいうことなのか、

その点将来のことをお聞きしてみたいと思い

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  今回の検証については、ガソリン車を購入

した場合であるとか、EV 車新車で買うとか

なり高額になるというのは聞いてますので、

それをリユースで購入した場合、ガソリン車

と比べてメンテナンスであるとか維持費であ

るとかっていうのも比べて、町の財政状況厳

しい中で運用していかないといけないと思っ

ております。 

  今回の検証結果がもしいい結果が出れば、

EV、今のある公用車をリユース EV に置き換

えていくということも考えないといけません

ので、そういったことも含めて今後検証結果

を見ながら、そういう充電スポットの設置も

必要かなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  これは要望になりますが、ぜひ前向きに考

えていただきたいと思います。 

  次の 20 ページのところで、AI オンデマン

ド検証結果ですね、これが 615 万ですか上が

っておりますが、この件について路線はこれ

までの路線で、また引き続き検証を行われる
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ということなのか、その点についてお伺いい

たします。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい、まちづくり創造課の田中です。 

  今回の実験の路線につきましては、令和４

年度の実験、西地区の中で行ったわけなんで

すけども、令和５年度も同じ西地区のエリア

の中で実施したいというふうに考えてます。 

○委員長（才脇明美君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  それで予算という中身なんですが、これは

額が上がっておりますが、有料にされるいう

ことを聞いておりますが、その点についての

内容ね、どのようになるのか。 

  もうちょっと御説明をいただきたいと思い

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  申し訳ございません。昨日の全員協議会の

場でいろいろ AI オンデマンド交通のことで

御質問がございました。 

  我々一定、昨日の皆さんの御意見を踏まえ

まして、資料のほうを取りまとめさせていた

だきまして、それをごらんいただいて御説明

した上で、またこの場でも御質問いただけた

らなというふうに思いますので、１点ちょっ

と資料のほうを配付させいただいてもよろし

ゅうございますでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、配っていただけますか。 

  はい、田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい。まちづくり創造課、田中です。 

  そうしましたらですね、昨日の全員協議会

のほうで AI オンデマンドの実証実験に要し

た経費について御説明をさせていただいたと

ころではありますけども、その中で環境整備

にかかる経費と運行にかかる経費、２つの経

費でございますというところで御説明をさせ

ていただいたわけなんですけども、もう少し

昨日の中で全体の経費がわかるようなもの、

内訳も含めてですね、全体がわかるものとい

うことの御指摘いただきましたので、今回改

めまして資料を作成しそれを本日お示しさせ

ていただきました。その内容についてまず説

明をさせていただきます。 

○委員長（才脇明美君） 

  615万に関わる話ですか。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい、615万にも関わるお話でございます 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、お願いします。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  ただいまのお配りさせていただきました資

料なんですけども、令和４年度の AI オンデ

マンド交通実証実験に要した経費といたしま

して、環境整備にかかる経費と運行周知にか

かる経費、この２つの経費がございました。 

  で、左側の表に書いております①番と書か

せていただいております環境の整備にかかる

経費、こちらにつきましては、内閣府のデジ

電交付金を活用しまして、いわゆるスマート

シティのサービスとして CSPFC への委託事業

として実施したものでございます。 

  これは、昨日実施報告の中で御説明をさせ

ていただいたんですけども、主に実験をする

ために必要な AI システムでありますとか、

アプリの開発などの実験環境を整備するため

の経費として書かせていただいております。 

 金額につきましては、この①の経費内訳、実

績というところに書かせていただいてますけ

ども、合計 5,279 万 8,466 円となっておりま

して、今回、今日昨日お示しさせていただき

ましたところから少し内訳のところもですね、
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付記させていただきまして、全体としての一

覧を書かせていただきました。 

  それと、これが今回の予算に関わる部分に

なるんですけども、②と書かせていただいて

おります運行周知にかかる経費、こちらにつ

きましては、大阪府の AI オンデマンド交通

のモデル事業の補助金を活用しまして実施す

る経費なんですけども、こちらにつきまして

は、豊能町と阪急バスそれから京都タクシー

の３者で構成します協議会を設置いたしまし

て、主に実際の運行、実験の運行を行うため

の人件費でありますとか燃料費、いわゆるデ

ジタルと関係ない部分につきましの経費がこ

の②の経費となっております。 

  この実績のところの経費につきましては、

令和４年度の部分になるんですけども、いわ

ゆる車両管理費といいまして、いわゆるラッ

ピングの費用でありますとか、ステップの設

置の費用でありますとか、あと通信機器とい

いましてタブレットの通信費用でありますと

か、それから乗降ポイントの設置、それから

コールセンターの運営、それからドライバー

の人件費、それから車の燃料費こういったも

のが運行にかかる費用として実績として上が

りました。 

  それから、実験周知にかかる費用といたし

まして、利用促進ということでポスターをつ

くったり、動画をつくってですね、そういっ

た利用促進に関連する経費、それからあとア

ンケートにかかる経費、これらをですね協議

会のほうの経費としまして 1,390 万 5,374 円

かかったということでございます。 

  で、昨日ちょっと宿題になっておりました

全体として何ぼかかったんだというところで

言いますと、総事業費、①と②を足しました 

 ③というところで 6,670 万 3,840 円が全体の

経費としてかかった費用となっております。 

 参考までに、この協議会の②のほうの財源構

成でございますけども、大阪府からの補助金

が 631 万 7,000 円、それから豊能町の負担金

としまして 615 万円、それから交通事業者の

負担金としまして 143 万 8,374 円ということ

で、合計 1,390 万 5,374 円が協議会による経

費というところになっております。 

  今回、ちょっと令和５年度の補正予算の中

で今回の補正予算の中で計上させていただい

ておりますこの 615 万円につきましては、令

和４年度の負担金と同額の金額を計上させて

いただいておるんですけども、この令和５年

度の実証実験に向けての準備にかかる費用と

いうのを協議会のほうに負担をいたしまして、

協議会のほうでまた同じような形で利用促進

であるとか、そういった通信の部分であると

か、そういったところを準備のために経費が

必要だというところなので、今回 615 万円の

部分を上げさせていただいておるという状況

でございます。 

  説明は以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  細かく本当に説明資料を出していただいて、

ありがとうございます。よくわかるようにな

ったと思います。 

  この中でね、615 万、今おっしゃった豊能

町の負担、この中にはこれから使う費用とし

てこれ盛り込まれたと思うんですが、この予

算の中には、今度有料にしていくいう話も出

てたと思うんですが、その経費というのは、

この中には見込まれてはいない、まだいない

んですね。その点確認します。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい、まちづくり創造課の田中です。 

  今日、お示しさせてもらった資料につきま

しては、これはあくまでも令和４年度の実績

にかかる経費となっております。 
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  令和５年度の実験に向けましては、有料で

の実験を想定しておりますけども、その費用

につきましてはこのお示しさせていただいた

費用の中にはこれ当然入っておりません。そ

れは協議会の運行経費の中に入っていくもの

であるということでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  これからまたいろいろ検証された結果、前

向きな、本当に皆さんが利用しやすいいうよ

うな形をとられていくと思うんですけれども、

今回の同じ費用が計上されておりますけれど

も、この点についてね、実証実験の結果、検

証された結果、どのように変わっていくのか

いうこの点については、まだお考えにはなっ

ておられないんでしょうか。 

  路線で変わるとかバス停が変わるとか、そ

ういうマイナス面というか、整理されたされ

ていくというところは、お考えになっている

のかどうかその点お聞きします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、田中まちづくり創造課長。  

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい、まちづくり創造課の田中です。 

  令和４年度の実証実験の結果を踏まえまし

て令和５年度の実験を進めていくわけなんで

すけども、実験の細かな例えばその料金の設

定、幾らにするかでありますとか、ミーティ

ングポイントの数を増やすのか減らすのかど

うかというところも含めましてですね、そこ

につきましては協議会、３者協議会の中で今

後ですね、実証実験を踏まえた形で検証しな

がら、実験としてまた実施していきたいとい

うふうに考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  詳細なね、資料での説明ありがとうござい

ます。 

  右下のいわゆる参考いうことで、②の財源

構成で、大阪府がこんだけ豊能町こんだけ交

通事業者がこんだけという負担の割合みたい

なね金額書いていただいてますが、昨日の全

員協議会の説明のときに、今月いっぱいが大

阪府の補助、申請できる期限ですっていうふ

うなお話ございました。 

  その大阪府の期限がどうのこうのって言い

ますのは、それは財源構成のところのこの大

阪府補助金の 631 万 7,000 円っていうその部

分のことになるのかどうか。要はこれ申請し

なければこの大阪府の補助金の 631 万 7,000

円がなくなるので、それは豊能町が負担しな

くてはならないとかそんなふうになるのか、 

その辺りちょっとお伺いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい、まちづくり創造課の田中です。 

  この大阪府の補助事業につきましては、今

月末、５月末がエントリーの締切りとなって

おりまして、もし仮にですねそのエントリー

の機会を逃しますと、この令和４年度で言う

ところの 631 万 7,000 円が補助金として受け

られないというところになってまいりますの

で、その部分につきましては、町なりがです

ね負担していかないといけないということに

なるかと考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  確認させていただけですが、お願いいたし

ます。 

  今回の 615 万円上がってますよね、予算と

しては。この内訳なんですが、前回の 615 万

円に関しては、ここにね丁寧に表につくって

いただいてるんでわかるんですけど、今回の
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615 万のこの予算というのは、このままそっ

くり右の表のこの上の部分じゃないですよね。 

 要するに、今回私はこの予算に関わってる

615 万の内訳をお尋ねしてるんです。と申し

ますのは、例えば去年でしたら乗車ポイント

の設置費やそういったものはもう既に出して

るお金ですから、新たにどんな経費を今回の

615 万中に入ってるのか、その点お尋ねしま

す。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい、まちづくり創造課の田中です。 

  この経費 615 万円の経費につきましては、

この実験運行を行うための３者協議会に対す

る豊能町からの負担金ということになってお

ります。 

  この負担金の額につきましては、協議会の

中で 615 万ということを令和４年度に決めま

して、それと同額を今回も支出するというこ

とでございますけども、615 万の内訳といい

ますかその項目につきましては、この令和４

年度に書かせていただいております運行にか

かる費用、こちらが主な経費になるかと思っ

ておるんですけども、それぞれの額が幾らか

というのはですね、協議会のほうになってお

るかと考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  まず確認したい、615 万ってこの事業に最

初から決められた負担金ということですね。 

  そういうことですね。 

  まず確認します。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい。まちづくり創造課の田中です。 

  協議会の運行経費を試算、昨年度なんです

けども試算したときに、負担金として 615 万

円というのは協議会のほうで決めた数字にな

っております。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  はい。っていうことは、前回はこの上に右

の表にかかってるように 1,390 万 5,374 円を、

どのように分担して結果 615 万円が負担しま

すってことじゃなくて、最初から町は 615 万

負担します協議会にと。 

  その中でできた事業が右の運営にかかる経

費のいろいろ書いてますね、車両の関連費と

か、乗車ポイントの設置とか、そういったも

のに使われましたよっていうことですね。 

  今年も新たに負担金だから、615 万そのま

ま予算化したという理解でいいんですか。来

年も同じ金額上がってくるという理解でいい

んですか。 

  そこのとこお尋ねします。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい、まちづくり創造課の田中です。 

  昨年度この 615 万というのを協議会の中で

決めたときにですね、ある程度当然その実験

にかかる費用が幾らぐらいかかるだろうとい

う見込みがありまして、その財源内訳として

大阪府からの補助金を幾らいただける、その

残りの部分について豊能町と交通事業で負担

していくという中で 615万と決まりました。 

  で、令和５年度につきましてもですね、考

え方として同じような考え方を持ってるんで

すけども、今、大阪府さんのほうに申請をし

ようとしている事業費の全体事業費というの

が、まだ今精査しておるところなんですけど

も、一定豊能町の負担額としては、増額する

のではなく 615 万という一定の額でですね、

お願いをしたいというか、協議会のほうで決
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めさせていただきまして、今回この 615 万と

同額を上げさせていただいておるというとこ

ろでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  一生懸命されてるんでね、やいやい言いた

くないんだけども、今回の 615 万はどう見た

って高過ぎませんか。 

  だって、なんで今度こんだけかかるかよく

わからん。前回もう準備したものがあるわけ

でしょ。なんでまた 615 万かかるのかが、車

両何台も増やすのかな。 

  ちょっとそこの説明をお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  松本総務部理事。 

○総務部理事（松本真由美君） 

  はい。失礼いたします、松本です。 

  今回申請に当たりまして、金額は４年度で

かかったものをもとにですね、申請をさせて

いただこうと思っております。 

  今、委員から意見いただいておりますよう

に、かからない費用もあるだろうというとこ

ろもございますが、今回は１か月の実証の期

間をですね、延ばすという予定にしておりま

すので、ほかに経費がかかってくるというと

ころもございますので、まずは去年度かかっ

たこの金額で申請をさせていただいて、その

あとですね、補助金の精算というふうに進ん

でいくということになると思いますので、大

阪府への申請は、去年の申請、費用かかった

費用をもとにですね、まずは申請をさせてい

ただく、その中身については、先ほども申し

上げましたが、実証の期間が延びるとか、そ

の辺りで人件費、それからほかの費用という

のがこれとは別途に入ってきますので、その

辺りですね、１番上の車両関連費のラッピン

グ費用とかこのあたりはおっしゃっていただ

いてるようにもうかからないというところに

なりますので、その辺りの中身の精査ってい

うのは、これからなります。 

  今回補助金を取らせていただくに当たりま

しての金額の見積りをさせていただいたのが、

去年の実装でかかった費用、この分を上げさ

せていただきたいという、このような内容で

ございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ある程度わかってきました。 

  結局ここに書いてあるこの②の経費内訳、

車両関連費とか通信のね機器とかもろもろ書

いてありますけど、これは結局１か月、あく

までも１か月だったらこんだけぐらいは実績

としてかかってたよということで上げてきて

はって、実証実験が２か月になったらさらに、

２倍とは言わんけどもそれなりにまた増える

というね、そういうこともね御理解させてい

ただきました。 

  先ほどの車両管理費の中でラッピング、こ

れについては要らないだろう、だからここは

減っていくだろうと私は思いました。で、そ

の下の通信機器費、これは多分タブレットの

話してはったから、要は移動車いうかね車の

中とどっかとで通信しないかんからそういう、

いわゆる Wi－Fi の電波の費用みたいなねそ

んな費用が必ず要りますからね、そういった

意味でこれ必要かなと思います。 

  その次、乗降ポイント設置費、これについ

ては前回もポイント、あっちゃこっちゃにね

貼ってましたが T の 10 番とか何番やと、あ

れがなくなっているんやけども、あれをもっ

ぺんつけ直さなあかんというそういうふうな

意味で費用がかかるということなんですかね、

その辺りお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 
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  はい。まちづくり創造課、田中です。 

○委員長（才脇明美君） 

  すいません。今中川委員がおっしゃったこ

と、それでよろしいですか。 

  前半ちょっと違ったんじゃないですか。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  ミーティングポイントの話ですよね。 

  ミーティングポイントにつきましては、昨

年度設置いたしましたところ、一旦実験が終

了しますんで今撤去をしております。 

  で、もう一度ですね、今度実験する際に改

めて設置をする必要があるというところでの

費用がここにはかかってくるかなというふう

に考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  そっから下、コールセンターこれ当然人要

りますよね。それから人件費、運転手の人件

費思いますこれも要りますよね。燃料、ガソ

リン入れないと走られへんから当然要ります

よね。 

  ということで、そういった意味ではこれは

もう必要なお金だよという１か月分としてね。 

 そんなふうにとらえておいていいんですね。 

○委員長（才脇明美君） 

  松本総務部理事。 

○総務部理事（松本真由美君） 

  はい、いろいろ御意見いただいてるんです

が、これからでございます。内容について詰

めていくのはこれからでございます。 

  今回は数字上げさせていただきましたのは、

去年度の実績をもとに、この数字を使って大

阪府のほうには申請をしたいということをこ

こでは御説明させていただいておりまして、

中身について、ミーティングポイントですと

か、あといろいろな費用についてはこれから

の積み上げになりますし、全体の費用感の中

でですね、どれぐらいの期間実装していくか

っていうのも決めていくということになりま

すので、御理解のほうよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ミーティングポイントというのは、実証実

験ごとにあれ外さないかん、何か多分そんな

ことやなと思います。その辺りも説明してい

ただいておいたほうがいいのかな。 

  あれもう付けっぱなしでいいんちゃうかと

私思ったんやけども、そういうわけにいけへ

んねんね、あれ。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  ミーティングポイントにつきましては、公

安委員会との協議の中で場所につきましては

決定しておるんですけども、実験期間中の設

置でお願いしたいというところのことがござ

いましたので、一旦実験終了後撤去させてい

ただいて、また次の実験時には新たに設置す

るというようなところでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  実験を何回かするんやったら、実験第１回

目、第２回目やから、このままずっと付けさ

せてもらえませんかいうて言うたら、この

42万 7,000円要らんのちゃうかな思ったら、

そんなわけにいけへんね。 

○委員長（才脇明美君） 

  松本総務部理事。 

○総務部理事（松本真由美君） 

  はい。そのようなお考えもあるかと思うん

ですけれども、今のところですねミーティン

グポイントを置いておいた場合ですね、今で

も住民の方からですね、いつ走るんやとか、
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まだ走っているというような誤解を与えてい

るというような部分もございますので、公安

委員会との件もございますが、一度は回収さ

せていただいたということでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

  今度、実証実験されるときは有料となりま

すけれども、有料になるお金は豊能町のほう

に全額入ってくるということなんですか。有

償のお金。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい、まちづくり創造課の田中です。 

  今年度、実験につきましては有料での実験

を想定しておりますけども、運賃につきまし

ては豊能町に入ってくるということではなく

て、交通事業者のほうで３者協議会のほうに、

はい、入ってくるということでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  話が飛び飛びでちょっと整理つかない部分

あるんだけども、まずこの実証実験は今回

615 万円の予算の中で、期間ですね、何回か

するとおっしゃってたその表現はどう理解し

ていいかわからない。期間の長さをおっしゃ

ってるのか、じゃなくて１か月単位を言って

るのか、どういうふうな今回は予定されてい

るのかお尋ねします。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい。まちづくり創造課、田中です。 

  期間につきましては、今３か月から６か月

ぐらいを想定しておりますけども、その１か

月のスパンを何回かするということではなく

て期間の長さですね、３か月から例えば６か

月とか、その長さにつきましては、今検討協

議をしておるところでございまして、令和５

年度のうちに何回かこう分けてするというこ

とではございません。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  その期間が決まって、それで右の表の話じ

ゃないけども、人件費がやれこんだけ要りそ

うだとか、ガソリン代かな、燃料費がこんだ

け要りそうだなっつって 615 万じゃなくて、

さっきありましたように最初から決められた

負担額っていうことで、何回もしつこくこれ

でいいですか。どんだけが最終的にはね、財

政をいろいろ考えて、これよりぐっとかなり

戻ってくるんだろうと思うんだけども、豊能

町にまた。そういうふうな理解でいいですか。 

  お互いにこんだけの予算を取り合って、で

きる事業期間というふうな理解をしたらいい

ですか。わかるかな。要するに 615 万円です

ね、よそからもいろいろ出ます大阪府からも。

こんだけの 1,390 万の中で、何か月かできる

かということもこれから決めてくんですね。 

  そのことを確認します。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい。まちづくり創造課、田中です。 

  期間ですとか、運賃ですとかっていうとこ

ろの部分についてはこれから決めていくもの

でございますし、全体の事業内容につきまし

ては精査をしながら進めていくところでござ

いますけども、今回のこの 615 万円というの

は協議会の負担金というところでございまし

て、これ昨年、準備にかかってくる費用とい

うことで負担金として支出する部分になって

まいります。 

○委員長（才脇明美君） 
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  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  昨日の会議の中で議員の中から、要するに

この事業はっきりしないと、内訳も何も。一

遍きちっと議会のほうが納得できてから取り

組むべきじゃないかという声が確かあったと

思います。 

  そのときに行政のほうからは、いや今回認

めていただかないと大阪府の補助金とかそう

いうところに影響するからということもお話

いただきました。 

  それに対して議会、じゃあその分豊能町が

負担したら済むじゃないかっていう声もお聞

きになってますよね。 

  そのことでちょっと確認したいんですけど

も、今回先ほどおっしゃいましたね、５月の

末までですと大阪府の締切りが。今回本当に

ここで豊能町のとこが、もう一遍議会のほう

が何か考えろって話になったときですよ。あ

とは豊能町がこの金額 1,300 万全額負担する

から、もう何か月かずらして実験するってこ

とは可能ですか。じゃなくてもここで一遍議

会のほうがもうこんなことやってられないっ

てなっちゃったら、この事業そのものが全部

ゼロになるのか、そこのとこだけ知識として

お尋ねします。 

○委員長（才脇明美君） 

  松本総務部理事。 

○総務部理事（松本真由美君） 

  松本でございます。 

  今のところですね、３者協議会の中では、

昨年度はイベント的にこの乗り物について見

ていただくということで進めました。 

  その計画の中で２年目はですね、有料で一

定期間を延ばしてですね、進めていきたいと

いう方向性を今持っております。 

  ４月に３者協議会、１回目をさせていただ

いた中でもアンケート等のですね、評価した

上で進めていくという方向でいこうというと

ころまでの意思統一はしたわけでございます

が、全体の費用としてですね、昨年度かけた

全体のこのような大きな費用はかけるのは難

しいという認識はしております。 

  ただですね、去年度の実績をもとに大阪府

の補助金がとれるということであればですね、

この補助金は活用させていただいた上でです

ね、内容は金額等もまだ決まっておりません

ので、精査しながら期間もですね、ミーティ

ングポイントの数もその辺りもこれからでご

ざいます。 

  その中の一部としてですね、去年度の実績

をもとに大阪府のほうに補助ができるという

このタイミングをですね、生かさしていただ

きましてこの金額は取りにいきたいというこ

とで、今月末がそちらのエントリーの締切り

でございますので、今回予算のほうに上程さ

せていただいているということでございます

ので、御理解のほうよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  よくわかるんです、気持ち。そうだろうな

と思いますし、私お尋ねしたかったのは、そ

ういう気持ちに応えてね、変な言い方すると

自分のもう個人的な話ですよ、お応えしたい

なっていうのと、そうじゃなくてもう一方の

ほうでは、やっぱりこの大きなお金を責任持

って賛成するには、一遍立ち止まって時期を

ずらして、この大阪府の補助金の時期をずら

して要するに間に合わなかったわけですよね、 

 豊能町が負担するからもうちょっと先にずら

してくれませんかっていうなやり方は、要す

るに、この今の取組そのものをゼロにしてし

まうことになりますかって質問なんです。 

  お気持ちはよくわかりますので、お願いし

ます。 

○委員長（才脇明美君） 
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  松本総務部理事。 

○総務部理事（松本真由美君） 

  お答えになるかどうかわからないんですが、

スマートシティの取組の部分でですね、大変

不透明な部分がございまして、御迷惑等をお

かけしてることは大変申し訳なく思っており

ます。 

  そちらの説明もですね、きっちりさせてい

ただきながらですね、この AI オンデマンド

交通というのは今回、去年度はスマシのデジ

タル田園都市国家構想推進交付金がございま

したので、それを使って進めてまいりました

が、今年度はそのお金はございません。 

  その中でですね、どのような取組ができる

かというのも一定考えていく。費用感もです

ね、去年度のような大きな費用でできるかど

うか、それはこれからのところではございま

すが、スマートシティの部分の不透明な部分

もですね、御説明のほうをきっちりさせてい

ただきながら去年度の評価をいただいた上で、

今年度は進めていきたいと思っております。 

  進めていくに当たってはですね、スマート

シティとして進めていくというよりも、今回

は３者協議会の中でこれは進めていこうとい

うことになっておりますので、金額の負担等

もこれからでございます。 

  交通事業者からの負担も幾らいただけるか

というのもその評価を出した中でですね、検

討していっていただく企業のほうにも、汗を

かいていただくというようなお話も進めてい

きたいと思っておりますので、３者協議会の

中ではですね、この事業は今年度、有料で期

間を継続して進めていきたいというふうに思

っておりますので、そのための大阪府の補助

金としてこの金額を取りに行くっていうこと

はさせていただきたいと思って、今回上程さ

せていただいております。 

（「予算はゼロになっちゃうの」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

  松本総務部理事。 

○総務部理事（松本真由美君） 

  今回予算の中ではですね、AI オンデマン

ド交通の進めていくという予算はほかには上

げてございません。 

  今年度予算の中にどこにもないということ

になりますので、今の時点でお答えできるっ

ていうのは、もう予算がゼロというところで

進めていくということになります。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  私意地悪に聞こえるかもしれないけど意地

悪じゃなくてですね、昨日議員の中から、非

常にこの問題は大きい問題だから、全般です

よ。このことをいちいちこれに限らずね、一

遍立ち止まってきちっと精査したらいいんじ

ゃないかって声があります。 

  心配してるの、私が心配してるんですよ。 

  今回この予算を見送ってしまった場合、取

ってしまった場合ですね。今までの行政が取

り組んできた AI のオンデマンドバスそのも

のが AI の事業も含めてですね、全部ゼロに

なってしまうのか、じゃなくて、じゃなくて、

単に大阪府の補助金を町が立て替える形で進

めることはできますかって質問だけなんです。

これは可能かって聞いてるんです。それとも

そうじゃじゃなくてね、これが全くゼロにな

って議会の責任も大きいわけですよ。 

  お願いします。 

（「休憩をお願いします」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

  暫時休憩をさせていただきます。 

  （午前 10時 41分 休憩） 

  （午前 10時 49分 再開） 

○委員長（才脇明美君） 

  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  松本総務部理事。 

○総務部理事（松本真由美君） 
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  はい、松本でございます。 

  休憩ありがとうございました。 

  一部、ちょっと私からの説明が不足してい

た部分があったかと思っています。 

  今回ですね、この補助金をいただいて進め

ている事業というのは、大阪府のほうも一緒

に進めている事業ということになっておりま

す。 

  その中でですね、この補助金が取れないと

いうことになりますと、連携して進めていく

という部分がですね、非常に微妙になってく

るのかなというふうに思っております。 

  その部分、進めているのが３者協議会だけ

で進めているというような御説明をさせてい

ただきましたが、大阪府のほうもですね、こ

の AI オンデマンドの交通については一緒に

進めているという部分もございまして、去年

度、この補助金を取って進めてきた、２年度

今回ですね、有償で継続して進めていくとい

うお話もやりとりのほうはしておりますので、

御一緒に進めていくという意味でこの補助金

ですね、取りに行かせていただきたいという

ことでお願いしたいと思っております。 

（発言する者あり） 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  私は右か左かの質問をしたつもりだったん

ですけども、要はこれは豊能町だけじゃなく

て大阪府も一緒に絡んでいる事業なので、や

っぱりこのまま豊能町のほうの協力を、協力

って変ないい方かな、あわせて足並みそろえ

ていきたいっていう思いだってことはよくわ

かりました。 

  右か左かってことは今後ね、いろんな形で

また改めて勉強させていただきますので、ま

ずはこれで私自身も質問を終わりにしたいと

思います。 

  この質問を終わりにします。 

  違う質問に入っていいかな。 

  ちょっと１点だけお尋ねします。全然違う

話です。 

  先ほどの中の池田課長のほうから、再任用

のところで応募が少ない部署がある、じゃな

くてその説明ちょっとわかんなかったんです

ね。 

  一体どの部署にそういった人材派遣をお願

いしなくちゃいけないような動きになるのか、

町の状況をお尋ねします。 

○委員長（才脇明美君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  先ほどの 19 ページで御説明させていただ

いた内容、ちょっともう一度ちょっと御説明、

ちょっと不足していたかと思いますので説明

させていただきます。 

  まず、町のほうでですね、会計年度任用職

員、特にどこのセクションというわけではな

くてですね、まずは皆さんに登録をしていた

だくと。登録があった職種につきまして、そ

れぞれの職場でですね、会計年度任用職員の

職員さんにお願いしたいという場合は、その

方に面接なりをさせていただいて任用をさし

ていただいてると、いうまず状況がございま

す。 

  特に専門職になりますと、なかなか応募自

体、登録自体に手を挙げていただけないとい

うような状況が多々ございますので、そのま

まほっておくわけにも当然現場は毎日回って

おりますので。で、そこを会計年度任用職員

としてですね、任用するための手段として、

今回今先ほど説明させていただきました人材

紹介会社のほうと契約をさせていただいて、

エントリーしていただいた方と町とのほうの

協議をさしていただいて、協議が整えば会計

年度任用職員として任用をすると、そういう

ものでございます。 
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  今回ですね、計上させていただいている予

算でございますが、想定しておりますのは幼

稚園、保育所の専門職のほうが不足をしてお

りますので、この職種を一応想定して 105 万

円ですね、ちょっと予算を計上させていただ

いているというところでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい。秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  前からですね、保育園、幼稚園の話は前か

らなんですけども、この金額というのは契約

のための金額、もちろん人件費じゃないね契

約のためですよね。 

  それの前もって契約のため、人材派遣会社

の契約費っていう理解でいいですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  今回計上させていただいてる額につきまし

ては、契約が成立したときに紹介会社に対し

まして、謝礼というか報償費としてお支払い

する額。105 万円の内訳でございますが、１

件成立につきまして 15 万円ですので、今回

は７名分計上をさせていただいているという

ところでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  その 15 万掛けるの７名、15 万の単価です

けどそれはあれですかね、ああいうのって、

１か月の給料の何％か報酬としてその人材会

社に払うみたいなそんなやったような気もす

るんやけど、そういう意味合いでの 15 万、

それともいやいやもう関係なくとにかく 15

万払いますわっていうそういうふうな仕組み

なのか、その辺りどうなんですかね。 

○委員長（才脇明美君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  今回契約をさせていただく広告会社さんの

ほうで、実は職種ごとにですね、契約が整っ

たときの額っていうのが実は異なっておりま

す。 

  先ほど御説明しましたとおり、今回は保育

所と幼稚園の職種にということでお願いをし

ましたので、１件当たりが 15万円と。 

  これは特に何か契約先の広告会社のほうが

定めている基準に則ったものでございますの

で、何か単価がベースとなる単価がございま

してそれに何かを掛けて出てくるというよう

なものではございません。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  それでは、別なちょっと質問に移らせても

らいます。 

  これ何番やな、説明資料でいくところの７

番目になります７行目かな。住まいの何たら

言うやつやったっけね。はい。 

  これ家財道具、空き家の流動化の促進のた

めに、家財道具の撤去を行う場合に空き家バ

ンクへ登録することで、その家財道具の撤去

について補助金を交付する、というそういう

説明になっておりまして、これってこれはど

う捉えたらいいのか、１件当たり、ある１件

があって１件に対して何万何ぼ、この何ちゅ

うかな、負担をしようかみたいなことを考え

ておられるのか、それともその家財道具の数

によって額が変わるもんなのか、その辺りど

んなふうに考えておられるのかお願いいたし

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 
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  はい。まちづくり創造課の田中です。 

  こちらの事業なんですけども、現在空き家、

豊能町内の空き家の数はどんどんどんどん増

えていっているというふうに認識しておるん

ですけども、なかなかその空き家流通のほう

がですね、促進されていないと。また空き家

バンクの登録が少ないというような課題がご

ざいまして、そこを何とか解決したいという

ところで、流出しない要因の大きな要因の一

つに家の中のもの、家財道具がそのまま残っ

てしまっているというところがございます。 

 そこに注目しまして、それを家財道具を処分

するに当たりまして、業者に例えば委託をす

るとか、それを処分するに当たっての費用に

つきまして今回その費用の一部を補助しよう

という事業でございます。で、この 50 万円

の内訳でございますけども、１件当たり一応

上限額を 10 万円というふうに見ておりまし

て、予算上は５件分ですね、10 万円掛ける

５件分の予算を計上させていただいておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  あと、その内容とよく似たものがどこやろ、 

 リビングラボの事業ですかね、５番目。この

説明資料の５行目かな。「まち活」とよのリ

ビングラボ事業の中でも何か空き家対策の話

があって、そこでも何か同様の何か説明があ

ったような気がいたしまして、あれって何ち

ゅうの、家の解体費か何か話ししてはったよ

うな違うかったかな、私聞き間違いかもわか

らんけど何かそんなふうなような話あったよ

うな気がするんですけども、その辺りも御説

明いただけますか、違ってたらごめんなさい。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課、田中です。 

  除却のほうの補助の分につきましては、都

市計画課のほうの予算のほうで計上させいた

だいてる分でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

  先ほど７番の、資料の７番のことなんです

けども、10 万円と言われましたけども、そ

の１件が査定でその除去費用が 10 万やった

全額っていうそういう意味合いになるんでし

ょうか。それとも 50 万円で何割そのかかっ

た何割を 10 万円を限度に何割までをすると

いうその説明でしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい、まちづくり創造課の田中です。 

  補助率につきましては、今３分の２補助を

想定しておりまして、補助の上限額としまし

て 10万円というところでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  空き家対策っていうことで、この資料の５

番、まちづくり創造課の「まち活」とよのリ

ビングラボ事業の中に、泉州銀行との協定に

基づき、空き家対策や子どもの見守りって書

いてあるんだけども、ちょっとその予算の内

訳的なものがわからないので、いかにも何か

泉州銀行と一緒に空き家対策やっているそう

いう理解でいいのかな。この文章から来た場

合ね。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい、まちづくり創造課の田中です。 

  この「まち活」とよのリビングラボ事業に

つきましては、池田泉州銀行と包括連携協定
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を結ばせていただいて、池田泉州銀行の光風

台出張所を活用した事業を取り組んでいくと

いうものでございます。 

  事業の説明のところでは、空き家対策であ

りますとか、子育ての関係でありますとかそ

ういったところをですね、池田泉州銀行と一

緒に取り組むというような趣旨で書かせてい

ただいておるんですけども、今回の補正予算

で言いますと 440 万 3,000 円という額でござ

いますけども、こちらにつきましては、だん

でらいおんの業務の委託の分についての費用

というところになっております。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  これさっきの予算でだんでらいおん出てま

したから、10か月分、残り 10か月かな。 

  それから、はい、はい、お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい。まちづくり創造課、田中です。 

  ６月から３月までの 10 か月分の経費でご

ざいます。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  これは近いうちに公募するのかな、この予

算が通ったら。ちょっとその辺りの取組も、

もし公募するようだったら、もう、広報を使

えば予算は取らなくて済むけども、その辺り

をお尋ねします。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課、田中です。 

  この事業の運営、今 NPO 法人のほうに委託

をしておるわけなんですけども、この委託先

につきましては、今現在いろいろな可能性を

探っておるところでございまして、その可能

性が出てきているというところでございます

ので、予算お認めいただきましたらそのあと

広くですね、公募のほうをさせていただきま

して、プロポーザルというか公募のほうさせ

ていただいて業者のほう選定ですね、してい

きたいというふうに考えてます。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  っていうことは、６月ぐらいにはもう公募

するっていうことで理解しといてよろしいか

しら。６月ぐらいに公募するって、はい。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  今想定しておりますスケジュールにつきま

しては、５月お認めいただきました後、募集

要項等を作成いたしまして６月には公募開始

したいなというふうに考えております。で、

その後プロポーザルを行いまして、７月に事

業者選定、それから契約ということで、８月

から選定をした事業者にお願いをしていくと

いうようなスケジュール感で想定しておりま

す。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  今コクレオの森ですわね。 

  当然、ここがまた再度応募してくるってい

う可能性も当然あるかと思うんですけども、

非常に私、今回この予算のときで改めてホー

ムページ見たら、オープンのときに AI 関係

の方がテープカットに並んでらっしゃる。

時々これまでの中で行政の中で言葉の端々に、

これも AI といかにも関係あるようなお話を

ね、たまたま特に辞められた町長が出てくる

んで、どういうことかなあと思ったら、関係
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ないですよね。なんで、だんでらいおんのと

きに、テープカットにいらっしゃるかわから

ないんだけども、これは後で別に個人的にお

話をお伺いいたしますけども。いや、もし説

明してるだけならありがたいけど、ありがた

いんだけども。正直言ってね、正直言ってで

すね、何だかはっきり言ってここのコクレオ

の森に決まったときからこの議会の中で、な

んでかって質問出てましたよね。なんで公募

しないんだって出てたから、また形的には公

募しても何かまた戻ってってうまい流れつく

るんじゃないかなって、変な不信感を持って

ますので、説明お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  松本総務部理事。 

○総務部理事（松本真由美君） 

  はい。御質問２つあったかと思っておりま

す。 

  １つ目ですね、スマートシティの取組のよ

うな形でテープカットに CSPFC の方がいらっ

しゃった。これについてなんですけれども、

リビングラボとよのというような名称をつけ

てですね、デジタル田園都市国家構想推進交

付金を取るときのですね、絵図の中に、だん

でらいおんの場所から光風台の中央公園まで

の間をデジタル化をするという話が出ており

まして、その中で今取組の中、去年度の取組

のお話で言いますと、あそこの場所を使いま

して２階を使いまして健康相談をさせていた

だいてるとか、そういう取組の中でですね、

御一緒に関わっていただいているという意味

で、テープカットのときにですね、あそこを

リビングラボという形で使っていただくとい

うことでいらっしゃった、一緒に取り組んで

いるということでございます。 

  もう一点、コクレオの森についてですけれ

ども、コクレオの森はですね、まちづくり創

造課が進めてまいりましたトヨノノ応援会と

いう地域課題を一緒に解決していきましょう

という取組を２年間したんですけれども、そ

の中にコクレオの森が入っていらっしゃいま

して、この地域課題を解決していくというこ

とで、その年には随意契約ということでコク

レオの森と御一緒に進めるということでスタ

ートしたものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんか。 

  はい、議長。 

○議長（管野英美子君） 

  すいません。今のだんでらいおんのことな

んですけど、骨格予算のときに三重行政だと

いうことを言ったと思うんですね、すくすく

とすきっぷとはぐはぐとこれと。 

  これを精査されなかったんですか、検討さ

れなかったんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、松本総務部理事。 

○総務部理事（松本真由美君） 

  はい、おっしゃってるとおりですね、あそ

この場所はですね、令和８年の６月まで借り

ております。 

  当時は今後のですね、子育て施策にどのよ

うに対応していくかというのがスタートでご

ざいました。町長がかわりましてヒアリング

の中でですね、今おっしゃっていただいてる

ようなお話も出てきているところでございま

す。 

  今年度ですね、一年かけまして今統合とい

うようなお話が出てきましたが、そのような

方向で進めていくかっていうのは、連携して

ほかの部局と一緒に進めていくということに

なっていくと思います。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  先ほどのテープカットの話なんですけど、

私あのオープニング行きたくないと言ったん

ですね、御存知だと思いますけど。理由は、
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私も子育てサロンやってるから。連絡もない

し曜日が重なっているから、たった私たちは

月一なんですけどね。もうこの１年間、誰も

来なかったと言っても過言じゃないんですね。 

 トヨノノ応援会に入ってなかったからやとか

って思うんですけども、とても不公平だと思

うんです。 

  で、嫌々行った、だんでらいおんのオープ

ニングにね。テープカットもしたって顔笑ろ

うてへんでとかって言われてましたけどね。

そして一番左端に OZ1 の方いらっしゃる、こ

の方にお金を入金していただけない人が関わ

っているということを重く受け止めないんで

すか。私はホームページを見てすごくショッ

クを受けたんですね。この方入金してくださ

らないんですよ。その理由もまだ聞いていな

いし、その事業を進める意味が私には理解で

きないんで、説明いただけますか。 

    （発言する者あり） 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、どうでしょうか。 

  町長。 

○町長（上浦 登君） 

  はい。上浦でございます。 

  議長おっしゃいますように、確かにですね、

すきっぷ、はぐはぐとある中でですね、この

だんでらいおんをオープンさせたということ

で、地域の方々にはですね、非常にどういう

んですかね、好評も得ているようですけれど

も、財政を預かる私としてはですね、やはり

その辺はですね、三つあるというのもいいん

でしょうけれども、今後のですね、財政運営

に向けてはですね、しっかりとですねその辺

は精査をさせていただきたいと思ってござい

まして、今担当部署に指示を出しております

のは、発展的統合するようにということで、

この三つについてはですね、三つ、３か所必

要なのかどうかというのを改めてですね、精

査をさせていただいて、来年度にはですね、

しっかりとした形でですね、議会にもまたお

示しをさせていただくというふうに進めてい

きたいと思っております。 

  なぜこうなったかということになるんです

けれども、４月５月につきましてはですね、

暫定ということでさせていただいております。 

 そのあとですね、例えばですね、この予算に

ついてですね、執行しないということになり

ましたら、池田泉州銀行につきましては５年

間の債務負担行為がもう出ておりますので、

空き家になる可能性があるということになり

ます。事業しない場合はですね。 

  そうなりますと、その家賃が月 20 万円と

いうこともございますので、しっかりと行政

としては有効活用していくというのが当然の

責務だと思っておりますので、その辺のとこ

ろも踏まえてですね、今年度は検討の時間を

いただきたいということも含めて、今先ほど

冒頭言いましたように、御利用者さんのです

ね、ことも踏まえましてですね、この１年間

については、今回この予算を上程させていた

だいてですね、粛々と進めさせていただきな

がら来年度に向けて発展的統合をさせていた

だきたいというような趣旨でございます。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  町長は３月議会で乾いたタオルを絞ってい

ると２回もおっしゃった。この 400 万円は、

絞れるお金じゃないんですか。空き家にして

っても 400 万円は浮くじゃないですか。空き

家ってただ言われるだけであって違いますか。 

  だんでらいおんの活動ですけども、図書館

の絵本を読むって図書館行ったらできますや

ん。 

  なぜあそこでやるんですかね。私は理解で

きない。それと育児の日もありますよね。 

○委員長（才脇明美君） 



25 

  町長。はい、町長。 

○町長（上浦 登君） 

  はい、上浦でございます。 

  私確かに３月にですね、乾いたタオルを絞

るようなものだということで、最終的にはで

すね、行革については、今ある施設これの再

編も含めてですね、実施していくという中で

その辺のところは行革を進めていきたいとい

うことを申し上げました。 

  その中において、この 400 万円というよう

なことでございますが、空き家にしてしまう

というのが、やはりそこの有効活用をまずす

べきではないかなというのが私の考え方でご

ざいまして、それをしながらしながらですね、

先ほど申し上げました三つの発展的統合を考

えてですね、しっかりと使い込むということ

をさせていただきたいということでございま

す。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  とても納得いかないのはね、箕面市長も視

察に来られて、箕面市の人も利用しています

とかって言われるけど、そんなお金持ちなん

ですか、豊能町。それでなくても、図書館も

箕面の人がときわ台の借りてはる人の人数を

超えたとかって言われてるんですよ。 

  で、今日から花さんぽやりますけど、別に

子育てサロンっつって使わなくても、花さん

ぽの人に何かやってって言ったら何かやって

くれますよ。毎日何かやって言うたら、あの

人数ですからね。 

  だから、空き家でもないと思いますし、三

重行政、今すぐ止めるべきじゃないんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  今の話も関係するんだけど、先ほど公募す

るってのは、来年の３月までは前提ですねこ

れ。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  はい、今年度とですね、令和６年の３月ま

でというところで、次年度以降は発展的統合、

先ほど町長からもありました発展的統合に向

けて、今協議を進めているというところでご

ざいますので、３月までということです。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  ということは、今契約してるコクレオの森

さんのほうはもうそのことは十分承知してる

ってことですから、今ここで議長が触れてた

ように 400 万という大きなお金ね、ある程度

有効に使おうと思ったら、だんでらいおん、

ここで今閉めても別に何の問題もないような

気がするんですけど。それからもう一つやっ

ぱり気になるのは、三つのはぐはぐとすきっ

ぷとだんでらいおんをそれぞれ精査して統合

する必要があるとおっしゃってる。抱えてる

部署は教育委員会で片やこっちは総務ですわ

ね。こういうやり方ってのは、この１年間で

できるのかなと。 

  少なくともこのだんでらいおんが教育委員

会に移ってんならね、そういうつもりだなっ

てこっちも伝わってくるもんがあるんだけど

も、今ばらばらにやってるんだったら、一遍

だんでらいおん閉鎖しても何の問題もないと

思うけど、問題がありますかね。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、町長。 

○町長（上浦 登君） 

  はい。上浦でございます。 

  部を越えてるということなんですけど、そ

こはその部を越えて指示をしてございますの

で、部の横串を刺してですね、どうしていく
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んやというのを今検討させていただいており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  今回新たに募集する場合はいろんなね、公

募する場合は来年の３月までが前提になって

るってことですので、それも前提になってる

し、コクレオの森さんのほうも今回そういう

ふうな動きを町がすることも知ってらっしゃ

るわけですから、今ここでだんでらいおん、

取りあえず閉めても何も問題はないでしょう

と。止めてるこの期間の間に三者で、三者っ

てのははぐはぐとすきっぷとだんでらいおん

で、今後どうするか考えても十分いけると思

うんですけど。400 万、要するに絞って絞っ

て絞って出てくる 400 万を有効利用ができる

んじゃないですかって質問です。 

  難しいですか。難しいかどうかだけの質問

です。 

（「休憩よろしいですか」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

  暫時休憩いたします。 

  （午前 11時 18分 休憩） 

  （午前 11時 19分 再開） 

○委員長（才脇明美君） 

  休憩前に引き続き再開いたします。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  上浦でございます。 

  今副委員長の御質問にお答えさせていただ

きます。休憩をいただきましてありがとうご

ざいました。 

  ここのですね、執行につきましてですね、

今るる議長も含めて副委員長も含めてですね、

御意見をいただきました。 

  それを重く受け止めさせていただいて、中

身についてはですね、至急検討させていただ

いて、進めていきたいと思っておりますので、  

よろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんか。 

  ないようですので、ないですか。 

（「ほかにないですか」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川議員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  支所のほうからも来ていただいてるんで、

ちょっと支所のほうの部分でもちょっとお伺

いしたい。何かね、この AI オンデマンドの

件で大分ね長引いてますけども、ただね座っ

てるだけやったら何か申し訳ないなと思った

んで、ちょっと支所関係のほうからちょっと

質問させてもらいます。 

  この予算書、補正予算書の何ページやな、

21 ページですかね、先ほど支所庁舎管理事

業の修繕料みたいなことで、受電設備ね、交

換か何かそのような御説明ございましたけど

も、これって大体どれぐらい経ってるんです

か設備そのものが。 

○委員長（才脇明美君） 

  髙田吉川支所長。 

○吉川支所長（髙田浩史君） 

  はい。吉川支所の髙田でございます。 

  今回交換する機種でございますけれども、

設備ですが高圧気中開閉器というものでござ

いまして、これの耐用年数は 20 年でござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは、今回交換すればその部分に

ついては 20 年は使えるだろう、途中で壊れ

ん限りわね、そういうふうに考えておったら

いいんですかね。 
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○委員長（才脇明美君） 

  はい、髙田吉川支所長。 

○吉川支所長（髙田浩史君） 

  はい。委員のおっしゃるとおりでございま

す。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  21 ページの８のふるさと寄附促進事業か

な、ふるさと寄附促進事業ですね、ふるさと

起業家の支援事業となってまして、500 万円

の予算で 500 万円の特定財源が入ってきます

よね。 

  これって何か、まずこの中身を説明お願い

します。既にきちっと決まったものがあるの

か、自動的に来てるものなのか、お願いしま

す。期待できるものなのか。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい、まちづくり創造課の田中です。 

  このふるさと寄附促進事業につきましては、

ふるさと起業家を支援する事業ということで

500万円を計上させていただいております。 

  この事業はですね、ふるさと納税制度とい

うものを活用しまして、地域の課題とかそう

いったものを解決したいという起業家の方に

ですね、資金調達を応援して、原資としまし

て補助金として起業家に交付するという事業

でございます。 

  令和４年度は実績のほうがございませんで

したけども、令和３年度は２件ございました。

で、この令和５年度につきましても、今想定

しておる企業さんはいないんですけども、そ

ういったことを周知していきながらですね、

今後進めていきたい、出てきたときに対応で

きるような形で進めていきたいというふうに

考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  余談になるかもしれないけど、前こういう

形で吉川で確かなんだっけあれは、民泊か何

かして動いて結果的にそれは法律上駄目です

というふうな話になって、よその地域へ移っ

ていったってことありましたね。 

  あれもこの事業の一つになるのか、全く関

係ないのか、ちょっとこれは想像できないで

すね。町がこうやって用意してくださってる

んやけど、何か申し込んで、こういうことや

りたいって言ったら、そういうふうな対応し

てくださるのか、ちょっと手続的なところと

あわせてお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい。まちづくり創造課、田中です。 

  委員御質問の吉川での民泊の事業につきま

しては、このふるさと起業化支援事業とは別

の、はい、スキームで行った事業でございま

す。 

  ということと、そうですね起業家さんのほ

うがですね、地域の中でこういったことをや

りたいということでまず申請のほうをしてい

ただくことになっておりまして、それがこの

今回の補助事業の内容に合致するのかという

ところを審査させていただきまして、その事

業の規模ですとか内容を審査させていただき

まして、公募といいますかクラウドファンデ

ィングという形で、ふるさと寄附を募集する

というところの手続をさせていただきまして、

期間を切ってですね、やりまして、そこに集

まった金額をそのまま起業家さんのほうに補

助金として交付するというようなながれの事

業でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、ほかにございませんか。 

  はい、池田委員。 
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○委員（池田忠史君） 

  すいません。話は戻ってしまうので、また、

申し訳ないんですけど、オンデマンド交通の

615 万円はここで説明いただきましたので、

これでも実際、もしも本当に実証実験をもう

１回行うとなった場合、ここの経費以外に、

先ほどいただいた資料の左側の経費がかかっ

てくると思うんですけども、これはあくまで

も今回補助金を取るための経費としてここに

上がっているだけで、今後またこちらの左側

の分析関係の分が上がってきて、補正予算で

上がってくるっていうことになるんでしょう

か。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい、まちづくり創造課の田中です。 

  はい、委員おっしゃったとおりですね、今

回補助金、大阪府の補助金を申請するために

ですね、協議会の負担金として必要な経費、

準備のために必要な経費ということで上げさ

せていただいております。 

  実際に実験を進めていこうとしますと、当

然そのシステムでありましたりアプリであっ

たりとか、そういうものを使っていかないと

いけないということもございますので、いわ

ゆるデジタルのほうにかかってくる費用とい

うのはこの表で言うところの左側の費用にな

ってきますので、そこはそれにつきましては、

先ほどからの御説明のとおり事業費のとこに

ついて精査をしておるところでございますの

で、そこにつきましてはまた内容が決まりま

したら、またお願いをしたいというふうなこ

とふうに考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  それって、前回、昨日説明いただいた中で

も、データ分析その他だけでも 3,000 万ぐら

いかかってましたよね。 

  そんな予算ってどっから出てくる予定にな

ってるんですかね。基本的に何ていうんすか

ね、この予算の中に入れていただいた上で審

議しないと、補正予算で上げてくる内容では

ないとは思うんですけど、その辺はどういう

ふうにお考えですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君）  

  はい。まちづくり創造課、田中です。 

  この表で言うところの左側の費用につきま

しては、スマートシティのサービスほかの七

つのサービス、全体のですね、事業費も含め

て今精査をしているというところになってお

ります。 

  したがいまして、現段階では今精査中とい

うところしかちょっと申し上げられないとこ

ろなんですけども、今そういった状況でござ

います。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんか。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  すいません。中川です。 

  ちょっと１番初めの項目に何か戻るかもし

れませんが、防災関係でこの何やったかな、

説明書類でいくと１番上の行なんですかね。

自主避難所の整備に関して助成を行うという

ことで、自主避難所ということで自治会、自

治会館と言うてはったんかなそんなふうに私

聞いたんですけども、もともと町が行う避難

所は指定避難所っていうふうな位置づけのも

のがあって、それとはまた別に自主的に避難

所を開設する、そういった意味で自治会館を

というそういうふうな意味合いでこういうも

のを計上しようとされているのか、その辺り

ちょっと確認させてください。 

○委員長（才脇明美君） 
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  寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

  総務課、寺倉です。 

  委員御指摘のとおりですね、指定避難所は

吉川中学校、吉川小学校、東能勢中学校ござ

いますけれども、それとは別に各自治会、自

主防災組織ごとに自主防災活動拠点として、

大体多くは自治会館なりますけれども、そち

らのほうの防災資機材、例えば消火器関係で

あったりとか発電機であったり、バッテリー

であったり、簡易テントであったりとか、そ

ういった部分について各自治会ごとの自主防

災組織ごとの避難所を整備していただく場合

に助成させていただくという趣旨のものでご

ざいます。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  会館、自治会館そのものを避難所として使

う場合っていうそういうふうに私は聞き取れ

たんやけども、そういうことですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

  はい。総務課、寺倉です。 

  町の災害が起きた場合、町のほうで避難指

示を出した場合は当然弾力運用避難所、西公

民館、中央公民館、シートス、やはり規模の

大きなものになります指定避難所ということ

でそこに避難していただくんですけれども、

自治会、自主防災組織の自主的に避難所を自

治会が開設された場合もあろうかと思います。  

  そういう場合に備えて、整備をしていただ

く場合に助成をさせていただきいうものでご

ざいます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ちょっと私が思うには、自治会館そのもの

は自主防災組織的なね、何か本当に災害が起

こったときにそこに主要なメンバーが集まる

なりして、どこの家がこれ無事かどうかとか

ね、そんな確認をしてそれを集約してくる場

所として、これは東ときわ台の取組で私ちょ

っと言わせてもらってんねんけども、そうい

う場になって、実際の避難場所というふうな

ところまで使えるかどうかちょっとその辺り

ちょっとどうかなと、私ちょっと一瞬思った

んですけどね。 

  実際、自主避難所として使っていくような

考え方のある自治会もある、あるんですか、

その辺りもちょっと確認したいです。 

○委員長（才脇明美君） 

  寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

  はい。総務課、寺倉です。 

  自治会によっては若干考え方の違いは多少

あるかと思いますけども、そういった形で避

難所としてということを想定して防災訓練を

されてるところもあるというふうに聞いてお

ります。 

  今回臨時事業というか新規事業で上げさせ

ていただいてますので、こういった形で自主

防災組織あるいは自治会のほうに周知させて

いただいて、実証実験じゃないですけれども、

一度皆さんの自治会、自主防災組織さんの声

も聞きながら、今回初年度ということでさせ

ていただきたいなというふうには思っており

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  秋元です。 

  21 ページのところの、地域活性化事業の

にぎわい事業補助金 50 万円。多分これだと

思う。地域住民や団体が主体となって、より

多くの人たちが参加でき、活性化につなげて
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いこうという助成金なんですが、この 50 万

円の使い途とか、詳しいシステムっていうか

な、そこを説明お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  このにぎわい事業補助金、助成金につきま

してはですね、今人口減少とかそういったこ

とでまちの活気というのがなかなか失われて

いくということが大きな課題であるというふ

うに考えておりまして、一方で財政難ですと

かマンパワー不足などの事もございまして、

なかなか行政のほうだけでですね、できない

という部分もございますので、行政と地域が

連携してまちづくりをやっていく、それの一

助となる形ということで、今回この地域住民

とか団体が主体となって、多くの方が参加で

きるようなイベントを実施していただくその

取組に対して補助金をするというものでござ

います。 

  例えば地域活性化に関連する事業ですとか、

例えば豊能町の魅力を向上していくような事

業ですとか、たくさん人が集まるようなイベ

ントですとか、そういったものを地域の方々

に主体的にやっていただく、その事業に関し

て補助をしていくというようなものでござい

まして、一応その助成額の限度としましては

５万円を想定しております。それが 10 団体

ということで 50 万円というところの予算計

上をさせていただいております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  それっていうのは、どこが広報か何かでこ

ういうふうな形で５万円ずつ支援しますから、

ぜひ応募してくださいっていう形で、住民団

体に呼びかけていくのかな。 

  もしそうであるならば、いつ頃予定されて

るのかお尋ねします。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい、まちづくり創造課の田中です。 

  まずこの事業予算を認めいただいた後です

ね、まずこの補助金ということでございます

ので、そういった補助金の要綱ですとかそう

いった事務的なまず整備をしたいというふう

に考えておりまして、その後ですね、広報で

すとかホームページそういったところで広く

周知を行う予定にしております。 

  したがいまして、時期的なところなんです

けども、７月とかですね、そういった夏ぐら

い以降の時期で募集をかけていきたいなとい

うふうに考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  私の記憶ではそういった町の取組は初めて

のような気がするんだけども、前からありま

したっけ、もしあったらごめんなさい。 

  そういうふうなね、一律で呼びかけて５万

円ずつっていうのは、５万ずつだったかな、

５万円でしたね 10 団体。もしかしたらそれ

以上応募があるかもしれないけどお願いしま

す。 

○委員長（才脇明美君） 

  松本総務部理事。 

○総務部理事（松本真由美君） 

  はい、まちづくり創造課の中でですね、こ

のような補助金を出したっていうのはコロナ

禍のときにですね、生活スタイルが変わる中

でにぎわいをつくろうということで NPO 法人

向けてですね、事業等をしていただいたとき

に補助金を出すということをさせていただい

たことはあります。 

○委員長（才脇明美君） 
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  大西住民部長。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  大西でございます。 

  過去にはですね、例えば真菜まつりであり

ますとかですね、右近フェスタ等の特定の事

業に対して、こちらから指定した事業に対し

ての補助金の交付というのがございました。 

  ただ今、今回は広く既に活動されていると

ころに出されるというようなところでという

ようなイメージかというふうに思っておりま

す。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  過去はね、指定された町が指定した事業で

この間まで NPOのコロナ関係だったと。 

  今回の場合は、相手が相手方ね、どんな

NPO だろうと何だろうとこういうふうなこと

が考えてますっていう応募で対応してくださ

るということで、私にしてみたら一歩前進な

んだけども、いかがです。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい、まちづくり創造課の田中です。 

  私どもとしましても地域の中でどれだけの

ですね、団体さんが活動されておってという

ところも全てを把握するわけではございませ

んけども、それぞれ各地域の中で頑張ってい

ただいているというところもございますので、

今回公募というところでさせていただきます。

広くまず募集をさせていただきまして、地域

活性化に資するようなイベントを手を挙げて

いただきましてですね、そこに対しまして一

緒に支援をしながら一緒にしていきたいとい

うふうに考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  高尾です。 

  21ページ、お願いいたします。 

  ９番の指定管理事業ですね、指定管理者選

定事業。これは継続じゃなくて新たにまた委

員を選ぶいうことで、指定管理者制度という

のが、そこを新たにまた指定していくいう話

になるのか。 

○委員長（才脇明美君） 

  寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

  総務課、寺倉です。 

  町の中で指定管理者制度を導入しているの

は、シートスであったり、たんぽぽの家であ

ったり、生き生きふれあいホールであったり

というところですけれども、年度によってそ

の指定管理の選定というか更新がある年もあ

ればない年もあったりします。本年度につき

まして、今高山コミュニティセンターのほう

が指定管理が切れてる状態でございまして、

原課のほうからですね、その運営の方法を検

討しながら、指定管理導入ということを一つ

の視野に入れて動いてるというふうに聞いて

おりますので、今回臨時予算で上げさせてい

ただいた次第でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  それはここには何ていうかな費用が出てお

りますよね。非常勤職員報酬というのが出て

おりますが、これはそこを管理していく方の

報酬になるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

  総務課、寺倉です。 

  指定管理者選定委員会、町のほうでもつそ

の委員会になるんですけれども、基本的には

副町長であったり部長級が委員に入るんです

けども、１人学識の先生に入っていただくこ
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とになります。 

  その先生への報酬というところとあるいは

費用弁償というところで、お一人の分で計上

させていただいております。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんか。 

  はい、管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  すいません。歳入のところで 16 ページ、

財政調整基金で２億 1,500 万ということなん

ですけども、歳入の確保についてお尋ねした

いんですけれど、例えば 35 年のあれ、平成

35 年、今年の３月で無償貸与が終わった豊

悠プラザのことなんですけど、あれを例えば

有償にするとか売ってしまうとか、そうやっ

て確保したらどうなんだろうということです。 

  そういうことも検討されたのかというのと、

もし無償貸与でも別に構わないんですけど、

議会には報告がないですよね。 

  その辺り、保健福祉部のほうかもしれませ

んけれど、豊能の資源を活用するということ

で歳入の確保についてお尋ねをしたいんです

が。 

○委員長（才脇明美君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  今回補正予算の財源調整としまして、財政

調整基金の繰入れ２億 1,504 万円をお願いし

ております。 

  歳入の確保というところで、議長質問ござ

いましたが、豊悠プラザの無償化有料化につ

きましてはちょっと原課のほうとは話をして

いない状況で、行財政課としてもちょっと今

初めて聞いたというか、考えてなかったとこ

ろですので、今後またそういったところも考

えながら、原課と調整していけたらなと思っ

ております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  今の件は、また議会で報告してください。 

○委員長（才脇明美君） 

  ただいまの件は、議会で報告してください

とのことです。 

  よろしいでしょうか。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  はい。総務部、入江です。 

  先ほど御指摘もありましたように財産の有

効活用も含めてですね、今後庁内で協議もし

ますけど、先ほどの件何か動きございました

ら必ずそれは報告をさせていただくというこ

とでよろしくお願いをいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  すいません。もう期限が切れてるんで、そ

のことはどうなったのかというのを報告して

いただきたいと思います。 

○委員長（才脇明美君） 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  その辺につきましてまた報告させていただ

きます。 

  よろしくお願いします 

○委員長（才脇明美君） 

  よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  はい。管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  すいません。21 ページでバス停のベンチ

っておっしゃったと思うんですが、以前、自

治会やってたときにバス停にベンチ付けてっ

て言ったら、道路が狭く歩道が狭くなるから

って断られたことがあるんですけど、このこ

とをもう少し説明いただけますか。 
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○委員長（才脇明美君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい、まちづくり創造課の田中です。 

  こちらのバス停に設置を予定をしておりま

すベンチにつきましては、住民の方より御寄

附の申出があったベンチでございまして、そ

れをどこに設置するかというところで、先ほ

ど議長からもありましたように、歩道の幅で

すとか、そういったところいろんな基準がご

ざいます。設置ができる場所の基準がござい

まして、一応今のところ大阪府の池田土木事

務所、それから阪急バスと協議しました結果、

支所前のですね、バス停の停留所に設置する

予定で進めております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  ほかに質疑がございませんか。 

  ないようですので、次の保健福祉部、12

時 45から開催したいと思います。 

  ただいまより、お昼休憩を取らせていただ

きます。 

  ありがとうございました。 

  （午前 11時 45分 休憩） 

  （午前 12時 45分 再開） 

○委員長（才脇明美君） 

  休憩前に引き続き、予算特別委員会を再開

いたします。 

  浅海保健福祉部理事。 

○保健福祉部理事（浅海 毅君） 

  保健福祉部の浅海でございます。 

  どうもありがとうございます。 

  午前中の審議の中でですね、町有財産の無

償貸付の件についてということで、午後から

報告をするということでお聞きをしましたの

で、今私のほうから御報告をさせていただき

たいと思います。 

  今回のこの町有財産無償貸付につきまして

は、社会福祉法人豊悠福祉会さんと無償貸付

を 10 年前に締結をしていたところでござい

ます。 

  それがですね、10 年間の貸付期間を満了

して、現在は更新の契約を更新をしてですね、

現在も貸付けをしているという状況でござい

ます。 

  私からは以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  それでは、24 ページの社会福祉総務費か

25 ページの子ども医療助成費までと、27 ペ

ージの予防費から 28 ページの母子衛生費ま

でについて、順次御説明願います。 

  仲村福祉課長。 

○福祉課長（仲村晴好君） 

  はい。福祉課の仲村でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  それでは、保健福祉部の担当部分のみ御説

明申し上げます。歳出から御説明申し上げま

す。 

  補正予算書 25ページをごらんください。 

  款３．民生費、項１．社会福祉費、目１．

社会福祉総務費の 14．低所得の子育て世帯

生活支援特別給付金給付事業でございます。 

  この事業は、国主体の事業で 10 分の 10 の

全額国庫補助事業でございます。 

  食費等の物価高騰等に直面し影響を受ける

低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支

給することにより生活の支援を行うもので、

具体的には児童扶養手当を受給しているひと

り親世帯等と住民税が非課税のひとり親以外

の子育て世帯、それから家計急変により非課

税相当の収入となった子育て世帯に対して特

別給付金を支給するものでございます。 

  計上しております予算の主なものは、節

12の委託料、業務委託料 253万円、これは給

付金を支払うためのシステム改修費用でござ

います。 
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  節 19．扶助費、その他 1,120万円、これは

対象児童の想定人数 224 人に対して１人当た

り５万円を給付するための費用でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  はい。保険課、岡本です。よろしくお願い

します。 

  目７の子ども医療助成費の１．子ども医療

費助成事業 447 万 5,000 円につきましては、

子ども医療費助成を受けることができる者の

要件のうち、所得制限を撤廃し対象拡大を図

るための費用でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  浅海保健福祉部理事。 

○保健福祉部理事（浅海 毅君） 

  保健福祉部、浅海でございます。 

  27ページをごらんください。 

  款４．衛生費、項１．保健衛生費、目３．

母子衛生費の２．母子健康増進事業でござい

ますが、こちらは、新生児の聴覚検査の費用

助成、それから３歳６か月健診に際しまして、

弱視等に有用な屈折検査の実施にかかる費用

でございます。 

  続きまして、次の３．子育て世代包括支援

センター（母子保健型）運営事業でございま

すが、内容としましては、伴走型相談支援お

よび出産子育て応援交付金の一体的事業にか

かる経費、また複合的な困難を抱える子ども

たちの居場所づくりを目的とするこども食堂

の開設、運営への補助などの費用でございま

す。 

  歳出の説明は以上でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  仲村福祉課長。 

○福祉課長（仲村晴好君） 

  福祉課の仲村でございます。 

  それでは、歳入の説明をさせていただきま

すので、補正予算書 14 ページへお戻りくだ

さい。 

  款 16．国庫支出金、項２．国庫補助金、

目１．民生費国庫補助金、節１．社会福祉総

務費国庫補助金の２．低所得の子育て世帯生

活支援特別給付金給付事業費補助金 1,120 万

円、同じく事務費補助金 270 万円、同じく

（ひとり親世帯分）事務費補助金２万 8,000

円。こちらは、歳出で御説明いたしました低

所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事

業に対する国庫補助金でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  浅海保健福祉部理事。 

○保健福祉部理事（浅海 毅君） 

  保健福祉部、浅海でございます。 

  続きまして、目２．衛生費国庫補助金、節

２．母子衛生費国庫補助金の１．母子衛生費

国庫補助金でございますが、こちらは先ほど

御説明をしましたこども食堂の開設、運営へ

の補助、また屈折検査機器等の導入にかかる

国庫補助金でございます。 

  次の２．出産・子育て応援交付金でござい

ますが、伴走型相談支援および出産子育て応

援交付金の一体的事業にかかる国庫補助金で

ございます。 

  次に 15ページをお開きください。 

  款 17．府支出金、項２．府補助金、目３．

衛生費府補助金、節４．母子衛生費府補助金

の１．出産子育て応援交付金でございますが、

伴走型相談支援、先ほどの事業でございます

が、こちらの交付金の一体的事業にかかる大

阪府からの補助金でございます。 

  次の２．母子衛生費府補助金でございます

が、先ほど御説明をさせていただきました、

屈折検査の機器等の導入にかかる大阪府から

の補助金でございます。 

  説明は以上でございます。 

  よろしく御審議いただきまして、御決定賜

りますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 
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  これより質疑を行います。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  補正予算書 25 ページをお願いいたします。 

  これ何や、子ども医療費助成ということで、

所得撤廃するというね、そのようないいお話

と思うんですけども、これって大体対象人数

としてはどれぐらいを考えておられるのか。 

 わかる範囲でお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  はい。保険課、岡本です。 

  対象者につきましては、おおむね 250 名程

度と考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんか。 

  はい、吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

  吉田です。 

  説明書の 16 番、こども食堂についてお伺

いしますけども、これは認知してもらういう

ことが大切なんでこれからどのように皆さん

にしていくのか。そしてこども食堂っていう

食料とかそういうのはどうされるのか、その

説明をお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、浅海保健福祉部理事。 

○保健福祉部理事（浅海 毅君） 

  保健福祉部、浅海でございます。 

  こちらの事業開始、予算お認めいただきま

したらこの事業を開始するということで、ま

ずは広報から始めたいと思っております。 

  その上でですね、補助金につきましては先

ほど御質問ありました、食料といいますか、

その食材ですかね、こちらのほうはですね、

今現在なさってる団体様、それからこれから

立ち上げをされようとする団体様、それぞれ

の団体様が当然ながら食材は準備をして行わ

れるんですが、町のほうからは、開設にかか

る費用とそれから運営にかかる費用というこ

とで補助金を支出するということになろうか

と思っておりますので、食材というところは、

それは運営にかかる費用からそれを補助する

ということになるのかなというふうに考えて

おります。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんか。 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  私のほうからは、補正予算書 28 ページを

お願いいたします。 

  伴走型の相談支援というそのくくりで交付

金 18 番ですね、出産・子育て応援交付金、

これ 500 万円ついておりますが、これ例の今

年の１月からでしたっけね、私が 12 月の一

般質問で言わしてもらった、いわゆる経済的

な支援もやっていきますというあれの継続版

というふうに考えておいたらいいのかなと思

って、あの妊娠したときに５万円、子どもさ

んがお生まれになったらさらに５万円という、

あれということでね、いいのかなと思います。 

  そういった意味では、妊娠して生まれてト

ータルで 10 万と考えると、50 人対象という

ふうに考えておられるのかその辺り確認させ

てください。 

○委員長（才脇明美君） 

  浅海保健福祉部理事。 

○保健福祉部理事（浅海 毅君） 

  はい。保健福祉部、浅海でございます。 

  委員、今おっしゃるとおり 50 名で試算を

させていただいてるところでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  それはあくまでも、令和５年の４月１日か
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ら始まって来年の３月 31 日までの間を一つ

の期間として、そこで妊娠した方、出産した

方がそういうふうなカウントでいいんですね。 

○委員長（才脇明美君） 

  浅海保健福祉部理事。 

○保健福祉部理事（浅海 毅君） 

  はい。保健福祉部、浅海でございます。 

  委員おっしゃるとおり、令和５年の４月１

日から令和６年の３月 31 日までという内容

でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  秋元です。 

  こども食堂のことについてもうちょっと詳

しく教えていただけますか。現在あってこれ

から改正すると、いったい幾つぐらい何か所

ぐらいを期待してるのかっていうことと、補

助率っていうか、それから開設というのはど

ういうことをおっしゃってるのか、もうちょ

っと詳しく。既にもう何かあるようなお話さ

れていたんだけども、そういうことを含めて

現状もあわせてお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  浅海保健福祉部理事。 

○保健福祉部理事（浅海 毅君） 

  保健福祉部、浅海でございます。 

  現在ですね、開設にかかる補助金としまし

ては 15 万円、それから運営にかかる補助と

しましては 15 万円。予算としてはそれぞれ

２団体を想定をして、予算を計上させていた

だいているところでございます。 

  それからですね、これから開設をされると

いう場合には開設費の補助がありますが、既

に開設されているところ、実際に今事業もな

さっているところにつきましては、こちらに

つきましても要綱を定めながらこれから実施

をしていきたいなとは思っておりますが、可

能な限り国の要綱に従うような形で実施をし

ていきたいなというふうに考えております。 

  それから補助率につきましては、これは国

からの補助率ということでよろしいでしょう

か。 

     （「はい」の声あり） 

  国のほうからの補助率は 10 分の９という

ことで補助率が設定をされております。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  はい。あと確認なんですが、今運営に対し

て 15 万とおっしゃったかしら２団体分。こ

の運営に関しては、毎年運営していくわけだ

から、毎年これ 15 万ずつ各団体、運営して

やってるとこに出していくという認識でよろ

しいかどうか確認いたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、浅海保健福祉部理事。 

○保健福祉部理事（浅海 毅君） 

  保健福祉部、浅海でございます。 

  運営費の補助については運営をされてる間

はですね、それから町のほうでこの補助の制

度がある間は、補助をしていくというふうに

考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、ほかにございません。 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  補正予算書の 27 ページをお願いいたしま

す。 

  これは母子衛生費になるんですかね、目は

ね。母子健康増進事業というところの中で御

説明があった屈折検査ですかね、弱視の方に

対するね。これ永谷議員が何か一般質問で取

り上げてたように記憶しておりますが、これ

って機械そのものを購入するみたいなことや

ったので、そういった意味で庁用器具費とい

うのがその費用にあたるのかな、何台なのか

なみたいな台数とかもわかればお願いします。 
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○委員長（才脇明美君） 

  浅海保健福祉部理事。 

○保健福祉部理事（浅海 毅君） 

  保健福祉部、浅海でございます。 

  台数は１台で実施したいなというふうに考

えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  その設備を設置するのは保健センターにな

るのかな、それお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  浅海保健福祉部理事。 

○保健福祉部理事（浅海 毅君） 

  機器については、保健福祉センターのほう

に設置しようかなというふうに考えておりま

す。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんか。 

  ないでしょうか。 

   （「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

  ないようですので、10 分ほど休憩をとり

ます。 

  １時 10分に再開いたします。 

  よろしくお願いいたします。 

  （午後１時 00分 休憩） 

  （午後１時 10分 再開） 

○委員長（才脇明美君） 

  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

  23 ページの賦課徴収費から 24 ページの人

権推進総務費までと、28 ページのし尿処理

費について、順次御説明願います。 

  清水税務課長。 

○税務課長（清水義和君） 

  税務課、清水です。 

  では、税務課の所管します予算につきまし

て御説明いたします。 

  着座にて説明させていただきます。 

  まず、予算書 23 ページをごらんください。 

  項２．徴税費、目２．賦課徴収費の１．町

税課税事業の業務委託料 1,578 万 3,000 円は、

固定資産税の課税資料とします空中写真撮影

事業および地番地目参考図移動修正事業、な

らびに電算システム改修事業を行うものでご

ざいます。 

  それぞれの内訳につきましては、空中写真

撮影事業が 485 万 7,000 円、地番地目参考図

移動修正事業が 213 万 4,000 円、電算システ

ム改修事業が 879万 2,000円でございます。 

 またそのうちの電算システム改修事業 879 万

2,000円はシステム改修が三つございます。 

 内訳としまして、森林環境税課税対応および

特別徴収税額通知電子化対応ならびにたばこ

税の電子申告対応のためのシステム改修でご

ざいます。なおこれらのシステム改修は普通

交付税措置される予定でございます。 

  続きまして、２の町税収納徴収事業の 129

万 1,000 円は、公衆回線網が令和６年１月を

もって終了することに伴い、代替となるデー

タ伝送サービスに切り替えるための業務委託

料と回線使用料の手数料でございます。 

  税務課は以上でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

  住民人権課の萩原です。よろしくお願いし

ます。 

  着座にて説明させていただきます。 

  補正予算書 23ページをごらんください。 

  項３．戸籍住民基本台帳費、目３．戸籍住

民基本台帳費の２．戸籍事務等窓口業務事業

でございます。 

  こちらは住基 CS サーバーのメモリー増設

業務と戸籍附票システムの改修を行うための

経費でございます。 

  内訳としまして、住基 CS サーバーのメモ

リー増設が 30 万 3,000 円、戸籍附票本人確
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認情報の初期登録にかかる戸籍附票システム

の改修が 111 万 7,000 円で、合わせて 142 万

円となっております。 

  続きまして 24ページになります。 

  項７．人権推進費、目１．人権推進総務費、

３．男女共同参画事業でございます。 

  こちらは第３次男女共同参画プラン策定に

かかる経費でございます。 

  主な経費なんですけれども、計画策定のた

めの人権問題審議会の委員報酬、こちらが８

名の５回ということで 28 万円、それから参

画プランの策定補助業務、これは意識調査結

果に基づく分析だけなんですがこちらのほう

で 33万円となっております。 

  説明は以上になります。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

  泊環境課長。 

○環境課長（泊 進君） 

  環境課の泊です。 

  環境課のほうで所管しています事業ですけ

ども、予算書のほう 28 ページのほうをごら

んください。 

  款４．衛生費、項２．清掃費、目２．し尿

処理費で、２番目としましてし尿等処理事業

ということで 931 万 4,000 円を計上していま

す。 

  この内訳としましては、これは衛生センタ

ーにかかる修繕料ということで 908 万 6,000

円と、業務委託料としましては、契約の際、

見積書等の中身の検査をするために業務委託

料として 22万 8,000円を計上しています。 

  説明は以上です。よろしく。お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、これより質疑を行います。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  今、泊課長がね、おっしゃってたところか

らいきましょうかね。 

  し尿処理事業の中で修繕料、これは衛生セ

ンターかな、処理センターのほうの費用です

ということですけども、何をどのように修繕

とかされるのかその辺りをお伺いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  泊環境課長。 

○環境課長（泊 進君） 

  環境課の泊です。 

  今回の修繕のメインとしましては、各ポン

プ系統ですね、水処理をする施設ですので水

の循環を含めたポンプの更新あるいは修繕、

そういったところでの修繕が今回の主な内容

になります。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  水関係のポンプといいますと、それは今回

の修繕いうかそれはもう耐用年数が来てそう

いうふうな修繕なのか、それとも耐用年数関

係なく何かちょっともうポンプの調子悪いわ

と、水吸い上げへんわというそういうので交

換なのかその辺りはどうなんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  泊環境課長。 

○環境課長（泊 進君） 

  はい、環境課の泊です。 

  衛生センターに関しましては、無数の本当

にたくさんのポンプ関係ございます。 

  その分に関して、一応ある例えば耐用年数

５年６年という部分が出てくると思いますの

で、そういったものを順番に５年置きにやっ

ていくと。はい。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、ほかにございませんか。 

  はい、関連ですか。 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  ごめんなさい。し尿処理センターのことで。
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５年置きということで、順番に点検しながら

長持ちさすようにやってるんだと思うんです

けど、今回は修繕なのか取替えになるのか。 

 ５年置きに大体 900 万というふうな金額でし

たっけ。長いものでしたらどのぐらいもつも

のか、ちょっとその辺りとあそこはどこだっ

け、摂津か、摂津から来てますわね。そうい

ったものは摂津に対しては費用は求めないの

かな。求めるのかちょっとその辺りお願いい

たします。 

○委員長（才脇明美君） 

  泊環境課長。 

○環境課長（泊 進君） 

  はい、環境課の泊です。 

  今回のポンプのほうでは、四つのほうのポ

ンプの修理を考えています。すいません。取

替えが二つで、そのほかに整備が二つという

ことで、全部で四つのポンプのほうの整備の

ほうを考えています。 

  で、例えば活性炭原水ポンプとかいうポン

プございますけど、こちらのほうに関しては

５年置きにやっていくと。その他の分に関し

ましては、まだ全体的な取替えが不要という

ことで、部分的な中身のモーターだとかその

辺とかの点検整備のほうやっていく予定で、

今回修繕のほう考えています。 

  あと、摂津のほうに関しましてですけども、

一応摂津のほうの負担金といいますかそちら

のほうに関しましては、この修繕工事のほか

に、経常的に発生する電気代とか運営経費そ

の辺も含めた分で総経費を換算して、その分

に対して搬入量に対して按分という形で負担

金のほうをいただく予定しておりますので、

この分のうちには入っております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  し尿処理センターが築何年なのかちょっと

わからないんですけども、豊能町としてはこ

れまだ 20 年 30 年、ここでやっていけるとい

うふうに理解していいものやら、いずれ建て

直さなくちゃいけないのが近々迫ってるのか、

どのようにして理解させていただいたらいい

ですかね、まだわかりますか、その辺り。 

○委員長（才脇明美君） 

  大西政策監兼住民部長。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  はい、住民部の大西でございます。 

  議員おっしゃるとおり、非常に老朽化が進

んでおるような状況でございます。平成元年

に建ちましてもう 30 年以上経過しておると

いうところです。 

  毎年長寿命化、潰れないように修理を相当

な額、毎年 1,000 万円前後入れて修理してお

るところなんですけれども、処理量も非常に

減ってきておるというような現状がございま

して、今後どうしていくのか、建て替えるの

かどうするのかっていうのは考えなければな

らない時期に来ております。 

  具体案はまだちょっと今のところ、今ここ

でこういう形ですということはお示しはでき

ないんですけども、何らかの措置が必要な時

期に来ているというふうには感じておるとこ

ろでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  そうしましたら、予算説明資料の 23 ペー

ジお願いいたします。 

  これは戸籍住民基本台帳かな、項でいきま

すとね。目の１．戸籍住民基本台帳費という

ところの中の説明部分でいくと２番目ですか

ね、戸籍事務等窓口業務事業ということで、

先ほどの説明の中でメモリー増設をするいう

ことで約 30 万円というような金額だったか

なと思うんですけども、メモリー増設って必
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要なのかちょっとよくわかんないけど、そん

なに人口増えてるわけでもないんやけども、

そのメモリの増設が必要な理由というのはど

ういったところにあるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

  はい。住民人権課、萩原です。 

  先ほどの御質問なんですけれども、住基

CS サーバーというのは住基情報をですね、

都道府県のネットワークに接続するためのサ

ーバーになるんですけれども、もうここマイ

ナンバーであるとかそういったものの活用と

かありましたらそれなりのデータ量がどんど

んかさんできますので、しかも処理されても

ある程度のデータを残したりっていうのもあ

りますので、そういったものがだんだん今デ

ジタル社会になってきてそういった利用が増

えてくるんで、どうしても保存しなければい

けない容量がどんどん増えてくると。そうな

るとメモリーが不足していくと。不足したま

ま使ってくるとシステムに影響が出てくると

いうことで、今現在も少ないんですが、もう

将来的にもどんどんこれは増えてくるという

ことがもうわかっているので、あらかじめも

うベンダーのほうから、もう先やってくださ

いねと言われておるものを今回要求させてい

ただいたということです。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ちなみに、現状のメモリー容量が何ぼで、

今回増やそう何ぼぐらい増やすとかその辺り

ももしわかればお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

  はい。住民人権課、萩原です。 

  すいません、ベンダーの見積りを見ながら

ちょっと要求させていただいたんですが、ち

ょっと具体的なメモリー容量とかが記入して

ないんで、ちょっと待ってくださいね。 

  内訳にちょっとメモリーの記載がありまし

たので、メモリー８ギガ分をちょっと増量さ

せるということになります。 

  すいません、以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  今のとこかな。同じとこだと思うんですけ

ど 23ページの町税の部分で。 

  先ほどの説明の中で 1,578 万 3,000 の内訳

してましたね、航空写真撮るとか。まず一点、

ドローンを買うときにこういうときに使うよ

うな話をしてたような気がしたんだけども、

今回はドローンではちょっと無理かなと思う

けど何かそういう話も聞いたことあるんで、

これは航空会社のプロにお任せする予算なの

か、ドローンでの対応は無理なのかと思って

ましてね、ドローン。お尋ねします。 

  それと、電算の 879 万 2,000 の中にシステ

ムの改修として、たばこ税のこと言ってまし

たね。これは国の方針で何かしらするのか、

その２点お尋ねします。 

○委員長（才脇明美君） 

  清水税務課長。 

○税務課長（清水義和君） 

  はい。税務課、清水です。 

  まず、航空写真の撮影事業の中でドローン

では可能かどうかというお話なんですけれど

も、この航空写真の撮影につきましてはです

ね、そのあとにこのデータを GIS のデータと

して利用をいたします。GIS といいますのは

地図情報のシステムのことでして、写真を撮

る際に人工衛星から正確な位置を合わせて写

真で記録をいたします。 

  ですので、納品される空中写真は、実際に

正確な大きさで正しい位置の画像になってお



41 

りますので、その画面で長さを図ったり囲ん

で面積を積算することができます。ただこれ

がドローンには全くこういった座標っていう

機能を持っておりませんので、とても代替で

きるものではございません。 

  もう一つ、これはプロが撮影するものでご

ざいます。 

  二点目のたばこ税ですけれども、これはも

う国の方針で今年 10 月からもう実施が決ま

っております。たばこ税のほうが、今まで紙

の通知で送られてたのが電送で電子で送られ

る形になります。具体的には、日本たばこ産

業などのそういった業者のほうからですね、

たばこがどれだけ売れましたか売れましたっ

ていうような通知が紙で送られて来てたんで

すけれども、今度は LGWAN 回線を通してデー

タで送られてくるということでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  まず航空写真わかりました。 

  ということは、このさっきの後半に触れて

ました人工衛星のデータとドッキングさせ合

わせる、その予算も入ってるんですね。 

  これは、また別途その部分が出てくるのか

お尋ねします。含まれてるかどうかね。 

  それと今のたばこ税の話が今まで紙だった

けど今度データで送る云々かんぬんというだ

けで幾ら使うのか知らんけども、国からどん

だけその部分合わせるのかちょっとその説明

もお願いします。 

  ついでに、そんなもんうちは今までどおり

紙で結構ですというふうなことはできるのか。 

○委員長（才脇明美君） 

  清水税務課長。 

○税務課長（清水義和君） 

  はい。税務課、清水です。 

  ３点目のまず一点目ですね、GIS データに

加工する料金のことですけれども、これはも

う込みでございます。はい。 

  二点目のたばこ税の電子化にかかる費用は

税込み 33万円です。 

  三つ目の拒否はできません。 

  はい、以上でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  ちょっと私のほうからよろしいでしょうか。 

  ドローンの撮影なんですけど、これはどち

らに言っていいかわからないですけど、去年

の 12 月にドローンの免許ですね、多分取っ

てはると思うんです。２人。それと、ここに

はドローンが 20 万円ぐらいのドローンがあ

るって言ってはりましたよね。それを使わな

くてプロを使うんですか。 

  はい。清水税務課長。 

○税務課長（清水義和君） 

  はい。税務課、清水です。 

  この航空写真の撮影は、ドローンを使って

するのではなくって、セスナ機だったと思う

んですけども、それにカメラを専用の地上撮

影ができるカメラを積んで上には GPS のドー

ムを付けたようなそういった専用の飛行機を

飛ばします。ですので、ドローンとは全く違

うものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  はい。都市建設部、坂田です。 

  今、ちょっとドローンのお話が出ましたの

で、ちょっとお答えと、ちょっと一点修正を

さしてもらいます。 

  まずドローンなんですが、先ほど座標を持

ってないというお話をちょっと清水課長がさ

れたんですが、実際は座標を持ってます。そ

れが一点修正です。 

  それから、ドローンについては、そのドロ

ーン自体が飛行時間がおおむね 30 分となっ

てますので、基本、限られた範囲ということ

ですので、今回 GIS のような形で町域全域を
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撮るようなものには適してないと考えており

ます。 

  あと、最後ドローン、当初は２名免許持っ

ておりまして、そのあと昨年度にプラス４人、

の三階の職員がとっておるということで、計

６人になっておるというところです。 

  補足です。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんでしょうか。 

  ほかにないですか。 

   （「なし」の声あり） 

  それでは、交代をお願いいたします。 

  ありがとうございました。 

○委員長（才脇明美君） 

  いいですか。27 ページの保健衛生総務費

と、29 ページの農業委員会費から 33 ページ

の公園費までについて、順次御説明願います。 

  中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  はい。お疲れさまです。 

  農林商工課、中谷です。 

  それでは、都市建設部の補正内容につきま

して、補正予算書に従いまして説明いたしま

す。着座にて失礼いたします。 

  まずは、農林商工課が所管するところにつ

いて説明させていただきます。 

  農林商工課で所管するものは、補正予算書

の 29ページ、30ページ、それと 31ページの

１番上まで農林水産業費になります。 

  まず、補正予算書の 29 ページのほう、お

開きください。 

  款６．農林水産業費、項１．農業費、目１．

農業委員会費の１．農業委員会運営事業でご

ざいます。１番上の段になっております。 

  通常の農業委員会の運営費にかかるものは、

当初予算で計上しておりますが、今回の補正

では、昨年の５月に農業経営基盤強化法附則、

すいません、農業経営基盤強化促進法という

ものがございまして、そちらが改正されまし

て、地域計画というところが作成をするよう

にということで法定化されております。この

計画を作成する経費を計上させていただいて

おります。 

  この計画につきましては各地区ごと、今想

定しておりますのは、自治会ごとに作成しよ

うと思っておりますが、これは令和５年６年

の２か年で作成が求められております。今年

度、令和５年度につきましては、全農地の所

有者に対しまして全筆の農地につきまして、

利用意向の調査、アンケート調査なんですが

そちらを行い、その結果につきまして現況地

図っていうものを作成していかなあきません

が、その作業を予定しております。その費用

になります。 

  次にその下、目３．農業振興費の３．農業

振興事業でございます。18．補助金のほうで

各種補助金のほうを計上しております。 

  まず一つ目、直売所関連施設整備補助金で

すが、こちらのほうは志野の里のほうで POS

システム、レジのシステムですが、こちらの

ほうを更新されますので、大阪府の補助金を

活用させていただきまして直売所の運営協議

会に補助を行うものです。支出予定の 54 万

5,000 円ですが、こちらは全て大阪府の補助

金を充てさせていただく予定にしております。 

 歳入のほうはまた後で説明させていただきま

す。 

  補助金の二つ目、新規就農者農業用機械等

購入補助金、それと次の三つ目の農業用園芸

ハウス設置補助金につきましては、昨年に引

き続き実施するものとなっております。 

  その下の四つ目ですが、認定新規就農者経

営発展支援補助金ですが、こちらは認定新規

就農者に対しまして、就農後の経営発展のた

めに機械とか施設等の導入について支援する

ものとなっております。こちら支出予定の

225 万円ですが、全てこれも国と大阪府の補

助金を充てさせていただきます。さらに歳入
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については、後ほど説明させていただきます。 

  続きましてその一つ下の段、目４．農地費

の４．農空間保全事業ですが、18．農空間地

域保全整備補助金、こちら 50 万円ですが、

農業用施設の長寿命化を図りまして新たな遊

休農地の発生を予防するために行うもので、

保全計画を策定した団体とか地域に対しまし

て、区域内の農業用施設の簡易な補修や改修

等の支援を行うものということで、対象経費

の２分の１が大阪府のほうが助成で、その４

分の１を町が支援しようとするものでござい

まして、ここに計上しているものはその４分

の１にあたります。残りの４分の１は地元の

負担ということでお願いしております。この

補助金につきましては、直接団体さんへの、

大阪府のほうの補助金が直接団体さんのほう

へ補助されますので町のほうは経由はしませ

ん。 

  次の６．農業用施設改修事業につきまして

は、こちら建設課所管ですので後ほど建設課

のほうで説明いたします。 

  続きまして、補正予算書 30 ページのほう

をお開きいただけますでしょうか。 

  款６．農林水産業費、項２．林業費の目１．

林業総務費になります。２．森林管理事業の

10．修繕料は公用車のエアコンを修理させて

いただく費用となってます。 

  その下の３．野生鹿、猪等農林業被害防止

事業ですが、これは例年実施しているもので

ございまして、農林業に被害を及ぼすシカや

イノシシ、またアライグマ等の有害鳥獣の駆

除に要する経費、また獣害防止柵の設置にか

かる費用についての助成などを行う経費にな

っております。 

  最後に 30 ページ、１番下になりますが、

４．森林整備事業になります。 

  これも昨年と同様の内容でございまして、

森林環境譲与税を活用しまして、森林の適正

管理を図るために地番参考図の作成を行いま

すとともに、令和３年度に作成しました森林

整備方針に基づきまして森林整備、間伐等を

行う予定でございます。 

  入のほうですが、15ページになります。 

  款 17．府支出金、項２．府補助金、目５．

農林水産業費府補助金、節２．農業振興費府

補助金の３．農業振興事業府補助金、こちら

のほうが志野の里の POS システム更新の補助

金になっております。 

  その下、同じところで４．経営発展支援事

業府補助金につきましては、出のほうで説明

いたしました、経営発展のための機械、施設

導入について支援ということで、大阪府のほ

うから補助金が来ますのでこちらのほうを計

上しております。 

  農林商工課のほうで所管する部分の説明は

以上となります。 

  続きまして建設課のほう。 

○委員長（才脇明美君） 

  中谷建設課長。 

○建設課長（中谷 匠君） 

  建設課、中谷です。 

  それでは、建設課所管の令和５年度補正予

算につきまして、御説明させていただきます。 

  着座にて説明させていただきます。 

  まず、SideBooks 内の予算、令和５年度予

算５月 12 日、予算特別委員会内にございま

す令和５年度主要工事位置図、その位置図と

予算書をもとに説明させていただきます。 

  今回特に令和５年度に新規のものと内容等

が変更したものを説明させていただきます。 

  初めに、予算書８ページをお開きください。 

  第３表、債務負担行為補正の上から二つ目

の橋梁長寿命化等事業（橋梁マネージメント

サポートシステム）は、令和５年度から令和

７年度での期間で限度額 77 万円を計上して

おります。 

  続きまして、予算書 31 ページごらんくだ

さい。 
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  ８．土木費、１．土木管理費、１．土木総

務費の３．土木災害予防事業、がけ地近接等

危険住宅移転事業 518 万 5,000 円は、土砂災

害特別区域内の住宅の除去、移設の補助金で

ございます。 

  続きまして同じく 31 ページ、款８．土木

費、項２．道路橋梁費、目１．道路維持費の

１．町道維持管理事業 1,826 万 3,000 円の主

なものは、14．工事請負費 1,160 万円につき

まして、今度申し訳ございませんＡ３の図面

をごらんいただきまして、右側の１－①木代

地区暗渠補修事業につきまして 130 万円を計

上しております。この工事は、町道門谷線に

おきまして、側溝から流れる排水が民地敷地

内の暗渠から畑の一部に畑の一部の開渠を通

過して法定外水路に合流していることが判明

したため、町道門谷線内に暗渠を設置するも

のでございます。 

  次に、１－②の木代浅田水路補修工事は、

以前、昨年度から同様の工事で 180 万円計上

しております。 

  その他、図面には記載しておりませんが、

町内全域で町道に不具合があった場合に緊急

に対応する年間維持補修工事を 450 万円、予

算の範囲内で値上がり対策等を含めた道路維

持補修工事 300 万円を行う予定でございます。 

  続きまして、次に予算書 32 ページ、目２

道路舗装費、道路舗装事業 2,789 万 1,000 円

の主なものは、今度図面、左下の２－①町道

光風台中央１号線舗装工事を 1,700 万円計上

しております。こちらは、光風台６丁目の吉

川中央線と光風台中央１号線の交わる付近か

ら国道 477 号線の信号付近までの約 150 メー

ターの車道部分の舗装の塗り替えを予定して

おります。非常にちょっと図面のほうが、こ

ちら信号まで延びておるんですけど、信号ま

ではそこまではいかない予定でございます。 

 申し訳ございません。 

  次に、図面左側の２－②ときわ台東２号線

舗装工事、こちらは 700 万円計上しておりま

す。こちらは、東ときわ台小学校バス停付近

の舗装約 100 メーターの塗り替えを行う予定

でございます。 

  あと、２－③の町道高代寺保ノ谷線の舗装

は、昨年度から以前からの工事の内容で 189

万 1,000 円計上しております。こちらの歳入

につきましては、特定財源としまして 2,396

万 2,000 円ございます。国庫補助金こちらは

666 万 2,000 円と土木費 1,730 万円の歳入を

見込んでおります。 

  続きまして同じく予算書 32 ページ、目３．

道路改良費の１．橋梁長寿命化等事業 33 万

円、 

○委員長（才脇明美君） 

  ちょっと待ってください。 

  はい 32ページ、お願いします。 

○建設課長（中谷 匠君） 

  同じく予算書 32 ページ、道路改良費の１．

橋梁長寿命化等事業 33 万円は、先ほど８ペ

ージの３表で説明しました橋梁マネージメン

トサポートシステムの導入を行うものです。 

 内容としましては、橋梁の維持管理業務の定

期点検、補修設計、補修工事をデータベース

で管理し直営点検支援、補修工法選択支援、

概算工事算出支援、長寿命化支援により橋梁

の維持管理業務を支援する統括システムでご

ざいます。 

  続きまして、同じく予算書 32 ページ、目．

交通安全施設整備費の１．通学路等交通安全

整備事業 350 万円につきましては、こちらも

また図のほうなんですが、図の４－①にござ

います町道ときわ台中央線カラー舗装工事で

ございます。 

  続けてよろしいでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

  ちょっと待ってください。 

  図の４－①、はい、お願いします。 

○建設課長（中谷 匠君） 
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  工事の内容につきましては、ときわ台中央

線と吉川中央線の交差点に、交差点内をベン

ガラ色という赤茶の色でカラー舗装をし、交

差点内をまずカラー舗装をするということと、

ときわ台中央線に青色でカラー舗装し、路面

に狭窄線と路面標示の止まれを設置するもの

です。 

  次は予算書 29ページにお戻りください。 

  款６．農林水産業費、項２．農業費、目４．

農地費の６．農業用施設改良事業につきまし

ては、こちらもちょっと図面のほうがござい

ますが、６－①上杉池改修事業でございます。 

 こちらは、上杉池改修事業負担金 396 万円を

計上しております。内容としましては、吉川

地区にある上杉池におきまして、漏水が確認

されたため、大阪府が実施する大阪府農空間

整備事業により取水施設の改修工事を大阪府

により実施していただくことになりました。 

 その総事業費のうち、国が 55％、大阪府が

34％、町が 11％を負担することになり、町

負担の 11％のうち、町が 5.5％、地元上杉池

管理者が 5.5％を負担するものです。なお、

計上しております負担金 396 万円は、11％分

を一旦町から大阪府に負担し、地元上杉池管

理者からは別途、こちらは 13 ページの歳入

のほうになるんですけど、農林水産業費分担

金 5.5％分を徴収するものです。町負担の

5.5％につきましては、16 ページの旧吉川財

産区基金繰入金を 198 万円繰り入れるもので

ございます。 

  建設課からは以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  はい、都市計画課の田中です。 

  それでは、一般会計補正予算書に基づきま

して、着座にて御説明させていただきます。 

  まず、予算書 33 ページをお開きください。 

  款８．土木費、項５．都市計画費、目１．

都市計画総務費の２．建築物管理事業 225 万

につきましては、空き家の除却促進のための

新しい施策として、空き家の除却に必要な費

用の一部を補助し、空き家除却後の土地の固

定資産税を最大３年間減免するものでござい

ます。住宅が建っている土地は、住宅用地に

対する課税標準の特例というものが適用され

ておりまして、固定資産税が大幅に減額され

ております。住宅を除却し更地にすると、そ

の住宅用地特例が適用されなくなるため土地

の税額が上がってしまいます。このことが空

き家の除却を妨げ、管理不全の空き家の増加

の原因となっている一因でもあります。そこ

で町としましては、空き家の除却を促進し、

住宅地の流動化と住民にとって安全で安心な

住環境の改善に資することと町外からの転居

者の増加を目指すため、除却に補助金を交付

し、本補助を受けて除却を実施した土地に対

しては最大３年間の固定資産税を減免する住

宅建替促進補助金を創設するものでございま

す。 

  次に、同じく予算書 33 ページの目３．公

園費の 14．工事請負費、3,982 万 5,000 円に

つきましては、先ほど建設課の説明でも用い

ました図面、令和５年度の主要工事の予定箇

所図を一緒に見ていただきたいんですけども、

大丈夫でしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

  そこで、５－①ときわ台１丁目緑地擁壁改

修工事と５－②光風台中央公園トイレ設置工

事を施行するものでございます。財源につき

ましては、予算書 17 ページの款 22．諸収入、

項３．雑入、目３．雑入の９．市町村振興宝

くじ交付金 2,350 万が光風台中央公園設置工

事分となりまして、同じページの款 23．町

債、項１．町債、目３．土木費の１．緑地擁

壁改修事業債の 1,310 万がときわ台１丁目緑

地改修工事分となります。 

  都市計画課からは以上でございます。 
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  御審議いただき、御決定を賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○委員長（才脇明美君） 

  これより質疑を行います。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  はい、中川です。 

  そうしましたらせっかくね、一生懸命つく

っていただいたこの地図の中で何点かちょっ

と聞きたいところがあるので、まずその地図

をあけてもらいます。 

  まず聞きたいのがね、比較をさしてもらっ

て聞きます、値段的なものとかね。 

  まず２－②ときわ台東２号線舗装工事およ

び、それと比較するのが２－①町道光風台中

央１号線舗装工事。どちらも舗装工事という

ことで上がっておりますが、先ほどの説明の

中で金額とか距離の話があって、まずこの２

－②ときわ台東２号線、これについては 700

万っていうふうに私聞いたかな、それで合っ

ているかな、それで距離が 100 メーターです

ね。それに対して、片やその２－①光風台中

央１号線、こちらの舗装工事については、距

離が 150 メーターで値段が金額が 1,700 万や

ったかな。要は何が言いたいかいうと、単位

メーター当たりの金額は全然違うなというふ

うに私はちょっとその部分で思ったんやけど

も、なんでこんな金額が違うのか、何か工事

が全然違うのかその辺りちょっと確認させて

ください。 

○委員長（才脇明美君） 

  中谷建設課長。 

○建設課長（中谷 匠君） 

  はい。建設課、中谷です。 

  まず、東ときわ台のほうの工法というか工

法の違いがまずございます。東ときわ台のほ

うが路盤だけを、上の部分、表層部分のみを

打ち替えを行う工事になっております。光風

台のほうにつきましては、路盤から打ち替え

るということで、メーターだけではなく金額

に差が出ております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  同じく、この地図上でまたお伺いします。 

  次は４－①町道ときわ台中央線カラー舗装

工事いうことで、中央線と道路が交わる交差

点にベンガラ舗装っていうのと、あとこの中

央線から何かカラー舗装かな、まずベンガラ

舗装って、まず何かいなというところからち

ょっと。 

○委員長（才脇明美君） 

  中谷建設課長。 

○建設課長（中谷 匠君） 

  はい。建設課、中谷です。 

  ベンガラ舗装とちょっとももしかして私言

ったかもしれませんが、ベンガラ色にカラー

舗装を行うということで、ベンガラ色という

のが赤茶色の色で、そちら池田銀行からとき

わ台へ行く路線を、まずそこの交差点をベン

ガラ色にする。それでユーベルホールに向け

て、向かう道にはブルー色で舗装を行う。そ

この箇所につきましては、以前から議会でも

御指摘があった箇所でございまして、道路が

止まれの標識があるんですけど、それに気づ

かずにユーベルホールに向けて止まらずにと

いうことで、事故が何件か起こっていて危険

箇所ということで、何とかその安全対策がで

きないかというような御意見がございました

ので、本来、信号とかがいいのかもしれませ

んが、そちらは警察等になりましてなかなか

難しい点がございますので、何らかの安全対

策の方法としまして、カラー舗装で色分けを

して注意喚起するような形で一度させていた

だくということで、このような提案をさせて

いただいております。 

  以上です。 
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○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ベンガラ舗装はようわかりました。この交

差点のそこの交差してるとこのみがこのベン

ガラ色か何かいうことでね。あとその横に走

ってるその道路、いわゆるカラー舗装すると

いうのはあれ道幅なんぼあんねやろ、７メー

ターぐらいあるのかな、６メーターぐらいか

な、それを全面だーって色、色塗んのアスフ

ァルト全部ベタってこのブルーの色を塗るい

うそういうふうな、ちょっと私イメージを頭

に描いてんだけどそんなふうなことなんです

か。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中谷建設課長。 

○建設課長（中谷 匠君） 

  はい。建設課、中谷です。 

  ブルーのほうの色をつけるのは、交差点に

入ってくる左側通行ですので左側車線のみに

なります。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  それずーっと何十メーターも引くんじゃな

くて、交差点から何メーターか手前までとい

うそんなふうな意味ですかブルーの線は。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中谷建設課長。 

○建設課長（中谷 匠君） 

  はい。建設課、中谷です。 

  11 メーターで、その間にブルーの舗装を

行いまして、止まれの文字をその中に入れる

という形になります。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  さらに、この地図でまた質問させてもらい

ます。 

  ６の①上杉池改修事業。先ほど漏水ってお

っしゃってましたけども、まず漏水そのもの

が池のどこで起こってるっていうそういう部

分の説明、要は池の底が何かもう底から水が

どんどんこの下になんか落ちていってるとい

う、そういうふうな漏水って私そんなふうに

思ったけどそうじゃないんやね。 

  ちょっとその辺りからお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  淨住都市建設部理事。 

○都市建設部理事（淨住 修君） 

  都市建設部、淨住です。 

  上水池の漏水というのは、池の水をですね

底から抜く管、そこから水が漏水していると

いう状況です。それが一応池の中で栓をする

構造になってるんですけども、栓を閉めても

また水が漏れるという状況になっておりまし

て、これをほっとくとどんどん漏水が拡大し

まして、池の次のほうでもちょっと悪さをし

ていきますんで、その漏水を直そうという工

事を今年度行うということになっております。 

  はい。以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  そうなんや。池そのものに、やっぱ下のほ

うに水が漏れていってるというふうに私今聞

いて思ったけど、栓もあるんですね、池の中

にね。 

○委員長（才脇明美君） 

  淨住都市建設部理事。 

○都市建設部理事（淨住 修君） 

  はい、議員おっしゃるとおりございまして、

説明の繰り返しになるんですけども、池の底

にですね管が入っておりまして、その管が池

の中に通じておりましてそこから水を抜くと

いう構造になっております。その管自体が一

応漏水化、老朽化しまして、いろんなとこか
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ら漏水をしていると。その管が水路なって漏

水をしてしまっているという状況になってお

ります。だから、池底全体が漏水ではなくて

管のところを中心に漏水が起こっていると、

そういうところでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  私、池いうたらその池の出口いうたら、そ

のなんか水路みたいのがあってそっから出て

いく、そういうふうなのをイメージしてたん

でちょっとあれやけども、要はその池の水路

いうとおかしいけどその出口というのはもう

底にあるんですよという、そういうふうな構

造なんやね。そういうことやね。要はあれ、

家で言うたら家庭でいうたら洗面場の水の流

しみたいなそんな構造やいうことなんですね。 

 わかりました。ありがとうございます。そこ

の部分の工事をするというね。うん。納得で

きました、あれ。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、ほかにございませんか。 

  はい、池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  すいません。工事全般に関わる話なんです

けど、これ今予算計上あっちこっちされてる

んですけれども、価格高騰等ですね、資材費

の値上がり等がありまして、まだ上がってる

のかいつ下がるの上がるのか下がるのかわか

らないですけど、この予算内で必ず収まると

いう考え方でよろしいんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  はい。都市建設部、坂田です。 

  先ほどの議員の質問の関係なんですけども、

こればっかりはなかなか読めないところがご

ざいまして、現在試算しておるのは、大阪府

のほうで出ております人件費、２月３月時点

と、あと物価等についても４月５月時点での

物価材料等で積算しておりますので、今後も

しまた上がるようでしたら、例えば舗装でし

たら 100 メーター進むところを 90 メーター

にするとか、そういった形で対応していくこ

とになろうかと考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  これはここで言っていいのかわかんないで

すけど、入札する業者さんですね。なんか、

もうその価格の上昇があるんでなかなか入札

した後に上がって、修正が入らなければ、か

ぶらないとみたいなとこもあって、入札に参

加する業者さんが少ないとかっていうお話も

ちらっと聞いたりするんですけど、その辺の

対応はどうされるんですかね。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  はい。都市建設部、坂田です。 

  実は大阪府さんのほうの工事の例でお話し

しますと、今年に入ってから大阪府さんのほ

うも工事ですね、そこの牧とかの工事とかな

んですけども、出された時にちょっと担当の

方からお聞きしたんですが、取ってすぐにで

すね、試算した時点が同じように数か月前に

試算して、そっから結構物価高騰も、数か月

の間にちょっと物価高騰があったということ

で、入札を終わった途端に増額変更をしたと

いうような例もございました。 

  ですので、町のほうもそういった形でなる

可能性もございますので、そういった場合は、

昔、中国の北京のオリンピックのときにです

ね、物すごく高騰して鉄とかが高騰して単品

スライドっていうような形で日本全国ですね、

もの自体を現時点の単価に合わせるためにも

う１回見直して増額変更するような、そうい

った制度も実は契約書の中にも書いてあった



49 

りするので、結局請負取ってからそういった

請負の契約書等々に基づきながらですね、対

応していくことになろうかと考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  よろしいですか。 

  はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  すいません、秋元です。 

  33 ページの公園費についてお尋ねします。 

  予算 5,203 万 6,000 円なんですが、先ほど

こちらの内訳を見ると、光風台のトイレ

2,980 万 4,000 円、あとときわ台の外壁で

1,310 万円、残りの 1,000 万というのは何に

なるのかまずお尋ねします。 

  それとトイレなんですけども、もうどのよ

うなものをつくってそのあとの管理はどうす

るかっていうとこまでお話ができてるのかど

うか。２点目です。 

  それから、ここに修繕費として 100 万円上

がってますけども、これは何の修繕費になる

のか、３点お願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  はい。都市計画課、田中です。 

  まず、それ以外の予算の中の内訳で言いま

すと、業務委託料としまして 1,110 万 9,000

円あります。こちらのほうは、光風台中央公

園トイレ設置工事の設計監理委託業務という

ことと、あと支障木伐採の委託業務っていう

ものが中に含まれております。 

  あとはその中の内訳としまして、修繕の話

がありましたけども、これは不具合がある遊

具がもし出てきましたら、この修繕費の中で

対応していきたいというふうなところで、修

繕費のほうを計上させてもらっております。 

  それからトイレのことなんですけども、ト

イレにつきましては、イメージなんですけど

も、システムボックストイレていうことで、

工場でもうほぼほぼ組み上げてきたものを現

場で基礎だけをつくっておいて、現場では工

場ででき上がって組み上げてきたトイレをク

レーンでもって設置するというようなことで、

現場での工事期間をできるだけ短縮するよう

な形の工法を今のところ考えております。 

 イメージなんですけど、豊能町この役場から

西のほうに向かって箕面森町のほうを走って

行かれると右手に芝生広場があって、ちょっ

と背中しか見えないんですけどトイレがあり

ますよね。あれが男子トイレ、女子トイレと

真ん中に確か多目的トイレがある３棟のバー

ジョンになってるはずなんです。天窓の数を

見ますと３棟あるように見受けられるので。

ああいう形、あれは３連棟になるんですけど、

三つのやつがくっついてると。 

  町のほうが考えておりますのは、この宝く

じのお金をあてにしておりますので、福祉仕

様のトイレでないと対象にならないというこ

とから、男子用の多目的トイレ、それから女

子用の多目的トイレっていうものを２連棟で

くっつけますので、見た目は１棟になるんで

すけども、そういうイメージをしております。 

  それから管理のことにつきましては、今の

ところは昨年度光風台自治会の役員会のほう

にですね、私と部長が同席させてもらった中

で、公園をプチリニューアルしますんでとい

う説明の中で、トイレはどないするんやとい

う御質問がありまして、トイレにつきまして

は次年度中の説明ですので、次年度の中では

できないですけど、今後予算がつき次第設置

していきたいというような旨を役員会のほう

で報告させてもらいますと、先手を打たれて

ちょっとくぎを刺されておりまして、地元で

はもう管理せえへんぞと、付けた町で管理せ

えよと、いうようなきついお言葉をちょっと

今現在は承っております。 

  ですので、他の公園、例えば東ときわ台の

中央公園とか希望ケ丘のところにも町が設置
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しておりますトイレがありますので、それの

管理につきましては、町が委託しております

造園業務の中に月２回の清掃と、例えばトイ

レットペーパーの補充とかですね、そういっ

たところを計上しておりますので、光風台に

新たにトイレが設置したときにはですね、造

園業務の中に少し月２回の清掃とトレードペ

ーパーとかの補充っていうのを加味して、仕

様のほうで付け加えるような対応になろうか

と、そのように考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  今のお話聞いてるとね、工場でつくってき

てぼんと下ろしますと、ということはある程

度の規格が決まってるような気がするんです

が、そうなった場合、最初にあったトイレの

設計費 1,100 万とおっしゃいましたね。これ

との関連はどうなってるのか。最終的にあそ

このトイレを設置するために約 4,000 万円か

かるっていうふうな理解でいいのかどうかの

確認と、支障木の伐採って言ってましたね、

どこの場所が支障木、中央公園じゃないわね、 

 これ。 

  はい、お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  はい。都市計画課、田中です。 

  まず、トイレの設置に伴う費用の合計なん

ですけども、ざっと 3,000 万、2,980 万ほど

となります。それは設計委託料と工事を含み

まして。支障木の委託っていいますのは、支

障木伐採で支障木伐採をした後の整地をした

りですね、光風台中央公園ではないんですけ

ども、令和２年度に策定しております支障木

伐採計画に基づきまして、優先順位、高レベ

ル中レベル低レベルっていうようなところで、

支障木、当時支障木伐採するだけで３億ほど

かかるっていう御説明させてもらったとは思

うんですけども、その中の一部で予算の範囲

内で順番に切っていってるというところの委

託業務になりますので、光風台中央公園には

限らず倒れたら官民境界を犯すであろう支障

木について、対応していく金額でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  ごめんなさい、理解がちょっと悪くて申し

訳ないんだけど、最初のこの内訳を見るとト

イレに 2,980 万 4,000 ですよね。この中で今

の説明ですと、設計費は入ってるってことで

すね 1,000 万円の。となった場合、トイレが

約 3,000 万円、ときわ台の外壁が 1,310 万円

ですよね。ここに上がってる予算ってのは合

計が 5,203万 6,000円ですわね。 

  この残りの 1,000 万円はなんですかって聞

いたら設計費とおっしゃったから、何なんだ

と、理解はちょっとできないでいるんです。 

  一遍ちょっと答弁お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  はい。都市計画課、田中です。 

  申し訳ございません。ここの予算書 33 ペ

ージに書かれております工事請負費 3,982 万

5,000 円のほうにつきましては、一つがとき

わ台の擁壁改修工事で 1,311万の予算です。 

 それから光風台設置トイレに関する工事費、

工事費だけですけども工事費は 2,671 万

5,000円となります。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  はい、中川です。 

  そのページの上の項目に移らせていただき

ます。 

  建築物管理事業ということで、空き家の除
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去っていうふうな説明がございまして、ちょ

うど先ほどあったかな、まちづくり創造課か

な、あちらも何か空き家関係の建物の中の物

品を除去するような関係で何か予算計上され

てまして、空き家そのものの除去の話はって

聞いたら、いやそれはあとの部門になります

ということなので、ちょっと質問させてもら

いますが、今回のこの空き家除去そのものは、

今回これ何軒ぐらい、それで１回当たり１回

おかしいな、空き家状況に対して一軒当たり

どれぐらいのお金を補助しはるような予定な

のかその辺りをお伺いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  今のところ想定しておりますのは、ときわ

台地区の木造住宅の二階建てで試算させてい

ただきました。大体延べ床面積が 90 平米。

それに対して試算しますと、撤去と処分費含

めますと大体 250 万ほどかかるであろうとい

うところで、そのうちの 30％、一軒当たり

75万というふうに考えております。 

  ですので、今回予算措置させていただいて

いるところは５軒分、訂正で３軒分です。 

  はい。申し訳ございません。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

  ３軒分っていうのは、これはどうやって選

びはるんですか。もし、私とこも私とこもっ

て言われたら。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  はい。都市計画課、田中です。 

  周知をホームページ、広報等で周知をさせ

てもらってからですね、今都市計画課のほう

でやっております耐震診断の補助とか改修補

助と同じような形で周知をさせていただいて

から、おそらく並びはることはないかなと。 

 先着順といいますか、申請関係の書類がそろ

った順というふうな形で考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

  さっき、ときわ台の例をお出しになって

72 万円というあれ言うてましたけども、割

合的にはどうなるんでしょうか。平米数で、

先ほど言ったら、そこだったら 72 万円限度

額とか、そういうとこ説明お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中都市計画課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  都市計画課、田中です。 

  説明が不十分で申し訳ございません。 

  今、ルールのほうを詰めていってるところ

でして、今現時点で考え方なんですけども、

一軒当たり 75 万です、これはマックスです。 

  で、延べ床面積に応じて、解体面積解体費

用が変わってきますので、解体費用にかかる

３分の１補助、マックスが 75 万という、す

いません、30％補助の最大が 75 万になりま

す。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  それでね、あくまでも空き家除去って私さ

っきの説明で聞いたんで、あくまでも空き家

だけの話であって、私今住んでる家がもう

27 年 30 年で、ちょっと新しい家に造り変え

るから、ちょっとこれ使わせたらあかんわけ

やね、これはね。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  はい。都市計画課、田中です。 

  まず、空き家でないと駄目というルールで
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して、その空き家をなんで証明するかってい

うのもいろいろちょっと検討はしてるんです

けども、やっぱり水道料金とかガスとか電気

代のどれか公共料金を１年以上止めてるとい

うような証明があって、空き家として認めて

いこうかなということを考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  お伺いしたいのは、さっきのまちづくり創

造課の話の中の空き家の中の建物、ちゃうわ

物品の除去については、条件があったんか何

やったっけあれ、空き家バンクに登録しとっ

たらみたいな何かそんな条件があったと思う

んやけども、今回のこの田中課長のとこ、同

じ田中課長やけどね、今回の都市計画の田中

課長のとこのこの空き家状況っていうのは、

空き家バンクに登録しようがしてまいが関係

なく空き家ということが認定できたら、この

お金使わしてあげるよというそういうことで

すか。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中都市計画課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  はい。都市計画課、田中です。 

  都市計画のほうでのこの補助制度は、空き

家バンクとはリンクづけは考えておりません。 

  はい。以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  秋元です。 

  まさかと思うけども、まさかじゃないかも

しれない。空き家の中には、固定資産税滞納

してるとこなんか多々あると思うんです。 

  そういった場合にこの申請が出たときに、

じゃあこの人の固定資産税はどうなってるか

という税務課とのそのネットワークとか、そ

ういったものはきちっとしていただけるのか

どうかだけ確認します。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  はい。都市計画課、田中です。 

  こちらの制度につきましては、都市計画の

一存で固定資産税を免除する減免するという

ことはできませんので、このルール新しいル

ールを作りながら、税務課のほうとも調整を

しております。 

  今現段階で交付対象になるというふうなポ

イントとしましては、先ほどお伝えしたよう

に１年以上空き家であることというのがまず

前提でして、それから再建築が可能な土地、

それから違法建築物ではないこと、それから

もちろん税金を滞納していないことというと

ころをちょっとポイントポイントに、今税務

課のほうと調整して洗い出しをかけていると

ころです。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  これ、豊能町としては新しい取組ですよね。 

  そうであればちょっと評価したいなと思い

ますので確認します。 

○委員長（才脇明美君） 

  大西住民部長。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  大西でございます。 

  豊能町として初めての取組でございまして、

潰すことによって新しい人が入ってきてもら

うとか、古い家をもうきれいに平地にしても

らうとか、そういったことで最終的には人口

増とか、それから税収アップを図っていきた

いというような趣旨でございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、高尾委員。 
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○委員（高尾靖子君） 

  今の関連ですけども、豊能町には空き家が

本当にたくさんあるというふうに聞いており

ます。 

  その点検は、１年以上を見分けるいうこと

は電気代とか止まってる、水道が止まってる、

そういう点検で何年から止まってるかいうの

はそれわかるんですか。 

  そこの点検は大変だと思うんですけども。 

  その点、お聞きします。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  関西電力とか大阪ガスのほうには聞き取り

はしていないんですが、水道料金のほうにつ

きましては豊能水道センターのほうに確認し

ております。いつからいつ閉栓しているかと

いうような形での証明は出せるということで

したので、こういったルールづけをしてると

ころです。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  大変な作業だと思いますけれども、いい取

組だと思いますのでぜひ進めていただきたい

と思います。 

  これ毎年行うような状況にはなるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  上浦でございます。 

  今年一年させていただきましてですね、好

評とかそれから前向きなことがわかってくる

ようでしたら、来年もぜひ予算計上させてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  29 ページ、ちょっと話が変わりますけど

も 29ページの農業振興のほうなんです。 

 農業振興事業で補助金が４点ありますね。 

 直売関係の関連の施設、これ志野の里だと思

いますが、この辺の補助金をどのような状況

に使われるのか、この４点についてちょっと

聞いていきますが、一つ目、お願いしたいと

思います。 

○委員長（才脇明美君） 

  中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  農林商工課、中谷です。 

  １番最初にもう全部、４つ御説明させても

らったんですけど同じ説明になると思います。 

  まず一つ目の直売所関連施設整備補助金は、

志野の里のほうでレジのほうで POS システム

というのが入っております。これもう開業し

まして５年６年たちまして更新時期来てます

ので更新、基本的には協議会さんのほうで見

てもらうんですが、大阪府のほうで利用でき

る補助金制度がありましたので、そちらのほ

うを利用させてもらって大阪府から 54 万

5,000 円です。そちらのほう３分の１補助率

３分の１になりますけども、そちらのほうを

町が、申請者が町を経由してっていうことな

んで一旦町に入ってきます。それはもう

100％協議会に流すというところで、全体の

事業量としては 163 万円ぐらい見込んでまし

て、そのうちの 50 何万を３分の１を府のほ

うから補助、あとは協議会の売上げというか、

今までの中から自分らの活動の中から出して

いただくということでしております。 

  質問ないですけどこれ、ずっと２番目３番

目行かしてもらってよろしいですか。 

     （「はい」の声あり） 

  二つ目、三つ目は、昨年も引き続きやって

るものでして、二つ目が新規就農者農業用機
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械等購入補助金。こちらのほうは、新規就農

されたときの最初の機械等購入にかなり負担

があるということで、そちらのほうを支援す

る事業です。昨年もやっております。 

  三つ目の農業用園芸ハウス設置補助金です

が、こちらのほうは、農産物の安定の供給と

かいう面でビニールハウスですね、こちらの

ほうを建てられて、そちらのほうの設置の費

用を一部助成するというものでございます。 

  最後四つ目のほう、認定新規就農者経営発

展支援補助金のほうですが、こちらも大阪府

の国のほうに補助金制度ございまして、要は

認定新規就農者、新規で就農されて５年以内

の方ですね、かつ認定農業者というのにちょ

っと認定してもらわなあかんのですけどちょ

っとハードル高いんですけども、その方が就

農後経営発展のために、規模拡大とかもうち

ょっと大きい機械欲しいなとか、そういうも

のに対しての補助制度がございます。国のほ

うが２分の１の補助で、その半分４分の１が

府のほうの補助があります。75％事業費に対

してあります。 

  こちらのほうを、これも町のほう経由とい

うことで、町のほうは負担はございませんが、

事業費の対象事業費の 75％、国府で 75％を

一旦町が補助金でいただいてそれを対象の方

に支援するというような形になっております。 

  説明は以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。 

  昨日記者の新聞読んでましたら、何か農業

をね、していくことを命令していくような、

自給率を高めるいう意味でね、すごく厳しく

なってくるのかなというふうに思いますけど、

この事業はねすごくいいと思いますし、就農

者が増えたら豊能町としては本当にプラスに

なるということになります。 

  この３番目のね、農業用園芸ハウス設置補

助金は毎年されているんですが、再度同じ人

がまた増やしたいという、そういうことも含

めてオーケーなんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  はい。農林商工課、中谷です。 

  基本的には１年、その年度に１棟のみとい

うことでしておりますが、次の年にまた２棟

目その次また３棟目ということでございまし

たら、経営拡大、もちろん奨励していかなあ

かんので、そういう意味からも年度変えてい

ただいて御申請いただいたら、採択させてい

ただこうというような考えでやっております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  大きさはいろいろあると思うんですけど、

大きさにかかわりなく、補助は今のおっしゃ

った形での補助になるんですか、１棟として

の。 

○委員長（才脇明美君） 

  中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  農林商工課、中谷です。 

  細かい話になってくるんですけども、一応、

施設のほうは 50 平米以上のものということ

で、設置にかかった費用の 30％以内で助成

ということで、上限額は 40 万円ということ

で制度のほうはつくっております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  関連いうかね、今の同じようなところの部

分になりますが、この農業振興事業の 18 番
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の補助金、この中に新規就農者っていう言葉

がつく項目が二つありますよね。新規就農者

農業用機械等購入補助金という内容と、認定

新規就農者経営発展ですかね、支援補助金。

何が聞きたいかといいますと、初めはこの新

規就農者農業用機械等購入補助金、これをね

使うことができて多分同じ年度には無理かも

わからんけども、それでしばらくなって認定

されて、そのときにまたこういうそのときに

この経営発展支援補助金が予算にあるんかど

うかわからんけども、もしある場合には、初

めに新規就農者のこの機械補助金かな、ここ

に補助金をいただいて、その後年度が変わる

か何か知らんけど認定されて、その後の経営

発展支援補助金みたいなのもまた申請して使

わせていただけるというのはそんな同じ人が

ね。 

  そんなことも可能なのかどうか。 

  はい。お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  はい。農林商工課、中谷です。 

  基本的には可能と考えます。まず新規就農

者農業用機械等購入補助金、こちらのほうは

ハードルが結構低いといいますか、想定して

おりますのは、今支援塾というのをやってお

りまして、その方が卒塾されて豊能町で農地

借りて耕作される、このときの開始するのに

支援が必要やというところに支援するような

事業にしております。 

  もう一つの１番下の認定新規就農者経営発

展、こちらのほうは一応対象は、認定新規就

農者といいまして、これまず認定されること

が大切でして、青年等就農計画っていうちょ

っと経営計画というのを立ててもらって、行

く行く５年後 10 年後に年収 600 万にしよう

っていう目標があるんですけども、そういう

のを達成するような計画をつくってもらって

それを認定された方が認定就農者となるんで

すけども、そういったちょっとかなりハード

ルが高い方、そういうような方が経営発展さ

れるためにということで、一応、認定新規就

農者ということで、就農を始めて５年以内の

方が対象になるのと、あと 45 歳までという

ような縛り等々ございます。すいません、就

農時が 49 歳以下っていうようなんがござい

ますので、そういった、本格的に始められる

今後経営を拡大していこうというような方対

象で、こちらの上限額も 1,000 万円というこ

とで、かなり本格的にやられる方ということ

でちょっと温度差があります。 

  御質問の両方とも受けれるかということで

ございますけども、不可能じゃない。ただ、

目指してるところがちょっと全然レベルが違

うんで、対象者がちょっと違うかなっていう

か、まず、町のほうを受けられて認定新規就

農者のほうの補助を受けられるというのは可

能です。 

  はい。以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  ちょっと私からいいですか。 

  この補助率を教えてほしいのと、年商 600

万、年商 600 万、農業でというものすごいハ

ードルが高いとおっしゃいましたけど、確か

に高いと思うんですが、こういう対象の方は

おられるんでしょうか。それと 225 万円、例

えばコンバインとトラクターを同時に買った

りそういうことは複数で購入したりした場合、

225 万では足りませんよね、そうなった場合

は。600 万の年商を上げようと思ったら、か

なりの機械も要ると思いますし、その辺のち

ょっと年商 600 万を目指す認定新規就農者に

対しての 225 万の町の内訳はどういうふうに

考えておられるか。 

  はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  農林商工課、中谷です。 
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  年収の 600 万というのは一応年収ですね、

それは目標でございまして、新規の場合は、

それの１年目は３分の１とか２分の１とか、

ちょっとすいませんそこをはっきりしたとこ

ろはわからないんですけども、そこを目指し

て経営計画を立てていくということで、必ず

600 万は目指すんですけども達成せなあかん

ということじゃなくて、一応そういう町の計

画ございますので、そこを目標にやっていく

っていうことで認定していく認定農業者にな

っていただくっていう計画を出していただい

て、それを審査して妥当かどうかというとこ

ろを判断していくというところです。 

  認定農業者につきましては、豊能町いてま

すがちょっと人数今覚えておりません。そん

なに多くはないです。 

  あと、機械のほうの補助の話ですが、こち

らのどちらのほう。まず、町のほうの機械の

購入の補助のほうですが、町のほうですが、

対象経費の２分の１補助で上限が 30 万円で

す。もう一つの認定新規就農者のほうのやつ

は、上限額、先ほども御説明させていただき

ましたが 1,000 万円で、そのうちの半分２分

の１が国で２分の１、４分の１が都道府県と

いうことで 75％ですので最大で 750万円の補

助を受けれて、あと 250 万円は御自身の負担

っていうような制度になっております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  すみません、説明資料のほうで聞かしても

らいます。 

  説明資料の 29 番。これは森林整備事業と

いうことで、説明書の中で森林環境譲与税で

すね。これを活用してっていうふうに書いて

ございまして、その中で地番参考図作成、森

林の適正管理を図るための地番作成参考図か

な、作成というふうになっておりますが、こ

の森林とは町有林のこと、民有林、その辺り

ちょっと確認、そっからお伺いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  農林商工課、中谷です。 

  民有林になります、対象は。はい。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  さらにお伺いしますが、地番ということが

出てきたんですけどもね。これはこっちかな。 

 住宅地の何か地籍調査みたいなんを今一生懸

命ときわ台でやってますけども、ああいうの

とまた同じようなことなんですか、要はここ

の山は誰、Ａさんの山ここはＢさんの山で２

人出てきてどこが境界線やみたいな、要はそ

ういうことを何か地籍調査をやってますけど

も、今回の民有林かな、についてもそんなよ

うなことを何かやろうとしてるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  はい。農林商工課、中谷です。 

  基本的には、そこの土地が誰のもんやって

いうところを、あくまでも参考図でして、立

ち会って境界はどこやというようなものはつ

くらないんですけども、つくらないというか

そういう似たものはつくるんですけども、立

ち会って境界はここやというような形でちゃ

んと確定していくようなもんではないんです。 

 公図とか、あと林相、山に植わっているもの、

例えば境界って大概その人工林。人工林とか

ってやっぱり境界伝いに大体しはるもんなの

で、植わっているものとか、例えばその年代

が違ったりしたらここは境界やなということ

が大体想定されます。それが尾根であったり、

谷であったり。そういうのを公図とかと合わ

せながら、ここはこの人やろうな、おおよそ
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ここやろなっていう地番の参考図。地籍調査

やってはるのはもう立ち会ってっていう、か

くっとしたもんですけども、山の場合そうい

うのをちょっとできないっていうかそこまで

必要とは今のところはないので、あくまでも

地番の参考で誰の所有者やどこら辺が境界や

というのがわかるような図面を作成するよう

な形になります。はい。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは、今ある民有林って、これ誰

のやいうのはさっぱりわかってない状況がつ

かめてないということやからそういうことを

やろうとしてあるんですかね。 

○委員長（才脇明美君） 

  中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  はい。農林商工課、中谷です。 

  今、おっしゃられたとおりでございまして、

特に山なんかはもう世代かわってしまうと、

山に入ったこともないとか、自分とこの山が

どこにあるかわからへんという方がおられま

す。例えば災害起こったり、次、ここんとこ

ろを優先的にここんところ間伐とか、ちょっ

と森林整備していきたいというときに、どな

たのもんかわからへんっていうので、そうい

うのでなかなか進まへんようなことがありま

すので、まずは地番参考図を整備をしていく

っていうような形で、場合によってはもう所

有者さんが複数名とか、相続がちゃんとされ

てへんとかって結構ばらばら、御自身もわか

らへんっていうようなことがございますので、

そこを一応参考、あくまでも参考図なんです

けども、そういうので整備していくっていう

ところです。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ざっくりわかりました。ただね、それやっ

たらもういっそのこと、今は建設課なんのか

な地籍調査、一緒にそんときにやったら、ひ

とまとめでできるんちゃうか思うて、Ａさん

Ｂさん呼んできてここやねえここ線引きする

でみたいな感じでそんなん一緒くたにしたら、

でも 30 年かかるだったやつがもしかしたら

５年でも７年でも縮まるんちゃうかと私一瞬

思ったんやけど、その辺りどうなんですか一

緒にやったら。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  はい。都市建設部、坂田です。 

  まず地籍調査についてはね、まず座標で押

さえて行かないといけないんですけども、基

本的には英語アルファベットの ABCD ってい

う形の A 工程から H 工程ぐらいまであるんで

すけども、その中で座標なり押さえて要は測

量なりして、まず地形図を押さえながら、そ

れから地権者で立ち会ってそこのポイントを

打ってまずは評価していって、それで最終的

には皆さんの同意、判をもらったりしながら

ですね、最終法務局のほうに出すという作業

なんですけども、特に先ほども中谷課長のほ

うから話あったとおり、ちょっと地権者の方

がまず自分の土地かどうかもわからないよう

なところが多くございまして、日本全国、特

に大阪近辺、要は近畿近辺では、地域調査が

もう全国ではワーストスリーに入ってワース

ト４位、２位、１位とかそんな感じでなって

る、ちょっと近畿は大分遅れているというと

ころがございまして、原因がそういう山関係

のところはほとんどできていない、要はなか

なか自分の土地がわからないというようなこ

とが要因にはなっておるので、豊能町のほう

でも３年前から地籍調査のほう開始したんで

すが、まずはその地籍調査をわかる、さっき

言った A から H まで進むにあたっては、結構
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な工程がそれぞれ時間を要しますので、職員

がまずそれを理解しないといけないというこ

とで、まずわかってる西地区の住宅地からと

きわ台のほうからですね、やっていこうとい

うことで３年前から始まったものでして、そ

れをいきなり東地区の山の中に取り入れると

いうのは、かなりの無謀なものかなと個人的

には思ってます。 

  もしやるんであれば、例えば余野地区の住

宅、役場の周辺公共施設からやるとか、そう

いった形でとか農地のほうですね、というよ

うな形でやっていくのがすぐに進めるにはそ

れがいいのかなと思っておるところです。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  わかりました、ありがとうございます。 

  また話戻りますが、結局その所有者ここ誰

やとかいうふうなものがわかったならば、当

然ここに森林の適正管理っていうふうな言葉

があるので、それなりにやはりこれはちょっ

とひどいでというようなとこがあったら、Ａ

さん、ここお宅の持ち物やからちゃんときれ

いに掃除するなり、草刈るなり、枝切るなり

何なりちゃんとしてよっていうふうにちゃん

と言っていただくようなことは今後していく

んですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  はい。農林商工課、中谷です。 

  基本的には、本来の考え方でいきますと、

そういう所有者が自分ところ管理するってい

うのが本来の趣旨かと思うんですけども、森

林環境譲与税が創設された背景といいますか、 

 どうしても放置してしまってどなたも管理で

きひん。ただ、公益的な機能、例えば防災の

機能を持っていたり、水源の機能を持ってい

たりということで、そういうところでずっと

国として放置してられへんっていうところで

環境譲与税というのが設置されまして、そう

いう手が届かへんところ、森林整備をせなあ

かんところを森林環境譲与税で市町村がやり

なさいよっていうところなので、基本的には、

手入れてもらってるところはそれでいいんで

すけども、指導してもなかなか進まないって

いうところで、今度市町村がかわってやりま

しょう、それを税金で使ってやりましょう、

整備していきましょうということですので、

豊能町の場合は、今来年、今年もですけども、

大体３ヘクタールずつ間伐、それも危険度の

高いところ、民家に近いところとか、傾斜が

きついところとか、ちょっと災害が起こりや

すいようなところとか、優先順位を令和３年

度の森林整備方針というのを立てておりまし

て、それに沿って少しずつですが整備してい

こうという計画にしております。 

  はい。以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、ほかにはないでしょうか。 

  はい、池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  30 ページの野生鹿、猪等の被害防止事業

の 18 番の補助金に関してなんですけども、

いろんな地区でネットであったり金網であっ

たりという形で、整備が順次されていってる

ところもありますし、されてないところもあ

るんだと思うんですけど、この補助事業は、

整備を完全に全部終わるまでずっとこの補助

金っていうのがずっと出てくるのか。どう言

ったらいいですかね、変な話っていうかあれ

ですけど、豊能町全域を例えばネットで囲っ

てしまって一旦は終わりっていうのが最終目

標なのか、その辺ずっと補助金は出してるけ

ど、一体何にどう使われてるのかっていうと

ころをちょっと教えていただいてもよろしい

ですか。 
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○委員長（才脇明美君） 

  はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  はい。農林商工課、中谷です。 

  先ほどの 30 ページの野生鹿、猪等農林業

被害防止事業のほうの 18 の補助金ですが、

まずここ２つございます。 

  一つは、野生鹿、猪等農林業被害防止事業

補助金 102 万 2,000 円。こちらのほうは基本

的に個人さんが張られる分について、補助額

が２分の１で上限額 10 万円ということで設

定している事業でございます。 

  これと、今、池田委員のほうからおっしゃ

られていたのは、地域でやられておりますメ

ッシュ、ワイヤーメッシュとか張られてるや

つの話だと思うんですけども、そちらのほう

は下に書いてます、南丹・北摂地域鳥獣被害

防止対策連絡協議会というところ、豊能町も

もちろん入ってるんですけども、南丹地域と

か北摂地域ぐるみで一つ協議会をつくって、

そこに対して国のほうから補助金いただいて

るんです。今回のこの５万円というのは、そ

の協議会、基本的に実施主体は協議会になっ

ておりまして、そこに直接の補助なんですけ

ども、国から２分の１これはアライグマの捕

獲の檻を購入しようかなと思っておりまして、

一応２万円で５基 10 万円で、そのうち半分、

町のほうが負担して、半分はその協議会のほ

うが補助金もらってやろうかなと思ってます。 

  今、おっしゃられたワイヤーメッシュのほ

うは、町のほうは一切負担しておりません。 

 南丹・北摂のこの協議会が申請されて直接補

助金もらってるというような形になっており

ます。 

  これは各地区のほうで、豊能町が主体とな

って実施しているんではございませんで、も

ちろん事務局では入っているんですけども、

各地区のほう、余野やったら余野、木代やっ

たら木代というところで、実行組合単位ぐら

いで出してきてくれはるんですけども、手挙

げられたところ、地域で取り組む獣害柵の設

置、獣害防止柵の設置ということで、地域で

取り組むということで、木代で言うたら今年

やったら、平野とか門所とか福田とかってい

う、各それぞれの何ていうんすかね、実行組

合単位で地域の田んぼのまわり、山裾とか囲

っていって張るっていうような形になって、

川尻とかでもやってるんですけども。で、手

挙げられたところ、申請して採択されたとこ

ろについて実施しているというところになり

ます。 

  あくまでも町が全部やりますとかっていう

計画ではなくて、地域がどういう、ここを張

ろうというような形で手挙げられて、補助金

申請されて採択された部分についてやられて

るっていうことで、豊能町が全部しましょう

っていうような形では、今はそういう形で進

んでいるものではありませんし、補助金が豊

能町から出てるっていうことございません。 

 これもいつまでもあるかっていうと、国の補

助制度ですのでいつまでもっていうことはな

いと思います。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  ということは、金網とか網の内側で、もう

基本的には来ないような場所でも申請を出せ

ば通ると考えていいですかね。 

○委員長（才脇明美君） 

  中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  農林商工課、中谷です。 

  細かい話になるんですけども、事業の採択

でその対費用効果っていうのを出さなあきま

せん。で、農林被害がこんだけありますよ、 

 だからここ張りますよ、どれぐらいの金額で

張りますよっていう費用効果を見ます。 

  そこで採択されへんかったらもうそこは補
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助金がおりひんということなりますので、当

然被害がないところに張るっていうことはあ

りません。採択されることはないです。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  それって、事前予防じゃなくてあくまでも

被害があった際に申請して申請を通してもら

うという形でないと、この柵の申請はできな

いということですね。 

○委員長（才脇明美君） 

  中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  農林商工課、中谷です。 

  今おっしゃられるとおりでございます。国

の制度でございまして、そういうような被害

があったところに対しての防止というような

形で事前に予防するというような事業ではご

ざいませんので、今おっしゃられたようなと

ころについては対象にならないと。被害が出

て、それに対しての防護柵というような形に

なります。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  予算書 31ページをお願いします。 

  土木費の土木管理費かな、土木総務費の３

なのかな。土木災害予防事業、補助金として

町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金とい

うことで先ほど説明ございましたけども、非

常に急傾斜なところの横にあるようなお家と

かに移転をしてもらうというね、そういうと

ころに住んでる方に移転をしてもらうための

補助金っていうふうな内容だったかと思いま

すけども、これってそういうエリアに実際に

家が建っているところ、対象のお家って何軒

とかわかるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  中谷建設課長。 

○建設課長（中谷 匠君） 

  はい。建設課、中谷です。 

  土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾ

ーンにかかる土地の宅地等が、これ約ですけ

ど 500 ぐらいございます。住宅戸数ではなく、

建物 500筆。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  今 500 件っておっしゃったその数値の内訳

でいったら、例えば土地もあって家も建って

ます。そんなところも対象になってるところ

もあるし、家はなくて土地だけっていうふう

なところもありますやねんね。 

  で、土地だけっていうふうなとこやったら、

別に人住んでないから別に移転もへったくれ

も関係ないから、要は大事なのはその土地が

あって家があってそこに人が住んでるよとい

うところは、やはりこういうことをしてあげ

ないといけないねというふうに私はそう思っ

たんやけども、そういうふうな捉え方すると

500 件じゃなくてもう少し数は少ないという

ことでいいんですか、その辺りわかるんやっ

たらお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中谷建設課長。 

○建設課長（中谷 匠君） 

  はい。建設課、中谷です。 

  すいません、戸数が何戸というのはちょっ

と把握できておりませんが、そのレッドゾー

ンに 500 筆の土地なり住宅がある場合もあり

ますが 500 筆あるということで、宅地が 500

筆。はい。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 
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  これって移転、ほなもうそこ危険やったも

う私引っ越しますわ、川西行きますわ言うて

もこの補助金使える。 

  その辺りまず聞かせてください 

○委員長（才脇明美君） 

  中谷建設課長。 

○建設課長（中谷 匠君） 

  はい。建設課、中谷です。 

  他市には引っ越されるとかいう場合は、こ

の補助金は出ませんでして、町内転居が対象

になってございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  はい。あくまでも、町内への移動される引

っ越しされる場合のみ、この補助金を使わし

ていただけることに納得いたしました。 

  その場合、一軒当たり一軒当たり言うたら

おかしいな。１回、こっからほんならときわ

台引っ越しますわ言うたときに何ぼぐらい、

この補助金が１回当たり一軒が使わしてもら

えるのか、その辺りどうなんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中谷建設課長。 

○建設課長（中谷 匠君） 

  はい。建設課、中谷です。 

  まず住宅の除却で 97 万 5,000 円、あと家

屋の移転建替費用のローン利息分につきまし

て 421万円。一軒の予算でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  この補助金は、１軒だけを対象にしてます

というふうなことやけども、実際もっとたく

さんそういう対象のお家もあるんやったらも

うちょっと考えていかなあかんのかなあと思

ったりもするんやけど、その辺り今後のこと

やねんけども、どんなふうに考えておられる

んですか。 

  １軒だけやったら、これで誰か一軒ね、手

挙げて使わしてって使ったらもうこれで終わ

りで、ほかの人はちょっと移転したくてもこ

れ使えなくなっちゃうんかなと思ったりもす

るんだけど、今後のことやけどもどんなふう

に思っておられるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  中谷建設課長。 

○建設課長（中谷 匠君） 

  建設課の中谷です。 

  今ちょっと何年からちょっと始まってるか

っていうのがあれなんですけど、実績で２軒、

昨年度はございませんでした。はい。 

  一応そうそうあるものではないという予想

で、１軒の予算計上をさせていただいており

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんか。 

  私からまたいいですか。 

  先ほどの農業機械の件なんですけど、これ

機械だけに限るんでしょうか。 

  はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  農林商工課、中谷です。 

  新規就農者の豊能町独自でやってるやつは

機械です。 

  で、国のほうの認定新規就農者のやつは施

設とかの改修とか、そういったものも入りま

す。もちろんハウスとか、必要であれば農業

用の倉庫とかも入るかな。はい。で、あとリ

ースとか借りる、買うだけ違ってリースとか

そういうのもいけます。 

  結構経営の拡大っていうところなんで、機

械だけじゃなくてそういった出荷に関しての

必要な施設等の整備等にも使える事業になっ

ております。 

  細かいところはまた個別、そういう方おら

れたら個別で相談受けさしてもらって、その

都度調べさせていただきます。 
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○委員長（才脇明美君） 

  これ大体この 200、これ最後のこの金額の

予算は１件と思って見積もってはりますね。 

  はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  すいません、今お一人方は手挙げられてい

る方がもうおられまして、もう１人ぐらい出

てくる可能性があるということで、一応２名

分は出させていただいてます。 

  ただ、その認定新規就農者にまずならなあ

かんのでそこら辺のハードルがありますので

何とも言えないんですけども、意欲持ってる

方１人は、もうこれ手挙げさしてほしいとい

う方おられておりまして、もうひと方が今調

整中というところで一応２名分を計上させて

いただいているような形です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、わかりました。 

  もうほかにはございませんね。 

  ない、ないですか。 

    （「なし」の声あり） 

  ないようですので、休憩をしていきたいと

思います。 

  ３時半から再開いたします。 

  教育委員会、よろしくお願いいたします。 

  ありがとうございました。 

  （午後３時 18分 休憩） 

  （午後３時 30分 再開） 

○委員長（才脇明美君） 

  休憩前に引き続き、25 ページの児童福祉

施設費、26 ページの育成室運営費、35 ペー

ジの事務局費から 39 ページのスポーツ振興

費までについて、順次、御説明願います。 

  吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  教育総務課、吉澤です。よろしくお願いい

たします。 

  それでは座って御説明させていただきます。

すいません、よろしくお願いします。 

  それでは、私のほうからは教育総務課所管

の事業にかかる補正予算につきまして御説明

いたします。 

  御手元の補正予算書の８ページをごらんく

ださい。 

  第３表、債務負担行為補正の補正でござい

ます。 

  三つ目の小中一貫校施設整備発注者支援事

業につきましては、令和８年度の義務教育学

校開校に向け、東西両地区における小中一貫

校の施設整備を行うに当たり、設計業務、工

事監理業務および整備スケジュール管理等必

要な業務を行う技術者不足を補うため、各業

務支援を行う技術者の派遣を委託することに

より本事業を円滑に執行するものです。 

  次に、補正予算書の 35 ページをごらんく

ださい。 

  款 10．教育費、項１．教育総務費、目２．

事務局費の２．学校園管理事業のうち節 12

業務委託料は、先ほど債務負担行為補正で説

明しました小中一貫校施設整備発注者支援事

業の初年度分の費用でございます。 

  また、同じ事業の節 11．通信運搬費と節

17．機械器具費につきましては、学校園等施

設通信環境改善事業で、GIGA スクール構想

に基づくタブレット端末を活用した授業を推

進していく上で、学校の通信環境が十分に整

っていないところがあることから、学習者用

のモバイルルーターを配備し学習環境の改善

に努めるものです。 

  続きまして、補正予算書の 36 ページをご

らんください。 

  款 10．教育費、項２．小学校費、目１．

学校管理費の２．小学校管理事業の節 10．

給食費は、コロナ禍における食材費高騰の影

響により値上がりした給食材料費を補填し、

保護者負担分に影響が及ばないようにするも

のです。 

  同じ事業の節 12．業務委託料と節 14．工
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事請負費は、西地区小中一貫校整備に伴い、

令和６年７年度に吉川中学校の生徒が光風台

小学校において学習するため、光風台小学校

に必要な施設改修を行うものです。 

  光風台小学校の改修工事内容について、委

員の皆様の SideBooks に小学校の改修予定案

の図面を入れておりますので、簡単ですが御

説明させていただきたいと思います。 

  ごらんいただきますでしょうか。 

  ３枚、図面があるかと思います。 

  よろしくお願いします。 

  主なところだけですけれども、御説明させ

ていただきます。 

  色がありますが、黄色の部分が主に小学生

が使用する部分、緑色の部分が主に中学生が

使用する部分、それから薄ピンク色の部分が

共用部分を予定しております。現行特別教室

になっているところを普通教室として活用す

る部分につきましては空調を設置し、小学生

用のトイレを中学生用に改修をしたりですね、 

 ２階部分の１枚目が１階、２枚目が２階、３

枚目が３階になってます。 

  ２階部分の左側先端部分のところです。 

  現行 PC 教室、パソコンルームになってい

るところを中学校の職員室に改修を予定して

おります。 

  また１階部分です。１枚目に戻っていただ

きまして左側先端部分、現行ふれあいルーム

として活用しているところですが、ここをコ

ンピューター室兼多目的室に改修するなど、

子どもたちが活用しやすいような現場になる

ように、できる範囲内で改修工事を進めてい

こうと考えております。 

  はい、簡単ですが図面のほうの説明以上と

させていただきます。 

  続きまして、補正予算書の 36 ページをご

らんください。 

  款 10．教育費、項３．中学校費、目１．

学校管理費の２．中学校管理事業の節 10．

給食費は、先ほど説明しました小学校の給食

と同じように、コロナ禍における食材費高騰

の影響により値上がりした給食材料費を補填

し、保護者負担分に影響が及ばないようにす

るものです。 

  同じく節 18．補助金は、中学校給食の無

償化を実施するための補助としての予算です。 

  続きまして、補正予算書の 37 ページをご

らんください。 

  款 10．教育費、項４．幼稚園費、目１．

幼稚園管理費の４．ふたば園管理事業の節

10 の修繕料は、ふたば園職員室の照明器具

の LED化を行うものです。 

  私のほうからの説明は以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい、こども育成課の竹内です。 

  私も失礼しまして着座にて御説明させてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、こども育成課の関連部分につい

て御説明いたします。 

  債務負担行為から御説明いたしますので、

補正予算書８ページにお戻りください。 

  この表の中の１番下の欄、第３期子ども・

子育て支援事業計画策定事業でございます。 

  現在の第２期子ども・子育て支援事業計画

が令和６年度で終了いたしますので、第３期

として令和７年度から 11 年度までの計画を

策定するものでございます。今年度はアンケ

ート調査を予定しております。 

  続きまして、歳出の御説明をいたします。 

  補正予算書 25ページをごらんください。 

  款３．民生費、項１．児童福祉費、目２．

児童福祉施設費、説明欄３の吉川保育所運営

事業でございます。 

  節 10．需用費の消耗品費 142万円は、吉川

保育所での使用済み紙おむつを保育所で処理

するための消耗品費でございます。 
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  節 12．業務委託料 876万円は、保育士不足

を解消するため、派遣会社と契約し保育士の

派遣を求める費用 557 万 6,000 円および保育

士の負担軽減を図るため、給食、清掃等の補

助を委託するものでございます。 

  節 14．工事請負費 10 万 6,000 円は、老朽

化した給湯器１台を交換するものです。 

  節 17．備品購入費の庁用器具費 134 万

9,000 円は、先ほどの消耗品費と同様に、吉

川保育所での使用済み紙おむつを保育所で処

理するための機械を購入するものです。 

  目４．育成室運営費、説明欄２の留守家庭

児童育成室管理事業でございます。申し訳あ

りません。補正予算書は 26 ページをごらん

ください。 

  節 12．委託料の業務委託料 200万 2,000円

は、光風台留守家庭児童育成室において新１

年生の利用者が例年より多くなりました。こ

のため、小学校の授業後、光風台小学校の教

室と小学校の敷地内にあります留守家庭児童

育成室を同時に使用することになり、不足す

る支援員を補うため委託するものです。 

  節 13．使用料及び賃借料の物件使用料８

万円は、経年劣化で古くなった携帯電話４台

分の契約を新たに結ぶものです。 

  節17．備品購入費の庁用器具費 38万9,000

円は、先ほどの業務委託料と同様に、光風台

留守家庭児童育成室で利用者が増えたことに

伴い、座卓の購入、夏休みの間に使用する教

室の床にフロアマットを購入し、子どもたち

の環境をよくするためのものです。 

  続きまして、補正予算書 37 ページをごら

んください。 

  款 10．教育費、項４．幼稚園費、目１．

幼稚園管理費の説明欄の３．ひかり幼稚園運

営事業でございます。 

  節 17．備品購入費 485万 3,000円のうち、

ひかり幼稚園の機械器具費 17万5,000円は、

ひかり幼稚園の通園バス内への園児置き去り

防止対策として、安全装置を設置するもので

す。 

  同じく説明欄の５．ふたば園運営事業でご

ざいます。 

  節 10．需用費 111 万円のうち消耗品費 67

万 1,000 円は、ふたば園での使用済み紙おむ

つを園で処理するための消耗品費 56万 1,000

円とふたば園幼稚園部の園児の送迎用車両の

スタッドレスタイヤ一式 11 万円です。また、

機械器具費 324 万 9,000 円は、ふたば園の送

迎用車両に車内への園児置き去り防止対策と

して、安全装置を設置する費用 17万5,000円

と送迎用車両購入費 300 万 307 万 4,000 円で

す。 

  続いて歳入を御説明いたします。 

  補正予算書は 13 ページをごらんください。 

  款 15．使用料及び手数料、項１．使用料、

目７．教育使用料、節２．幼稚園使用料の説

明欄の４．ふたば園通園バス使用料４万

2,000 円は、ふたば園幼稚園部の園児送迎費

用の保護者負担分です。６月議会で条例改正

をいたします。 

  補正予算書 14ページをごらんください。 

  款 16．国庫支出金、項２．国庫補助金、

目１．民生費国庫補助金、節２．児童福祉施

設費国庫補助金の説明欄の１．保育対策総合

支援事業費国庫補助金 44 万 9,000 円は、歳

出で御説明しました吉川保育所運営事業の庁

用器具費、使用済み紙おむつを処理するため

に購入する機械の金額になります。 

  同じく節３．育成室運営費国庫補助金の説

明欄の１．子ども・子育て支援交付金国庫補

助金 82 万 2,000 円は、歳出で御説明しまし

た留守家庭児童育成室管理事業の業務委託料

200 万 2,000 円、物件使用料８万円、庁用器

具費 38万 9,000円にかかるものです。 

  同じく目４．教育費国庫補助金、節３．幼

稚園費国庫補助金の説明欄の１．保育環境改

善等事業 17 万 5,000 円は、歳出で御説明し



65 

ました、ふたば園運営事業の園児送迎用バス

の園児置き去り防止のための機械器具購入に

かかるものです。 

  同じく説明欄の２．保育対策総合支援事業

費国庫補助金 44 万 9,000 円は、歳出で御説

明しました、ふたば園運営事業の機械器具費

のうち使用済み紙おむつの処理を行う機械の

購入にかかるものです。説明欄の３．こども

の安心・安全対策支援事業国庫補助金 17 万

5,000 円は、同様に歳出で御説明しました、

ひかり幼稚園の通園バスの園児置き去り防止

のための機械器具費購入にかかるものです。 

  補正予算書 15ページをごらんください。 

  款 17．府支出金、項２．府補助金、目１．

民生費府補助金、節７．児童福祉施設費府補

助金の説明欄の２．保育対策総合支援事業費

府補助金 44 万 9,000 円は、歳出で御説明し

ました吉川保育所運営事業の庁用器具費、使

用済み紙おむつの処理を行う機械の購入にか

かるものです。 

  節８．育成室運営費府補助金の説明欄の２．

子ども・子育て支援交付金府補助金 82 万

2,000 円は、歳出で御説明しました留守家庭

児童育成室管理事業の業務委託料、物件使用

料、庁用器具費にかかるものです。 

  補正予算書 16ページをごらんください。 

  目８．教育費府補助金、節２．幼稚園管理

費府補助金の説明欄の２．保育対策総合支援

事業費補助金は 44 万 9,000 円、これは歳出

で御説明しました、ふたば園運営事業の庁用

器具費のうち使用済み紙おむつの修理を行う

機械を購入する分にかかるものです。 

  私の説明は以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、峯義務教育課長。 

○義務教育課長（峯亜希子君） 

  義務教育課の峯です。 

  まず初めに、歳出の御説明をさせていただ

きます。座らせていただきます。 

  補正予算書の 35 ページをごらんください。 

  款 10．教育費、項１．教育総務費、目２．

事務局費の５．学校教育充実事業でございま

す。 

  節７．報償費の報償金 82 万 7,000 円は、

読書活動推進事業協力員の謝礼 27 万円と中

学１年生から３年生を対象に実施する英語検

定の検定監督員謝礼等 55万 7,000円です。 

  節 11．役務費の手数料 79 万 1,000 円は、

英語検定の受講料を一部補助するものです。 

  節 12．委託料の業務委託料 770万 4,000円

は、小学１年生から中学３年生まで、児童生

徒に対して、年に１回、学力、体力、学校生

活の調査にかかる業務委託料が 218 万円と、

学校の ICT 化を推進するための ICT 支援員等

の派遣に伴う業務委託料 552 万 4,000 円にな

ります。 

  次に、説明の 12．保幼小中一貫教育推進

事業でございます。 

  節１．報酬の非常勤職員報酬 69万6,000円

は、学校運営協議会の委員報酬になります。 

  節７．報償費の報償金 199 万円は、学校運

営協議会顧問謝礼が 36 万円と教育フォーラ

ム講師謝礼が 13 万円、令和８年度の義務教

育学校開校に向けて校歌および校章作成にか

かる謝礼が 150万円です。 

  続いて、歳入を御説明申し上げます。 

  補正予算書の 15 ページをごらんください。 

  款 17．府支出金、項２．府補助金、目８．

教育費府補助金、節１．事務局費府補助金の

説明欄４．大阪府新子育て支援交付金 49 万

7,000 円は、歳出で説明しました学校教育充

実事業および保幼小中一貫教育推進事業に対

する補助金です。 

  説明は以上でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、千歳生涯学習課長。 

○生涯学習課長（千歳あや乃君） 

  はい。生涯学習課、千歳です。 
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  私のほうからは、生涯学習課の関連部分に

ついて説明いたします。着座にて説明させて

いただきます。 

  補正予算書は 38 ページをごらんください。 

  款 10．教育費、項５．社会教育費、目３．

公民館費の２．西公民館管理事業でございま

す。工事請負費として 1,000 万円を計上して

おります。内容につきましては、西公民館に

設置しております非常用自家発電設備の更新

工事およびモジュールチラー冷温水ポンプの

部品交換にかかる費用でございます。 

  続きまして、目４．図書館運営費の２．図

書館運営事業でございます。消耗品費として

80 万円を計上しております。内容につきま

しては、書籍購入費用となっております。こ

のうち 50 万円を子育て初めて絵本貸出事業

にかかる費用として計上しております。この

事業は、乳幼児から中学校卒業までの児童生

徒およびその保護者を対象として、子どもた

ちに切れ目なく自然と読書習慣が身につくよ

うな環境を整えるための資料の充実と資料を

活用した子育て支援を行うことを目的として

おります。 

  続きまして、項６．保健体育費、目１．ス

ポーツ振興費の３．シートス管理事業でござ

います。業務委託料として 300 万円、工事請

負費として 2,000 万円を計上しております。

内容につきましては、スポーツセンターシー

トスにあります受変電設備の老朽化に伴う更

新工事および工事にかかる設計工事監理業務

となります。 

  説明のほうは以上でございます。 

  御審議いただき御決定賜りますよう、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  これより質疑を行います。 

  はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  まず一点目のみお願いしたいと思います。 

  36 ページ、中学校給食の件でございます。 

  無償化いうことで 1,500 万円ほど上がって

おるんですけれども、この内容について聞き

ます。よろしくお願いします。 

  これは中学校、吉川中学校への無償化とい

うことになるのか、あとは東能勢中学校では

小学校５年生、６年生一緒にいてますけれど

も、そこのところの兼ね合いについても、お

伺いします。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  はい。教育総務課、吉澤です。 

  中学校給食費ですので、吉川中学校の中学

生、東能勢中学校の中学生それぞれの給食費

の無償化ということで補助する予定です。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  わかりました。中学校は両方ね、同じよう

にいうことで了解ですが、同じ中学校に通っ

ている５、６年生については従来どおりの給

食、小学校での給食と同様にされるというこ

とでよろしいんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  はい。教育総務課、吉澤です。 

  はい。委員のおっしゃるとおり東能勢中学

校にいてる５、６年生の子は、小学校で小学

生ですので、小学校給食費と同じような扱い

をさせていただきます。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  これは、吉川中学校の皆さんが光風台小学
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校へ行くまでの補助金ということになるので

すか。ちょっとそこのところをお聞きいたし

ます。 

  本来、中学生が光風台小学校のほうに移り

ますね。それはまだ先ですけれどもそれまで

のことでやるんですか。一緒に給食をできる

までの補助ということなのか、その辺お聞き

したいと思います。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  教育総務課、吉澤です。 

  今年度の事業としての予算を上げさせてい

ただきましたので、今年度分だけです。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  計画としてはどうなのか。どうですか。 

  はい、仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  はい。こども未来部、仙波です。 

  こんにちは。 

  今回上げております中学校費の給食費の支

援事業の補助金につきましては、町の子育て

施策として、豊能町の中学校に通われる給食

については無料にするという施策で始めてお

ります。 

  ここに載っているのは今年度の事業費にか

かる分でございますけれども、町の施策とし

て、光風台に移転するかとかそういうふうな

形で始めるのではなく、あくまで豊能町が行

う子育て支援施策の一環として行うものでご

ざいます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  要は今まではそうじゃなかったけども、今

年からこういうことをやろうというふうなこ

となのかな。それはどういった理由でそうい

うふうな方向性になったのか、その辺りはど

ういった、何か考え方があるんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

  こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  はい。こども未来部、仙波です。 

  豊能町として、今後子育て施策をどのよう

に進めていくかというのを豊能町内で全体的

に検討いたしまして、その結果として中学校

の給食、豊能町立中学校に通う中学生の給食

については無料にしていこうということで今

回予算を上げて、予算を計上させていただい

ているところです。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  小学校については、それは計画はもう全く

度外視されてたいうことなんですか。計画に

はなかった。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  こども未来部、仙波です。 

  小学校も含めてすべてできれば一番、町と

しても子育て的にはいいことであると思うん

ですけれども、財源等々含めてこちらのほう

で検討した結果、今回始めるのはまずは中学

生からということで今回予算を計上させてい

ただいております。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  今検討されたということですけど、方法と

しては、小学校だけ、中学校だけ、小中学校

という３種類が多分あると思うんですけど、

その中で検討された中で中学生が少なくて予

算が一番少ないからということで今回は中学

生という考え方でよろしいんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、仙波こども未来部長。 
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○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  こども未来部、仙波です。 

  中学生のほうが人数が少ないっていうとこ

ろもあるんですけれども、町全体の予算枠を

考えた段階で今現在において実施できる施策

は中学生の給食無償化ということで、予算の

ほうは計上しております。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  これは私の意見ですけどね、なんで給食費

の無償が子育て支援になるのかね、その根本

を教えていただきたい、その発想の根本を。  

  どういうお考えでこうなったのか、なぜ子

育て支援になるのか。単にお金がかからない、

だから子育て支援ですか。ようわからない私

は、給食に対する考え方ってのがね。これを

無償にすることがなぜ子育て支援になるのか。 

  まずお考えをお聞かせください。なるほど

なってのが、ぜひわかるようにお願いいたし

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  こども未来部、仙波です。 

  今コロナ禍であるとか物価高騰等々で住民

の皆様、生活のほうが厳しい状況であるとい

うことは重々承知しておるところでございま

す。 

  その中で中学生につきましては、給食費も

負担の一環になっているところで考えており

ます。その中で給食費が無償になることで、

町の施策としてそれが子育て支援策の一環に

なるというところで考えて実施しているとこ

ろでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君）  

  なぜ給食費を支援することが子育ての支援

になるんですか。 

  子育ての支援という意味を聞いてんです。

子育てにお金がかからないからそれが支援だ

っていう町の発想ですか。要するに給食費か

からなくなった、そんだけ浮いたと。だから

子育て支援というのは、町の見解ですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  こども未来部、仙波です。 

  中学生になりますと、当然高校受験を控え

てもちろん勉強の負担であるとかそういった

家庭の負担も増えてくるというところを考え

て、子育て支援の施策になるというふうに考

えまして、今回給食費の無償化という施策を

考えた次第でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、秋元副委員長 

○副委員長（秋元美智子君） 

  家庭によって違うわけだから、それだった

ら給食費の無償なんて言わないで、中学生対

象に補助金出したほうがよっぽどいいじゃな

いですか。何もこれに限定することないでし

ょ。もしかしたらそれこそ別な意味でね。困

ってる困ってってなんかそっちに使いたいと

思ってる人いるでしょ。基本的になんで給食

費が子育て支援になるのか。私わからないわ。 

 誰の誰に対する支援なんですか。 

  まあいい、もう考え方が違うんだから、発

想そのものが違うんだから、別に見解を求め

てるわけです。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  はい。教育長、森田です。 

  今、秋元副委員長のお尋ねの、なぜその給

食費のね無料化が子育て支援になるのかとい

うようなお尋ねでございますが、給食やはり、

たくさん子育てをしていただくためには、い
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ろんなお金がかかると思います。 

  そのうちの一つとしましてね、給食費の無

償化、中学生になりますと部活動、あるいは

修学旅行、教材費、あるいは習い事、いろん

なところにお金がかかるというふうに思いま

す。 

  そのうちのいろんな子育て支援の策はある

と思いますが、一つとして、まず中学校の給

食費の無償化というものを今回検討いたしま

して、計上をしておるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんか。 

  はい、管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  給食にはね、私会計と公会計ありますよね。 

  委託料とか 2,000 万ぐらいかかってるのか

な、一富士さんに。この今まで私会計でやっ

てたものの残金ってありますよね。そういう

のをみんな精算してしまうっていうことなん

ですか。 

  一食 310 円かな、掛ける 20 日分ぐらいを

毎月保護者からいただいてますよね。その分

を負担するっていうことなんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  こども未来部、仙波です。 

  はい、おっしゃるとおり、保護者からいた

だいている給食費を無償にするという形にな

ります。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  これは何月からで、それで今まで翌月分ぐ

らいは残してあると思うんですね。その分も

みんな精算してしまうんですか、今後。 

○委員長（才脇明美君） 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  こども未来部、仙波です。 

  この予算書 35 ページをごらんいただけれ

ばおわかりいただけるように、ここに中学校

給食費支援補助金という形になっております。 

 補助金という形になっているのは、いわゆる

さっき議長がおっしゃられた、いわゆる私会

計の部分、給食会の。そこに町から補助金を

支給するという形で、給食費会計はそのまま

給食の食材購入等に充てていくというふうに

考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんか。 

  はい、池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  すいません、あちこちにあるんですけど、

子どものおむつの件ですよね。 

  おむつ処理の機械っておっしゃってるんで

すけど、これ機械ってどういったものなのか、

ちょっとまず教えていただいてよろしいです

か。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい、こども育成課の竹内です。 

  機械は大きさから言うと 50 センチ、高さ

90 センチ、奥行きも 50 センチぐらいで、イ

メージ的には紙を処理するシュレッダーのよ

うなものです。そこに専用のフィルムがセッ

トして密封していく、そういうタイプの機械

を考えております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  ということは、あくまでもそれはそういう

処理だけして、最終的には普通の可燃ごみで

出すっていう形のその手前、そのままでは出

さずに一旦処理をした上で出す機械っていう
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ことでよろしいですかね。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい、こども育成課の竹内です。 

  はい。議員がおっしゃるとおりです。 

  一つずつパックにして、それを最終的には

通常ごみで出すというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  それをおむつを出すときには、そういう処

理をしないと出せないっていうことでその機

械を購入するということでよろしいですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい、こども育成課の竹内です。 

  必ずしもそういう処理が必要ではないかと

思うんですが、ただその紙おむつ、今は毎日

お持ち帰りいただいておるんですが、保育所

でそれを保管するとなると、やはり臭い等の

漏れたり、衛生面等があります。 

  それを収集前一週間であれば置いておくの

にそういうパック、真空パック、すいません

密封パックするのであれば、臭い漏れ等がな

いということを考えて、こういう機械を今検

討しております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  直接は関係ないんですけどこの説明資料の

ですね、何番目や、31 番目ですかね。31 項

目め。吉川中学校の改修、これいわゆる光風

台小学校の件ですよね。 

  これ「費用な施設改修」って書いてあんね

んけど、これは誤字、単なる誤字ですね、こ

れ。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  こども未来部、仙波です。 

  申し訳ありません。「必要な施設改修を行

う」の誤りです。 

  申し訳ございません。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  いやこれだけ読んでたら、どんなこれ改善

のことを意味してんのかちょっとわからんか

った、ようわかりました。 

  はい、必要なね。はい、了解です。ありが

とうございます。 

  そしたら本論に行かしてもらいます。 

  補正予算書 37 ページをお願いいたします。 

  教育費、項．幼稚園費で、目１．幼稚園管

理費になりますかね、の説明欄の３番目です

か、ひかり幼稚園運営事業で機械器具費 17

万 5,000 円。先ほどの説明では、通園バスの

置き去り防止っていうね、その装置を付けま

すっていうふうなことでございます。まあえ

え事やな思います。私も一般質問でね、言わ

してもらったまさにあれかなと思ってますけ

ども、これって実際、金額的に安いんですけ

ども、もう言うたらもうすぐ付くようなそん

なもんなんですか、いつ頃付けはるのかその

辺りちょっとお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい、こども育成課の竹内です。 

  機械につきましては、国土交通省のガイド

ラインがありまして、今考えてる機械につき

ましてはこの金額内で収まると思います。 

  予算お認めいただきましたら、あと速やか
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に手続を進めていきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  それで関連の質問になりますが、ひかり幼

稚園が３番、で次５番目がふたば園運営事業。

ふたば園運営事業につきましては、この説明

資料にも書いてありましたけども、東地域の

希望ケ丘以外かな、の旧村地域かな、の子ど

もさんの幼稚園の子どもさんかな、の送迎を

するということで車を購入しますわというの

が機械器具費かなということだったと思うん

ですけども、これは何台ぐらい考えてはるん

ですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい、こども育成課の竹内です。 

  車両につきましては、購入は１台を考えて

おります。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  実際、東地域の旧村地域にどんだけの、お

子さんいらっしゃるんかわからないけど、１

台で全部くまなく乗せてあげれるようなこと

がいける、時間的に大丈夫なのか、その辺り

どうなんですかね。 

○委員長（才脇明美君） 

  竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい、こども育成課の竹内です。 

  現在在籍している子どもさんの数等を考え

てもこれ１台で現時点では大丈夫だと思いま

す。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  そしたらこの１台の車でガーッて、牧行っ

たり、寺田にもいてるかどうかわからんけど、

野間口行って、高山にもいてるかどうかわか

らんけど行って、切畑にも行ってね、余野は

近いからあれやけどもね、その１台でずーっ

と全部ぐるぐるぐるぐる回って、ふたば園に

行くっていうそんなふうな考え方いうことな

んすかね、そしたら。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい、こども育成課の竹内です。 

  はい、おっしゃったとおり通ってきている

子ども、お住まいの場所がそれぞれ異なりま

すけれども、今想定しているのは、迎えに９

時頃出て、園が始まる、幼稚園部が始まる時

間には着いてと。また、逆に送るときも同じ

ような感じで回れるようなことを考えており

ます。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  あと、例のひかり幼稚園の通園バスの置き

去り防止の件と関連してくるんですけども、

置き去り防止装置というのは今回のこのふた

ば園の送迎車両は該当しない、その辺りちょ

っと確認、要はここもつけなあかんのか、そ

の辺りちょっと確認をお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい、こども育成課の竹内です。 

  ふたば園で想定している車についても、こ

れは装置をつける必要があります。はい。こ

れもそれを設置するように方向で考えており

ます。 
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  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ちなみに、この防止装置つけなければなら

ないのか、なんかその車両に乗る子どもの数

か何かいうそんなんがあったんか、ちょっと

私ちょっと記憶ないんやけど、それって何人

以上の子どもが乗るときに乗るような車をつ

けなあかんとかいうふうなルールがあったん

ですかね、ちょっとその辺りも確認させてく

ださい。 

○委員長（才脇明美君） 

  竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい、こども育成課の竹内です。 

  ３列以上の車両については、この保育所、

こども園等であれば３列以上の分については

設置する必要があります。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中澤委員。 

○委員（中川敦司君） 

  これでいくと、ぐるぐるぐるーっと寺田も

行って川尻も行かなあかんやろうけども、切

畑もね。大体所要時間大体どれぐらい、１番

長い人で何時間、何時間もかからへんか、何

十分ぐらい乗りはる子どもさん時間になるん

ですかね。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい、こども育成課の竹内です。 

  今試算といいますか、しておる子どもさん

がいてるところでいきますと、園を出て戻っ

てくるので片道約９キロになります。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  時間を聞いてるんですけど。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい、こども育成課の竹内です。 

  先ほどの運行の想定でいきますと、大体

30分程度ぐらいかなと思います。 

  はい。以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  30 分ね。ちょっとバスに 30 分いいますか

車に 30 分ゆられるっていうふうなことかと

私は当然そのように解釈したんやけども、そ

うなってくるとちょっと何年前や、前の町長

がいてはるときに１小１中やなくて２小２中

というね、もともとそんな考え方やったけど

も、あんとき１小１中にしたらこっちの東地

域の人はバス乗っていかなあかんからバス乗

ったらちょっと頭がどうのこうのなるよみた

いなそんな話もあって、ちょっとその辺の整

合性は私大丈夫なのかなと、今回のこのね送

迎バスね思ったんやけどその辺りは大丈夫な

んですかね。そんなふうな話も聞いたからち

ょっと余計にちょっと心配やねんけども大丈

夫なんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  はい。こども未来部、仙波です。 

  これから保護者等の意向も確認していくん

ですけども、そのときに最適な形で要はバス

に乗って幼稚園に行けるような形で検討して

いきたいと考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  関連して何点かお伺いしますけれども、ま

ず 30 分乗ってるってことは、１番最初に乗

った子どもさんがつくまでの間のトイレが、

もしとかいう場合、途中から乗ったお子さん、

でも、そういう可能性も出てくるんですけど、
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トイレがもししたい途中でしたいとなった場

合の対応等ですね、ていうのが一つと。 

  これバス出されるんですけど、これはあく

までもあれですよね、保護者さんが利用した

い方に関しては利用してもらって、個人で送

迎するっておっしゃるところは個人で送迎し

てもらうになると思うんですけれども、例え

ば、ふだんは個人で送迎するけどたまにバス

乗したいよとか、逆にふだんは乗してるけど

今日は送迎するよとか、そういうような感じ

のことも今後起こってくると思うんですけど、

そういった場合の対応等はどういうふうに考

えられておりますでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい、こども育成課の竹内です。 

  はい、まずトイレについてですけれども、

まだ具体的にどうするかというのは決めてお

りませんが、ただ、ひかり幼稚園でも同じよ

うにバスを運行しております。先日も私も同

乗しましたが、そこにはまずは救急、怪我し

たときとかの救急セットであるとかそういう

ことも装備しておりますので、そういう点に

つきましては、また実際運行についてはひか

り幼稚園の分を参考にして考えていきたいと

思っております。 

  ２点目の利用ですが、おっしゃったとおり

保護者さんが御希望される方になります。こ

の日だけ使いたいということにつきましても、

それもまた今後は考えていきたいと、可能で

あればそのようにしていきたいというふうに

考えております。 

  すいません、ひかり幼稚園と同じように保

護者の方が送られる分については、それは同

じようにそのようにしていただければと思っ

ております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  いいですか。 

  はい、幼稚園のバス、私はとてもこれはい

いことだと思うんですね。私の周りの若いお

母様がこっちへ引っ越してきても、都会から

引っ越してきてますから車の免許を持ってな

いんですよね。これはもうとても今から今か

らの時代、若い人をこちらに呼ぶにはとても

いいことだと思いますし、トイレの関係です

けど、私たち私切畑では茨木のサニー幼稚園、

サニータウンからずっと来てました。 

 そして私の友達や希望ケ丘の子どもたちは、

サニー幼稚園行く子も多かったです。 

  その辺をちょっとちょっと検証されて、お

しっこのこととかは。そして時間、サニー幼

稚園ですからやっぱりこっから 30 分は絶対

かかりますよね。それもちょっと検討された

らいいと思います。 

  そしてやはり、本当に若いお母さんは、都

会から来る人は車の免許は持ってないです。 

 だから、とてもいいことだとは思うんですが、  

 すいません。余談でした。 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  紙おむつのほう、ちょっと内訳聞きたいん

ですけども、こちらの資料のほうでいくと、

吉川保育所は 276 万 9,000 円、ふたばのほう

が 191 万円ね、なってますねここに上がって

ますわね。 

  このうちの今おっしゃった機械があります

よね、包むような。その残りがそっくり処理

費って思ったらいいんですか、１週間に１回

の。その処理費は今後かかっていく経費とい

うふうに理解することになっちゃうんだけど、

ここら辺の辺りちょっと御説明お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい、こども育成課の竹内です。 

  吉川保育所もふたば園も機械は３台購入す
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るようにしております。 

  この差額につきましては、在籍している子

どもの人数が違いますので、その機械に使う

消耗品、それの量の差でそこで金額が差が出

てきます。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  それでは１台幾らなのかちょっと再確認さ

せていただきますと同時に、さっき１週間置

いておくって言ってたんだけども、これなん

で１週間、事業系のごみだから。 

  そこだけちょっと確認します。一般ごみで

は出してないってことですよね、私たちのよ

うに。確認します。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  機械につきましては定価で税込み 46 万

2,000 円です。１週間置くのはおっしゃった

とおり回収が１週間でありますので、週に一

度お出しするということになります。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  吉川保育所のほうは３台、ざっと計算して

３、５で 150万。 

  残り 120 万は何なのか、私の計算が間違っ

てるのか。お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい、こども育成課の竹内です。 

  すいません、ちょっと私の説明が不足して

おりました。 

  吉川保育所もふたば園も機械は３台です。 

○委員長（才脇明美君） 

  秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  私が知りたかったのは、紙おむつって重た

いですわね。処理費がかなりかかると思うん

ですよ。処理の費用に対して、それ一体どの

ぐらいかかるのか今後どれがかかっていくの

かを自主的に知りたいもんですから質問して

ます。質問の趣旨はそういうことです。 

  計算するとざっと計算、子どもの人数関係

あるんでしょうけども、ちょっと金額的にも

大きい金額に思えるものですので質問してま

す。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい、こども育成課の竹内です。 

  消耗品の金額の差は、機械代は両方とも同

じ 134万 9,000円になります。３台でです。 

  ふたば園のほうの消耗品、先ほどのパック

する金額ですけれども、これは 56 万 1,000

円、吉川保育所が 142 万円。これは子どもた

ちの数が、吉川保育所であれば在籍している

子どもが 105 人、ふたば園であれば 51 人と

人数が違いますので、そこで差が出てくると

思います。 

  その出た紙パックした分については、通常

のとおりごみとして環境課のほうに渡してお

りますので、そこの部分はふだんと変わらな

いと思います。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、大西政策監。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  はい、大西でございます。 

  当然のことながら、保育所、幼稚園からお

むつっていうのは、御自宅へ持って帰ってお

られて御自宅から出しておられましたので、

豊能町全体のごみ量が増えるというものでは
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ありません。ですので、処理量というのはも

う変わらないのではないかなというふうには

思っております。 

  参考までにですけど、１トン当たり大体、

あそこの国崎クリーンセンターへ出している

ごみ量からいうと１トン当たり大体４万円ぐ

らいかなあというふうに、試算ではしており

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  すいません。こども未来部、仙波です。 

  保育所と幼稚園から出たおむつにつきまし

ては、要するに公共施設から出たごみという

形で、今公共施設全体のほうを環境課のパッ

カー車のほうにお願いをしまして、猪名川上

流の広域ごみ処理施設のほうにお持ちしてお

ります。 

  今回、このおむつの分につきましても公共

施設から出たごみということで、要は公共施

設から出たごみということで、環境施設組合

のほうに持っていくということになりますの

で、これだけによる処理量、処理にかかる費

用というのはかからないです。 

  ただ、ほかの公共施設の燃えるごみ等々と

同じように、環境施設組合に持っていってそ

こにかかる費用というのはかかるんですが、

産業廃棄物みたいにこれについてだけ別途費

用がかかるというわけではございません。 

  環境施設組合で処理する費用というのは、

先ほど大西住民部長が申し上げたとおりです。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  紙おむつのことが話題になったときに、新

聞を見ると各施設の中で処理費が、処理費で

すよ、この話じゃなくて。処理費が施設にか

かってくるからちょっと考えてますっていう

報道があったもんですから、今回どうかなと

いうふうな質問ですが、うちの場合はそれは

一切関係ないということですね、まず１点。 

  ただ今後は、機械はそれぞれそろえました

けど、それを包むパックにするためにお金が

かかるわけですね。新たに毎年、吉川のほう

は 142 万、人数が変わらなかった場合ですよ、

142万。ふたばのほうは 50万円、ほぼ。これ

は今後かかってくることには変わりはないで

すね、新たな経費。そこの確認をします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  はい。こども育成課、竹内です。 

  はい、おっしゃるとおり、この処理をする

パック代っていうのは、はい。今後かかって

きます。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  ちょっと別な項目に移らせてもらいます。 

  補正予算書の 35 ページをお願いいたしま

す。 

  これ目が事務局費やね。事務局費の中のこ

の右端の２項目めですが、やったかな。学校

園管理事業、11 番が通信運搬費となってま

したけども、この学習用モバイルルーターっ

ていうふうに何か説明されたかなと思います

けども、これは何台ぐらいを想定されている

金額なんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

  吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  はい。教育総務課、吉澤です。 

  町全体として 20 台を購入予定をしており

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 
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○委員（中川敦司君） 

  ちょっと私、頭混乱しているかもしれない

からちょっともし違ってたらごめんなさい、

ちょっと修正をお願いします。 

  もともと学校でこのタブレット端末を使う

ときに、何か一斉に何か使う通信がうまくい

かへんみたいな事があったようなことがあっ

て、それは何とかせなあかんねって言うてま

したよね。それは覚えてんねんけども。 

  それ用にこのモバイルルーターを用意する

のか、それとも各御家庭で何かそういう通信

機器がないような方にこれを使って 20 人の

方みたいなそういうふうな位置づけなのか、

それどっちなのかちょっとそれを整理してい

ただけますか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  教育総務課、吉澤です。 

  今回上程しております分は、学校での通信

環境があんまりよくないので、学校で使用す

る際の通信の補助として設置する分です。各

家庭への貸出しの分ではありません。それは

もう以前に購入しておりまして、事務局のほ

うでストックしております。希望がありまし

たら学校を通じて申請していただいて、お貸

しするということになっております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  そうしましたら GIGA スクール構想かな、

あれで通信、高速通信ネット網の整備をして

これが教室やとしたら、教室のどっかに何か

そのね、電波発信する無線 LAN 装置があるん

やけども、それだけではうまくいかへんから、

さらにもう１台か２台かわからんけどそのモ

バイルルーターをその教室に持ち込んで、あ

っちの電波からも電波取れるようにするしこ

っちからでも電波取れるよみたいなそんなふ

うにして授業をする、タブレットを使うとい

うそういうふうな位置づけですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  教育総務課、吉澤です。 

  はい、委員のおっしゃるとおりです。 

  今整備している無線 LAN ではちょっと容量

的に足りませんので、可動式のモバイルルー

ターを置くことによって違う場所からも電波

を拾って通信環境を良くするというものです。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  注意せなあかんのは、例えば 30 人子ども

さんねタブレットを持ってはって、いわゆる

Wi－Fi の電波の設定によっては全員があっ

ちやいうふうな場合もあるから、ＡさんＢさ

んＣさんはあっちから取ってねと、Ｄさんと

ＥさとＦさんはこのモバイルから取ってねみ

たいなそんな設定を場合によってはせなあか

んわけなんやね、授業のときに。それはどう

なんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  はい。教育総務課、吉澤です。 

  一応設定はしております。近いところから

取るような形になるかと思います。 

  はい。以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんか。 

  はい、池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  今の関連でちょっと質問させてもらいます

けど、自動接続の設定している場合、弱いと

ころから強いところにつなぎかえるパターン
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があると思うんですけど、そうすると自動設

定してても勝手に強い側のほうにつなぎ直す

ということもあるんですけどね。その辺の設

定は、多分都度都度、誰かがいじらないと変

えれないと思うんですけど。その辺はどうな

ってるんですかね。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  はい。教育総務課、吉澤です。 

  マニュアル等を各学校に配布しまして、そ

うなった場合に設定ができるような状況もつ

くっておりますし、もう事前に、すいません、

先ほど自動設定と言いましたけども、教室の

場所にはこちらからというような設定をもう

しております。実施している学校もあります。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  それって、小学校とか中学校って席替えあ

りますよね。席替えする度に設定変える、そ

れは先生が変えるのか誰が変わるのかわかん

ないですけど、席替えがある度に、モバイル

ルーターの置く場所はほぼ決まってると思う

んで、人が移動すればその設定も全部それを

また変えないと駄目だと思うんですけど。 

  その辺をするのはもちろんわかってての、

今の設定の話なんですよね。 

○委員長（才脇明美君） 

  吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  はい。教育総務課、吉澤です。 

  はい、委員のおっしゃるとおり設定をして

いただきます。子どもの数も減ってますので

担任の先生にしていただくように言っており

ますが、今 ICT 支援員が回ってますので、そ

の方を上手に活用してやっていただけたらと

思っております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  別の項目でお聞きします。 

  38 ページのスポーツ振興費なんですが、

シートスのキュービクル更新ということで

2,000 万が上がっておるんですけれども、高

額なんです。それでシートスのほうでの利益

ですか、回復してきていっておりましたらで

すね、その利益の半分ですかね２分の１は、

こういう改修、修繕のときに使えるようなこ

とが前もあったと思うんですけど、今回はそ

のようなことができるような状態なのかどう

か、お聞きします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、千歳生涯学習課長。 

○生涯学習課長（千歳あや乃君） 

  はい。生涯学習課、千歳です。 

  先ほどのお話なんですけれども、これ躯体

にかかる施設になっておりますので、これを

シートスの利益のほうから出してもらうとい

うような想定はしておりません。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  説明資料の１番最後にあります、子育て初

めて絵本貸出事業ってありますね。 

  このタイトル、子育て初めて絵本貸出事業

とタイトル私初めて聞いたんだけども、新規

事業なのかな。中身がちょっと教えてほしい

んだけども。冊数とかね、ちょっとお願いし

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、千歳生涯学習課長。 

○生涯学習課長（千歳あや乃君） 

  生涯学習課、千歳です。 

  この子育て初めて絵本貸出事業というのは
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今年度から実施する初めての事業のほうにな

っております。 

  こちら書籍の購入というところが内容なん

ですけれども、乳幼児期、あとは小学校の時

期、中学校の時期、それぞれに対応したよう

な書籍のほうを買って、それを様々な子ども

たちに提案をしていくといったような、そう

いったような事業になっております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  それはそれでいいんですけど、子育て初め

ての絵本貸出し、私思うに一つの子育て事業

ですね。として、赤ちゃんが生まれたときに、

豊能町のほうから豊能町にこういう図書館が

ありますと、このように子ども絵本貸出事業

をしてますということで、子どもさんに対し

ても生まれた子どもさんに対しての初めての

絵本１冊プレゼントっていう形をぜひ今後考

えていただきたい。 

  でなければ、多分に、私自分の身振り返っ

たりするけど、図書館行く人って大体限られ

るんですね。子どもさん持ってる方全てがね、

行くわけじゃない。だけどそういう方たちに

とっても図書館というとこを身近に感じてい

ただくために、ぜひ今後はこの事業とあわせ

てそういったものも考えていただきたい。 

  お願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  千歳生涯学習課長。 

○生涯学習課長（千歳あや乃君） 

  生涯学習課、千歳です。 

  そういった形で図書館の利用というのを周

知というのは大変重要なことだと思っており

ます。 

  今回の絵本に関しましては、図書館の中に

置くだけではなくですね、吉川保育所内にあ

ります、すきっぷであったりだとか、ふたば

園にある、いちごルーム、こういったところ

に来るお子さんに対して本を持って行きまし

て、こういう本を読んで借りてはどうでしょ

うかというような出張事業のほうも併せて考

えております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  そうしましたら同じページになるのかな、

図書館の上ですね。西公民館の管理事業にな

りまして 1,000 万の費用が計上されて、確か

説明の資料の中では自家発電の設備とかあと

モジュールチラーの何か何なの部品を交換っ

ておっしゃっておられましたけども、その２

つって言うんやったら内訳的な金額、それぞ

れ何ぼぐらい想定してるのか、その辺りちょ

っとお伺いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  千歳生涯学習課長。 

○生涯学習課長（千歳あや乃君） 

  はい。生涯学習課、千歳です。 

  これに関しましては見積りを取りまして予

算要求のほうをしておるんですが、査定が入

っております。査定が入っておりますので、

見積りと同じ金額というわけにはいかないん

ですけれども、参考までに自家発電設備の更

新に関してはおよそ 1,100 万円、モジュール

チラー冷温水ポンプの取替に関しましてはこ

ちらのほう 70 万円程度、こういった金額の

ほうを想定しています。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  初めに何かちょっとややこしい話されてま

したけど、結局トータル的に 1,170 万やけど

も、査定とか何かしたら取りあえずは 1,000
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万に今のところ収まってますというそういう

ふうな意味なんですか。 

  ちょっと僕わかんなかったごめんなさい。 

○委員長（才脇明美君） 

  千歳生涯学習課長。 

○生涯学習課長（千歳あや乃君） 

  はい。生涯学習課長、千歳です。 

  すいません、説明不足で。実際に見積りを

取った額というのはあるんですけれども、こ

ちらに関しては入札等々を行いますので、そ

ういったところで金額のほうが下がることも

あればっていうところもあると思います。な

ので、予算要求どおりではないというところ

なんですけれども、この金額でやるといった

ような内容で進めております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんでしょうか。 

  はい、管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  35 ページの英語検定の件ですけども、級

によって金額が違うと思うんですけれど、ど

ういうふうに進めていかれるのか、お答えく

ださい。 

○委員長（才脇明美君） 

  峯義務教育課長。 

○義務教育課長（峯亜希子君） 

  はい、義務教育課の峯でございます。 

  受験料は各受験級で違いますが、受験者の

方には、お一人 2,000 円負担いただきまして、

残りの分を町のほうで補助するということで

進めていきたいと考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  11月頃の検定ですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、峯義務教育課長。 

○義務教育課長（峯亜希子君） 

  義務教育課の峯です。 

  今のところ 10月を考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  給食の補助なんですけども、何月から始め

られるんですか。学校の給食。 

○委員長（才脇明美君） 

  吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  はい。教育総務課、吉澤です。 

  はい、４月分から予定しております。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  遡って支給するっていうことですか、もう

お支払いされてますよね保護者の方、それは

返金されるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  はい。教育総務課、吉澤です。 

  はい、確かに４月分はもう引去り等で徴収

させていただいてますが、その後精算等をし

まして、返金は必要であれば返金をさせてい

ただくという形になるかと思います。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんか。 

  はい、池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  光風台小学校の改修事業についてお伺いし

ます。 

  こちら今いただいてる資料、３階分ありま

すけど、これあくまでもこれいただいてる資

料というのが、ここを中学生用にここを小学

生用にここは共用ですっていうような資料は

いただきましたけれども、工事の内容につい
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ては一切書かれていないんで、どこをどうい

った工事するのか、どれぐらいかかるのかっ

ていうのを、もう少し明細いただけたらとい

うか教えていただけたら助かります。 

○委員長（才脇明美君） 

  吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  はい。教育総務課、吉澤です。 

  すいません、どういったところを工事する

かっていう御説明できますが、その費用まで

っていうのはちょっと細かいところまでは申

し上げにくいんですけれども、全体としてこ

れだけの費用がかかるだろうということで計

上させていただいております。 

  あと、入札等によって差金等が生じるので

はないかと思っております。ですので、工事

内容はどのように変わるかという説明のほう

をまずさせていただきたいと思います。 

  それでは１枚目のほうの資料をごらんくだ

さい。１階部分になります。 

  １階部分につきましては、左側の先端部分、

薄くピンク色になっているところ、ここは先

ほど申し上げましたように、ふれあいルーム

であったところをコンピューター室兼多目的

室にします。 

  その左側にトイレがございます。ここは、

今現在ひかり幼稚園の子どもたちがランチル

ームとして食事に来たときに、トイレに行き

たくなったときに使えるように、幼稚園児の

トイレとかなってる部分があります。それを

中学生用の大人用のサイズのトイレに変更を

いたします。 

  それから緑色のところですね、ここがラン

チルームになってるんですけれども、そこの

部分が多目的室や教室ですね、一般の教室に

なりまして、空調設置のある部分と空調設置

がないところは空調をつけるという形になり

ます。 

  真ん中、１階部分の真ん中の部分につきま

しては、お部屋の名称が変わるだけで改修工

事は特にいたしません。 

  それから右端のところです。右端のところ

も今も現在子どもたちが利用してますので、

そこの部分については特に改修等は行いませ

ん。 

  右側のところですね、下のところから２つ

目のお部屋が空調がありませんでしたので、

そこには空調は付けます。はい、その上の部

分も空調は付きます。 

  はい、１階部分については、そのような感

じです。 

  次、２枚目をごらんください。２階部分に

なります。 

  左側の部分ですね、先端のところ、緑色の

先端部分、PC 教室と書いてます。現在コン

ピューター教室になっているところが中学校

用の職員室に改修をいたします。その横のお

部屋が校長室になります。 

  そこの列の１番下の部分ですね、ここはで

すね支援教室として使いますので、間仕切り

をして二つに分けて少人数で活用できるよう

な形にいたします。続いて、そこの部分には

照明のスイッチや空調も設置いたします。 

  それから、そこの上のほうにあります左枠

の白い部分のトイレですね、ここも若干中学

生用のトイレとして使えるような改修を入れ

ます。 

  真ん中のところ、上部の上の部分の薄いピ

ンクのところです。ここは図工室として改修

をいたします。換気扇等を付けたり使いやす

い形にしていきます。今現在図工室になって

いるところが中学生の美術室兼技術室になり

ます。小学生も同様に活用するということで

供用場所になっています。 

  真ん中の部分、緑色になっている部分です。 

 ここは今配膳室とかですね、児童会の会議室

とかなってるんですが、ここは理科の準備、

中学校用の理科の準備室と理科室になります。 
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 それにあわせて必要な機材を入れたりですね、

室内の改装もいたします。 

  下のところは図書室ですので、そこはその

まま活用する予定です。改修はありません。 

  右端の列になります。 

  ここの部分についても１番上の部分は小学

生用の理科室として活用します。現状のまま

ですので改修はありません。ここの部分でい

きますと、１番下のところですね、クラスル

ームとして使っていたところ、通常の普通教

室として使ってたところですがここは支援教

室になりますので、間仕切りを入れて照明ス

イッチを入れたりとか、少人数で活動できる

ような場所に改修いたします。２階部分につ

いては以上です。 

  続きまして３枚目、３階部分をごらんくだ

さい。 

  左端、上の端の部分ですね、ここは現在第

二音楽室となってますが、段差があるところ

です。子どもたちが鑑賞したりとかしやすい

ようにという階段状になっているお部屋なん

ですが、そこをですね、フラットに改装をい

たしまして中学生用の音楽室といたします。 

  真ん中の部分はクラスルームとして使って

る部分、それから普通教室として使ってる部

分とかありますので特に改修はありませんが、

１番下のところです。ここの部分も支援学級

の教室として活用しますので、間仕切りを入

れたり、スイッチや空調の設置をしていきま

す。 

  真ん中の部分です。１番上のところ、音楽

室があるんですが、ここは小学生用の音楽室

として今も使ってますがそのまま使っていた

だくということで、一部内装の部分を改修し

たりとかはします。 

  失礼いたしました。先ほど言いました、左

端のところが階段状と言ってましたが、申し

訳ありません、ここは今フラットな教室にな

ってまして、真ん中の部分が階段状になって

いる音楽室ですのでここをフラットに改修し

ます。失礼いたしました。すいません。 

  真ん中の部分のところは、特に改修はござ

いません。 

  右端のところです。右端のところも大きな

改修はございません。 

  下から２つ目のお部屋が多目的室からクラ

スルームに変えますので空調を設置します。 

 それから、１番下のところは支援学級として

使いますので、間仕切りを入れたり照明スイ

ッチを入れたりとかして、少人数での対応が

できるような形にします。 

  はい、簡単ですが、以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  何か質問は。 

  はい、管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  １階のところのふれあいルームっていうと

ころは、外に出られるようになってるんです

けどね、下が空いてるからダンゴ虫とかいっ

ぱい入ってき来やるんですけど、そういうと

ころを完全に蓋閉めてしまうんですか。それ

とも行き来できるようにするんですか。 

  コンピューター室なんで、きれいにしとか

なあかんと思うんですけど。 

○委員長（才脇明美君） 

  吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  教育総務課、吉澤です。 

  コンピューター室になりますので、床上げ

をします。そういったところは全て蓋をして

入って来ないようにいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  もう１点なんですけど、２階とか３階の南

側、Ａ棟の南側の２階が理科室、３階が家庭

科室なんですけど、とんでも熱くなるんです

ね。もう夏は使えないから、例えばミシンの
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修理とかしに行くときは教室へミシン運びに

行ったりしてるんですけど、ここは空調を付

けていただきたいなと思うんです。今すごい

温暖化なんでね、もうＡ棟は昼間は行けませ

んよ。 

  その辺ちょっと配慮していただきたいと思

いますがどうですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  はい。教育総務課、吉澤です。 

  現時点では、新規に空調とか入れる予定は

ございません。何らかの形で対応はしていき

たいと思います。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  新規で入れないんですけども、中学校から

あとで持ってくるっていうのはどこに付ける

んですか。移動させるために空調は新しく買

わないっていうことは聞いていますけれど。  

  それともう１点。これが夏休みに工事をさ

れるんでしたね。夏休みされるその間、ラン

チルームにいた幼稚園の給食をどうするかっ

ていうのは、ここの今回の補正予算には入れ

ていないんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  はい。教育総務課、吉澤です。 

  細かく言ったほうがいいですか。基本的に

は多目的とかで設置できていなかったところ

を普通教室に変えたところについては、吉中

から移設して付けるようになります。 

  ですので、通常のクラスルームについては、

全て空調が入るという形にはなります。 

  それからランチルームの利用ですよね。１

学期の間は、ひかり幼稚園のお子さんたちは

使っていただくことになるかと思います。そ

の間は改修工事は入りませんので。はい、い

けるかと思います。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  ずっとこのまま使えるっていうことですか、

改修もしないので令和５年度いっぱいはここ

をランチルームとして使えるということです

か。また令和６年度からまたほかの一般質問

でもやっていただいたらいいと思いますけど。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、吉澤教育総務課長。 

○教育総務課長（吉澤 亘君） 

  教育総務課、吉澤です。 

  失礼いたしました。すいません。 

  今年度については、ひかり幼稚園の子ども

たちはここのランチルームを使って給食が食

べれます。工事はそこは入りません。そのま

ま転用するという形になりますので。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかに質問ございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

  ないようですので、質疑を終結いたします。 

  はい、暫時休憩します。 

  再開は放送をもって連絡いたします。 

  よろしくお願いします。 

  （午後５時 02分 休憩） 

  （午後５時 20分 再開） 

○委員長（才脇明美君） 

  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

  これより討論を行います。 

  はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  秋元です。 

  反対の討論をさせていただきます。 
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  １番はやはり、だんでらいおんの件です。 

  スタートした当初からやはり議会の中で指

摘をしてきて、三重行政であるとか、その選

定方法とか、いまだに解決しないままここま

で来てます。で、議論の中で、町のほうから

私はかなり期待する答弁をいただいたんです

けども、やはりここは、ひとまず予算を否決

させていただいて、新たな出発をしていただ

きたい。本当に必要かどうかやっぱりきちっ

と検討していただきたい。そういうことを期

待しております。 

  討論につきましては、改めてもう一遍本会

議のほうでさしていただきまして、修正案を

出させていただくということで、反対討論、

この場では反対の立場をとらせていただきま

す。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  賛成討論はありませんか。 

  討論ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第 25 号議案、令和５年度豊能町一般会計

補正予算（第１回）の件は、原案のとおり可

決と認めることに賛成の方は挙手を願います。 

（多数挙手４：１） 

○委員長（才脇明美君） 

  挙手多数であります。 

  よって、第 25 号議案は原案のとおり可決

されました。 

  はい。では交代でお願いいたします。 

  お疲れさまでした。 

  17 時半を過ぎますが、職員の皆さん、す

いません。26 号議案と 27 号議案を続けて審

査します。 

  第 26 号議案、令和５年度豊能町介護保険

特別会計事業勘定補正予算（第１回）の件を

議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。よろしくお願いいたし

ます。 

  それでは、第 26 号議案、令和５年度豊能

町介護保険特別会計事業勘定補正予算の件に

ついて、説明させていただきます。 

  座って説明させていただきます。 

  SideBooks 内補正予算書の３ページをごら

んください。 

  令和５年度豊能町介護保険特別会計事業勘

定補正予算（第１回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出予

算の総額にそれぞれ47万4,000円を増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 25

億 6,340万 5,000円とするものです。 

  それでは、今回の補正内容につきまして、

歳出より説明させていただきます。 

  ８ページをごらんください。 

  款４．地域支援事業費、項３．包括的支援

事業費・任意事業費、目１．包括的支援事業

費の 47 万 4,000 円は、地域包括支援センタ

ーにおいて使用している介護業務支援システ

ムの端末機器増設に伴う保守管理委託料の増

額でございます。 

  次に、歳入について説明いたします。 

  ７ページをごらんください。 

  款６．繰入金、項１．一般会計繰入金、目

３．包括的支援事業等費繰入金の 47万 4,000

円は、先ほど歳出で説明いたしました、包括

的支援事業費の増額に伴い、財源となる一般

会計繰入金を増額するものでございます。 

  説明は以上です。 

  御審査いただき、御決定くださいますよう

よろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 
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  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  今回補正予算にかかっている案件はこの中

で１件だけで、包括的支援事業ということで

47万 4,000円、今説明があったとおりでござ

いますけども、端末の増設っていうふうに私

聞こえたんですけども、それは端末やから、

パソコンみたいなそういったものを増やすと

いうふうなそういうふうな意味合いですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  浅海保健福祉部理事。 

○保健福祉部理事（浅海 毅君） 

  はい。保健福祉部、浅海でございます。 

  今委員御質問にありました端末機１台を増

設するというものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  それは現状も多分、端末いうかパソコン幾

つもあるんやろうけれども、それではちょっ

とあかんと、どうしてもこの１台を増やさな

あかんというそういう理由があるからこそ増

やすんかなと。 

  その辺りもちょっと御説明お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  浅海保健福祉部理事。 

○保健福祉部理事（浅海 毅君） 

  保健福祉部、浅海でございます。 

  現在の状況を申し上げますと、今包括支援

センターのほうでですね、職員が、正職員が

２名、それから会計年度任用職員が３名とい

うことで５名が現在従事しております。 

  この５名が従事している中でですね、現在

入力用のハード機器がですね、４台で対応し

ておりまして、業務時間内の中でですね、少

し効率がなかなかよくない状況でですね、業

務を実施しているということで、１台、職員

の数に合わせた形で増設をして、効率的な業

務を行うという理由から、増設の予算を今回

計上させていただいてるということでござい

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは、今までずっと人数に対して

１台少ないっていうふうな形で運用をずっと

されてきた。それとも、いやいや今までは４

人に対して４台やったんやけど、ちょっと職

員がね、人が増えてその分がなかったから今

回追加なのかその辺りどうなんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  浅海保健福祉部理事。 

○保健福祉部理事（浅海 毅君） 

  保健福祉部、浅海でございます。 

  今委員御質問にありましたように、職員が

増えたということでその増えた職員の分の数

を増設、今回するということでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、ほかにございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

    （「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

  挙手全員であります。 

  よって、第 26 号議案は原案のとおり可決

されました。 

  第 27 号議案、令和５年度豊能町下水道事

業特別会計補正予算（第１回）の件を議題と

いたします。 
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  提案理由の説明を求めます。 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  はい。都市計画課、田中です。 

  それでは、第 27 号議案、令和５年度豊能

町下水道事業特別会計補正予算（第１回）の

件につきまして、着座にて御説明させていた

だきます。 

  御手元の補正予算書の３ページをお開きく

ださい。 

  第１条で、既定の歳入歳出予算の総額にそ

れぞれ 7,924 万 2,000 円を増額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ５億 8,203 万

4,000 円とするものです。２項で、歳入歳出

予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

４ページからの第１表、歳入歳出予算補正の

とおりでございます。 

  第２条、債務負担行為の補正でございます

が、６ページの第２表、債務負担行為補正

（追加）分をごらんください。公営企業会計

システムの導入事業によるもので、事項、期

間、限度額をそれぞれ定めております。 

  第３条、地方債でございますが、７ページ

の第３表、地方債補正（追加）の表をごらん

ください。起債の目的、限度額、利率、償還

方法等を定めております。 

  今回の補正予算につきましては、本年度の

投資的経費の補正でございます。 

  それでは、歳出より御説明いたします。 

  補正予算書 12ページをお開きください。 

  款１．下水道費、項２．下水道整備費、目

１．下水道整備費で 7,878 万 6,000 円の増で、

これは下水道事業の地方公営企業法適用に向

けた公営企業会計システムの導入とストック

マネジメント計画の変更にかかる業務、そし

て牧地区の圃場整備事業に伴います下水道施

設の移設工事や老朽管の管渠更正工事、暗渠

の補修工事などが主なものとなります。 

  13ページをごらんください。 

  項３．浄化槽管理費、目１．浄化槽維持管

理費で 45 万 6,000 円の増額で、浄化槽の修

繕費ならびに浄化槽管理士講習の負担金が主  

なものとなります。 

  続きまして、歳入の御説明を申し上げます。 

  10ページにお戻りください。 

  款３．国庫支出金、項１．国庫補助金、目

１．下水道費国庫補助金で 1,000 万円の増で

すが、これはストックマネジメント事業に関

する社会資本整備総合交付金です。 

  款６．繰入金、項１．一般会計繰入金、目

１．一般会計繰入金で 245 万 6,000 円の増額、

11 ページの款６．繰入金、項２．基金繰入

金、目１．下水道建設基金繰入金で 4,038 万

6,000 円の増額でございますが、いずれも今

回の投資的事業に充てるため、それぞれ繰り

入れるものです。 

  款９．町債は 2,640万の増でございます。 

  これは、公営企業会計適用債と繰入金と同

じく投資的事業に充てるためのものでござい

ます。 

  説明は以上でございます。よろしくお願い

します。 

  申し訳ございません。御審議いただき御決

定を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  すみません、補正予算書の 12 ページのと

ころでちょっとお伺いします。 

  まず、先ほど説明がありましたストックマ

ネジメント変更、計画変更いうてね、説明ご

ざいましたけども、それ計画の変更というの

はどういう変更なのか、説明できるんやった

らお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中都市計画課長。 
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○都市計画課長（田中克生君） 

  はい。都市計画課、田中です。 

  現在のストックマネジメント計画につきま

しては、令和元年度に策定したものになりま

して、下水道施設の点検や調査の計画を作成

したものになります。 

  これに基づいて、令和２年度より重要な管

渠や主にときわ台などの設置年数の古い施設

の点検調査を実施してきましたが、一定デー

タがそろってきましたので、今後の改築更新

事業の計画を盛り込むとともに、今後の点検

調査事業の計画を見直すために変更するもの

でございます。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  今の説明でいきますと、現在のストックマ

ネジメント計画そのものが、１番古い地域で

あるときわ台をもとに何か計画をつくってま

したみたいなことなんですけども、それ以外

の地域はほんなら一切この計画には絡んでな

くて、ときわ台、あくまで１番古い地域をも

とに、１番古い地域やから何十年たってるか

らどうせなあかんとかいうそういうのを、そ

のときわ台をもとにして何かその計画を立て

てたというふうなことなのかな、それやった

ら例えば東ときわ台はときわ台よりも 10 年

あとにできたから、要はときわ台でつくった

計画プラスアルファ 10 年ぐらいはまだ維持、

維持できるだろうみたいなそんなふうな想定

をするための計画っていうふうな位置づけな

のか、その辺りどうなんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  はい。都市計画課、田中です。 

  町内で１番古いところがときわ台になりま

すので、まず１番目はときわ台、それから順

番に光風台、東ときわ台というふうに、調査

は今は点検を進めておりまして、ある一定デ

ータがそろいましたのでその点検結果に基づ

きまして、どのような方法で更新していくの

かというところを今年度取りまとめていくと

いうようなイメージになります。 

  それの変更になりまして、順番に、新しい

ところまだ手をつけませんけども、古いとこ

ろから順番に調査をかけて、ストックマネジ

メント計画に基づいて、補助金をもらいまし

て、改修していくというようなイメージであ

ります。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  要は下水、水道もそうやけども下水道もそ

うやけども、管のやっぱりその耐用年数とか

そういったものがあるから、ここの地域はも

う何十年も前にやったからもうぼちぼちやら

なあかんねと。隣のここの地域はまだそこよ

りもちょっとまだ新しい地域やから、さらに

10 年か 15 年まだ先でええやろう、そういう

ふうな計画をもう既に立ててたんかな。 

  それの更新っていうそういうふうな、違う

はどうなのかな。ちょっと私、ごめん整理で

きひん頭で。もう少しちょっとわかりやすい

ちょっと説明できたらお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  はい。都市計画課、田中です。 

  まずは、既存の老朽してる下水管の点検調

査を行いまして、点検調査を行った後、腐食

の進行度合いとかでいろんな場所で違ってき

ますので、その不具合がある場所を今度どの

ような計画でリニューアルしていけばいいの

かっていうのを次の段階で示していきます。 

  その工法が決まったら、次にその工法にす

る今度工事にかかるわけですけど、そういう
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のを順を追って計画をしていくっていうのが

ストックマネジメント計画になります。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、ほかにございませんか。 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  あとすんません。 

  牧地区、今圃場整備進んでてそこの何かを

移設するっておっしゃってましたけど、その

辺りもう少し詳しく説明できるもんだったら、

今ここにあるものをここに持っていきます、 

 そんなふうなイメージなのかなと思うんで、

その辺りお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  はい。都市計画課、田中です。 

  今牧地区の圃場整備のところの計画の中に、

都市計画課が管理しておりますマンホールポ

ンプ、あの本管のほうが、下水の本管のほう

が高い場所にありまして民家のほうが低いの

場合は、ポンプアップして本管に上げるため

のそういう下水の設備があります。 

  それが圃場整備の計画に基づいて、邪魔に

なるというか、ちょっと支障をきたす場所に

あるのでっていうことで、今回はマンホール

ポンプの圃場整備に伴う道路の線形の変更、

それから水路の改修などによりまして、ポン

プの操作盤、それから圧送管を移設するって

いうことが主なものになります。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  それは結構大規模なもんなんですか、それ

ともちょっとした変更ですわみたいな感じな

のか、その辺りどうなんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  はい。都市計画課、田中です。 

  そこのマンホールポンプの対象になってる

お家が一軒だけなんです。ですけども、既存

のマンホールポンプの設備自体が大分古うご

ざいますので、その辺りの更新っていうのが

高くなってきている要因でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  あと、業務委託料もあるけども、工事請負

費の 3,000 飛び 332 っていうね数字上がって

ますけども。いろいろ今おっしゃってました

けども、何かその内訳とかわかる範囲で、そ

したら業務委託料もついでに何かもう少し細

かく言えるんやったら、説明お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  はい。都市計画課、田中です。 

  内訳のほうですけども、まず工事のほうと

しまして、老朽化した下水道施設の調査補修

にかかる工事費としまして 1,093 万 2,000 円、

それからもう一つ工事のほうで歩車道の下に

ある雨水枡のための暗渠の補修工事としまし

て 200 万、それから牧地区の圃場整備、今御

説明したポンプの移設ですけども 1,000 万、

1,000万かかってしまいます。 

  もう一つ、老朽化したときわ台中継ポンプ

場の整備工事費としまして 650 万ほどかかっ

てしまいます。 

  今お伝えしました４つが工事のほうになり

まして、次委託のほうですけども、ストック

マネジメント事業に伴う委託のほうですね、

こちらのほうが 3,900 万ほど、それと公営企

業会計システムの導入の委託のほうで 820 万

ほど、それからマンホールポンプの水位計の

更新を行いますので、こちらのほうで 180 万

ほどっていうところが主な内訳になります。 
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  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、淨住都市計画部理事。 

○都市計画部理事（淨住 修君） 

  都市建設部、淨住です。 

  ちょっと先ほど、ちょっと説明にちょっと

補足させていただきます。 

  今牧地区の圃場整備のですね、管の移設に

1,000 万というちょっと説明がありましたけ

ども、今のところ詳細な設計はこれから行う

ところでございましてですね、一応最大限で

そのぐらいかかるんちゃうかと。設計の段階

でですね、ちょっと工法が工夫できればもっ

と安くできるんじゃないかというところで考

えておりますんで、今のところ 1,000 万とい

うのは最大限と思っていただければと思いま

す。 

  以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんか。 

  池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  ちょっとだけ教えてっていうかお伺いしま

すけれども、これ牧 1,000 万かかるっていう

お話なんですけど、これ圃場整備の整備地区

内にある分だと圃場整備費の中からお金は出

たりしないですか。 

  これはあくまでも町の管理になるから、全

部町が出さないと駄目っていうことなんです

かね。 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、淨住都市計画部理事。 

○都市計画部理事（淨住 修君） 

  都市建設部、淨住です。 

  大阪府のほうで工事の負担をですね、今後

していただける予定ではございます。 

  原因がですね、圃場整備の工事でございま

すんでですね、整備費、その整備にかかる費

用についてですね、府がですね補償費として

負担いただけるということで今協議しており

ます。 

  ただ、全額がちょっと補償できるかという

ことじゃなくてですね、今現在設置されてい

るその管とかの施設がある程度減価償却、老

朽化が進んでちょっと価値が下がっておりま

すが、移設後の製品はこれ新品で移設されま

すんでその差額分、要は言うたら老朽化した

ものを新品で取り替えるんでその差額分はも

う町の負担になるんですけども、あと移設に

かかる正味の工事費とか手間賃ですね、そう

いうところは、府のほうで補償いただけると

いうところで今後調整していく予定となって

おります。 

  はい、以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんか。 

  はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  そしたら、その次のページ 13 ページをお

願いします。 

  浄化槽処理施設管理事業ということで、修

繕料、何か管理士かな、講習の費用みたいな

ことはさっき説明ございましたけど、この修

繕料というのは、何をどのように修繕する、

そういったところの説明をお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  はい。都市計画課、田中です。 

  高山地区等で町が管理しております浄化槽

の不具合があったときに対応する費用が主な

ものとなります。 

  はい以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

  ほかにございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

  はい、ないようですので質疑を終結いたし
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ます。 

  これより討論を行います。 

    （「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君）   

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君）  

  挙手全員であります。 

  よって、第 27 号議案は原案のとおり可決

されました。 

  以上で、予算特別委員会に付託された案件

はすべて終了いたしました。 

  よって、閉会したいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君）  

  異議なしと認めます。 

  よって、本委員会は閉会することに決定い

たしました。 

  本委員会の閉会に当たり、町長からの挨拶

があります。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  はい、予算特別委員会の閉会に当たりまし

て一言御挨拶を申し上げさせていただきます。 

  本日提案させていただきました補正予算に

対しまして、本当に慎重に御審議をいただき

まして、誠にありがとうございました。 

  また、御決定を賜りまして、誠にありがと

うございます。 

  るるいただきました御意見等につきまして

は、執行できる段階になりましたら、しっか

りその御意見もですね配慮させていただき、

注意を払わさせていただいてですね、注意を

払ってまいりたいと考えてございますので、

引き続きの御支援、御協力、お力添えをよろ

しくお願いを申し上げます。 

  本日本当にありがとうございました。 

○委員長（才脇明美君） 

  これをもちまして、令和５年豊能町議会５

月会議予算特別委員会を閉会いたします。 

  皆様お疲れさまでした。 

 

閉会 午後５時 55分 
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